
    

多様性ということ

　名前は単なる符号であろうか。名は体を表すなどという言葉もあるし，自分の名前のルー

ツが気になることがある。私も，ご先祖様の田んぼは劣等地だったのか，はたまた石垣を想

起させるような立派な田んぼだったのか，などと考えたりする。日本の名字にあたるものは，

他の民族ではせいぜい数百種類程度であるのに対し，日本の場合は29万通りもあるのだそう

である。武光誠氏の「名字と日本人」は，名字が先祖からのメッセージであり，その多くが

中世以来の伝統を背負っていることを明らかにしている。占領期にGHQが検討したという日

本語のローマ字表記化が実施されていたなら，この多様なメッセージは符号のかなたに隠れ

てしまったかもしれない。

　多様性といえば，先ごろ開催された釜山アジア競技大会でも強い印象を受けた。かつてわ

が国の教育・文化を強制され，今も日本文化の開放には異論も多い韓国であるが，鮮やかな

民族色をもって大会を成功裏に演出するのを見るのは感動的である。また，われわれとどこ

か顔が似ているようでもあるそれぞれに個性的な民族の選手が，すばらしいエネルギーを

もって活躍する姿を見ていると，この多様性こそがアジアの魅力なのだと思われてくる。

　多様性についての極めつけは，「生物多様性」であろう。地球上にいる野生生物は数百万種

にのぼるが，これらの種が，かつてないスピードで絶滅しつつあるといわれる。熱帯雨林は

野生生物の宝庫であり，その減少が生物種の絶滅の大きな原因になっている。しかし，こう

して遺伝資源が減少することは，人類の将来に向けての大きな不安材料となってくる。この

多様な生物世界を人の手で創造できると考えるのは，不遜というものであろう。このような

ことから，「生物多様性条約」をはじめとする，生物の多様性を保全しようとする取組みが国

際的にすすめられている。

　このような，生物から社会・文化にいたるまでの多様性と深いところでつながっているの

が，農業である。また農業自体が，効率性のみを追求するか多様な農業の共存をすすめるか

の，分かれ目に直面している。農産物貿易のあり方はこの多様性の存廃に大きくかかわって

おり，ルール次第では，地球が持つ豊かな多様性を大きく損なってしまう。グローバリズム

という言葉は，このようなルールにではなく，地球の多様な豊かさを保全する考え方に対し

て与えられるべきである。

　本号では，WTO農業交渉，地域貿易協定，日・米・中の農産物貿易，また最近問題となっ

ている食品の信頼性確保に関連するテーマとして，銘柄牛のブランドの維持・管理にかかる

研究成果をとりあげた。

（（株)農林中金総合研究所基礎研究部長　石田信隆・いしだのぶたか）
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WTO農業交渉の主要論点と今後の課題

　
　
　
１ ウルグアイ・ラウンド農業交渉では，国境措置・国内支持・輸出規律について包括的な
ルールが定められた。しかし実態は，輸出補助金の削減をめぐるEUと米国の対立が中心で
あった。EUは，農産物支持価格を引き下げる一方で生産者への直接支払いを導入して，こ
れを乗り切った。

２．その後，EUは農政を，削減対象とされない生産者への直接支払いに一層傾斜させてき
た。米国は，自らの先鋭的な自由化要求とは裏腹に，６兆円にのぼる追加予算を上乗せし
つつ，今回交渉に臨んでいる。

３．今回の交渉では，わが国およびEUは，農業の多面的機能への配慮，食料安全保障の確保
等「非貿易的関心事項」への配慮を主張し，保護の漸進的な削減を求めている。米国，ケ
アンズ諸国は，関税率を25％以下に引き下げる等，極めて先鋭な自由化要求を出してい
る。その一方では輸出補助金や輸出信用，輸出規制等が認められており，米国等の提案は
極めてバランスを欠いている。

４．米国等の提案する関税引下げや国内支持の削減を実施すれば，稲作を中心とするわが国
農業は存続が不可能になる。

５．過去の農産物貿易は，少数の先進国・地域から発展途上国・地域への輸出が増加する形
で拡大してきた。単なる自由化は，その傾向を一層強めることになる。それは，食料安全
保障の喪失，現在も８億人にのぼる飢餓人口にとっての食料へのアクセス機会の減少，今
後50年間で世界の人口が1.5倍に増加するなかでの，食料確保の困難化をもたらす。また，
国土保全面や地域社会の維持等で果たしている農業の多面的機能を失わせることにもつ
ながる。

６．このような点を踏まえ，国際的にも国内においても，多様な農業の共存が確保されるよ
うな方向で交渉がまとめられ，また，それに沿った形でわが国農政が確立されることが必
要である。

．

〔要　　　旨〕
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　 農業交渉が大きな山場を迎えよう

としている。現在の予定では，年内に農業

委員会議長の概観ペーパーが呈示され，

2003年３月には「モダリティ」と呼ばれる

大枠が決定されることになっている。

　今回の交渉の現状をみると，各国の主張

には大きな隔たりがあり，交渉の着地点は

まったく見えない現状にある。とはいえ，

わが国における 交渉への一般の関心

は，高いとはいえないのではなかろうか。

これは，「コメ市場の開放」をめぐって激し

い論調が沸きあがったガット・ウルグア

イ・ラウンド交渉の時とは対照的である。

しかし， 交渉の結果次第では，ウルグ

アイ・ラウンドとは比較にならないほど大

きな影響が国民生活全体に広く及ぶことが

懸念されると考える。

　このため，本稿では，農業交渉をめぐる

歴史的経緯および現段階における 農

業交渉の主要論点について整理するととも

に，今後の課題について考察することとし

た。

　なお，本稿における意見にあたる部分

は，筆者個人の見解であることをお断りし

ておく。

　

　（1）　ガット・ウルグアイ・ラウンド

　　　　以前

　ａ．ガットの発足まで

　第二次世界大戦後の国際経済機構のあり

方については，大戦中の早い時期から米英

両国内で模索が開始されていた。これは，

経済のブロック化と輸入抑制による近隣窮

乏化政策が全体主義の台頭を招き大戦を引

き起こす原因になったとの認識の下に，国

際協力と自由な通商を重視する形で具体化

されていく。そして，1944年のブレトン・

はじめに

目　次

はじめに

１．WTO交渉に至る経緯

　（1）　ガット・ウルグアイ・ラウンド以前

　（2）　ガット・ウルグアイ・ラウンド

　（3）　WTOの設立

　（4）　ウルグアイ・ラウンド後の日本・EU・

　　　　米国および中国

２．WTO農業交渉の現状と予定

　（1）　交渉のスケジュール

　（2）　各国の主張

３．農業交渉の論点と問題点・課題

　（1）　交渉の特徴について

　（2）　市場アクセスについて

　（3）　国内支持について

　（4）　輸出規律について

　（5）　非貿易的関心事項について

おわりに
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ウッズ協定によって国際通貨基金（ ）お

よび国際復興開発銀行（現在の世界銀行）の

設立が決定された。通商面では，1948年の

憲章（ハバナ憲章）によって，国際貿易

機関（ ）の設立が企図される。自由・無

差別・多角・互恵を基盤とするこの憲章

は，検討過程で各国の利害が反映されて相

当の変容を被ったとされるが
（注1）
，それでも各

国内では強い反発が生じ，1950年末，米国

政府自らその批准をあきらめるに至り，

設立構想は放棄された。このようなな

かで， 設立までの暫定協定として1947

年に採択され1948年に発足した関税および

貿易に関する一般協定（ガット）が本協定と

して存続し，機能していくこととなった。

　（注1）　T.E.ジョスリン他著，塩飽二郎訳『ガット
農業交渉50年史』p16

　

　ｂ．ガット交渉（東京ラウンドまで）

　ガットにおける貿易交渉は，第１表にみ

るとおり，1947年の第１回交渉からウルグ

アイ・ラウンドに至るまで，８次の交渉が

行われてきた。

　第１回から第４回の交渉では，関税の譲

許（特定の産品に関して約束した上限税率）と

引下げの交渉が行われたが，農業の分野で

は見るべき内容はない。むしろこの間，1955

年には米国に対し，広範囲の品目について

期限無制限で輸入制限を認めるウエーバー

（ガット規約上の義務免除）が与えられ，1957

年には工業製品について禁止されることと

なった輸出補助金についても農産物につい

ては認めることとされたなど，農業の分野

での貿易自由化に関しては困難さを感じさ

せる出来事が多かったのである。

　ディロン・ラウンドでは，1958年に創設

された の共通関税導入が焦点となっ

た。結局 は，共通農業政策の対象とな

る品目についての関税譲許とミニマム・ア

クセス（最低輸入数量）の約束を拒否し，可

変課徴金制度の導入路線を堅持した。

　ケネディ・ラウンドは，第１表にみると

おり，参加国も大きく拡大し，全体として

は関税引下げ面で大きな成果があったと評

価されている。しかし，農業分野では，そ

の核心は，可変課徴金を組み込んだ共通農

業政策で防御を固める と，ウエーバー

で自らを守りつつ欧州市場への輸出拡大を

企図する米国との交渉であった。そして，

農産物貿易ルールに関しては見るべき進展

農林金融2002・12
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・「関税と貿易に関する一般協定」（ガット）採択
・第１回交渉（23か国・地域）

・第２回交渉（13か国・地域）

1947年

49

・第３回交渉（38か国・地域）

・EC関税同盟完成

51

68

第１表　ガット交渉等の経緯

・米国，ガットの「ウェーバー」取得
・日本，ガット加盟55

・第４回交渉（26か国・地域）56

・ディロン・ラウンド（26か国・地域）60～61

・日本，ガット11条国へ移行63

・ケネディ・ラウンド（62か国・地域）64～67

・UR交渉，ダンケル合意案提示91

・東京ラウンド（102か国・地域）73～79

・ウルグアイ・ラウンド（ＵＲ）開始86

・UR農業交渉中間合意89

・共通農業政策（CAP）改革案にEC加盟国が合意
・UR農業交渉，米国とECとのブレア・ハウス合意92

・WTO発足95

・UR農業合意受け入れ，UR交渉決着93

資料　平成13年度農業白書所載の年表から作成



       

はなく，国別品目別の交渉（リクエスト・オ

ファー方式）が行われてラウンドは終了した。

　東京ラウンドにおいても，農産物輸出の

拡大を指向する米国からは国境措置の関税

化が提案されたが，各国の反応は，自国農

業の利益を優先させるものであった。ま

た，ソ連の穀物買付けに始まる穀物価格の

高騰のなかで，米国自身，自由化ルールの

導入への必要性が弱まり，結局農産物につ

いては，リクエスト・オファー方式による

交渉が行われてラウンドは終了した。

　（2）　ガット・ウルグアイ・ラウンド

　このように，ガットの場での数次の交渉

を経つつ，各国は自国の農業の利益を守

り，生産を維持拡大してきた。この結果，

西欧諸国の農業生産は著しく拡大し，とく

に欧州の中心的な農業国であるフランスは

巨大な農産物輸出国となった。

　しかし，これは米国からみると，輸出補

助金を用いた輸出により米国農産物の輸出

市場が奪われる過程であった。米国におい

ても価格支持政策（第１図）により保護策が

とられていたのであるが，その結果農業財

政が大きく膨張するなかで， の輸出補助

金を制限し，農産物貿易ルールの自由化を

推し進めることが米国にとって必要となっ

たのである。

　こうして，ウルグアイ・ラウンド農業交

渉は，国境措置（関税，輸入制限等），国内支

持，輸出競争（輸出補助金）のそれぞれにつ

いての保護水準の引下げをテーマとしてす

すめられることとなった。

　そして1991年12月，ガット事務局長で

あったダンケルによる合意案が示された。

これは，①すべての非関税措置を関税化，

②国内支持の削減（一定の政策を除く）
（注2）
，③

輸出補助金の数量・金額両面での削減，と

する包括的なものであった。これは，米国

およびケアンズグループからは支持された

ものの， や日本等においては受け入れ難

いものであった。

　 においては，これらの措置の結果起き

る農産物価格の低下と，輸出補助金削減の

結果生じる穀物在庫の累増が問題であっ

た。これに対し， は，92年５月に共通農

業政策の改革案をまとめた。これは，農産

物支持価格を引き下げる一方で生産者に対

する直接所得補償を行うものである。ま

た，輸出補助金については，他の項目では

86～88年とされている基準年の変更が行わ

農林金融2002・12
5　‐　799

第1図　ウルグアイ・ラウンド交渉時における
米国の価格支持政策　　　

資料　筆者作成
（注）　CCC（商品金融公社）による農産物担保融資と， 
　　不定払いの組合せによる。
　　　市場価格がローン・レートを下回る場合は， 農家
　　はローン・レートで質流れさせ， ローン・レート分の
　　手取りを確保できる。また， 市場価格が目標価格を
　　下回る場合は， その差額について不足払いを受けら
　　れる。この結果， 目標価格での手取りが保証されるこ
　　とになる。

市
場
価
格

市
場
価
格

不足払い額

融資額

ローン・レート

目標価格

不足払い額



       

れた。これは，基準年を86～90年とすると

ともに，実施の当初では91～92年としても

よいこととしたものであり，この間輸出補

助金が大きく増加していたことから，輸出

補助金削減度合いが大きく緩和されること

となったのである。こうして， にとって

合意案は受け入れうるものとなった。

　日本の場合は，コメの関税化とその後の

関税率引下げが深刻な米価下落をもたらす

と予想され，コメ市場の開放が大きな問題

となった。これについては，交渉の最終段

階で関税化の特例措置に関するドゥニ調停

案が出され，合意に至った。これは，関税

化を６年間猶予するとともに，ミニマム・

アクセス数量を通常の初年度３％～最終年

度６％ではなく，初年度４％～最終年度

８％とするものである。この特例措置は，

わが国のほかに，韓国（コメ），フィリピン

（コメ），イスラエル（羊肉・チーズ）で適用

された。農業合意の概要は第２表に示すと

おりである。

　なお，周知のとおり，わが国はその後1999

年４月１日をもってコメを関税化した。こ

れは，コメ消費が減少するなかでミニマ

ム・アクセス米が大きな圧迫要因になって

いること，および 農業交渉に臨むわ

が国の基本的立場の検討を踏まえて決定さ

れた。

　（注2）　ウルグアイ・ラウンドでは，国内支持政策
については以下の3つの区分により規律が決定さ
れた。

　

　（3）　WTOの設立

　こうして，ウルグアイ・ラウンドは，国

境措置・国内支持・輸出規律についての

ルールを定める包括的な内容を含むものと

なり，その合意は，世界貿易機関（ ）

を設立するマラケシュ協定と，農業協定な

どこれに付属する協定の一括受託として行

われた。

　 は95年１月に設立された。これに

より，協定としての位置づけであったガッ

トは，正式な国際機関としての に引

き継がれることになった。

　

　（4）　ウルグアイ・ラウンド後の

　　　　日本・EU・米国および中国

　ａ．ウルグアイ・ラウンド合意の実施状況

　わが国， および米国におけるウルグ

アイ・ラウンドの実施状況を，
（注3）
でみる

と，第３表のとおりである。各国とも
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約束実施方式（1995～2000年の６年間）

・関税は，農産物全体で平均36％（品目ごと
に最低15％）削減。
・原則としてすべての輸入制限措置等を
関税化し，関税と同様に削減。
・現行アクセス機会は維持・拡大。
・ミニマムアクセスは３％から５％まで
拡大。

市場
アクセス

第2表　ウルグアイ・ラウンド農業合意の概要

・AMS（削減対象となる国内助成の総量）を
20％削減。国内支持

・金額で36％，対象数量で21％削減。輸出規律

資料　農林水産省資料

規律政策

資料　農林水産省資料

施策の性格

AMSとして
削減黄の政策

貿易・生産への影響
がある施策（価格支持，
生産補助金等）

削減対象外緑の政策
貿易や生産への影響
がない施策（試験研究，
基盤整備等）

削減対象外青の政策

生産調整を伴う直接
支払い（EUの直接支払
い，わが国の稲作経営安
定対策等）



       

を約束水準以下に引き下げており，とくに

わが国の場合，99年の は約束水準の

18.8％にまで引き下げられている。これ

は，主に，食管制度に基づくコメの価格支

持は黄の政策であったが，98年度から実施

されている稲作経営安定対策は青の政策と

して位置づけていることによるものであ

る。

　（注 3 ）　AMS（Aggregate Measurement of 

Support＝助成合計量）は，品目ごとに以下の金
額を計算し，農業全体について合計したものであ
る。
「緑」「青」の政策に該当しない補助金額

＋
　

（内外価格差×生産量）

　

　ｂ．日米欧の農政の変化

　（ａ）　EU

　 は，99年に合意をみた 財政の改革

プログラム「アジェンダ2000」に基づき，

共通農業政策（ ）の改革をすすめてき

た。その主な内容は，農産物支持価格を引

き下げるとともに，一方で農家に対し，生

産要素と切り離された直接支払い（デカッ

プリング）を行うものである。

　この改革は，2004年の中欧・東欧への

拡大に伴う財政問題や， の最大の

受益国フランスと財政負担への不満が高い

ドイツとの利害不一致等が絡みながらすす

んでいるが，いずれにしても，緑の政策中

心の農政に移行するという点では，

交渉への備えを図る動きであるといえよ

う。

　 のフィシュラー農業委員はこの点に

ついて，次のように明快に述べている。「私

たちは２段階の改革を導入し，市場支持の

施策を大幅にカットしました。……だから

といって農民を見放すということは考えら

れませんでした。そのために私たちは，価

格の損失を補填するために農民に直接補償

金を支払う制度を導入したのです。」
（注4）

　（ｂ）　米国

　米国は，1996年農業法により，７年間で

農業予算を120億～150億ドル削減，生産調

整の廃止，不足払い制度の廃止と直接固定

支払い（緑の政策）の導入（マーケティン

グ・ローン制度は継続），等の農政改革を実

施した。これは， 交渉を念頭に策定さ

れたものではなく，農業財政削減要請への

対応のなかで生まれたものとされるが，それ

は結果として，米国の国内保護の多くの部

分を緑の政策に置き換える結果となった
（注5）
。

　ところが，法制定時に上昇しつつあった

穀物価格は96年をピークに下降を始め，農

家への緊急支援策がとられるに至る。これ

は，98年度分から2001年度分まで４回にわ

たり，総額273億ドルにのぼった。うち，価

格低下に対する市場損失支払いは約200億

ドルである。
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基準値
（1986～88年）

約束水準
a（2000）

第3表　AMS水準の比較
（単位　億円，百万ECU，百万ドル，％）

49,661
80,975
23,879

39,729
67,159
19,103

日本
EU
米国

直近実績
b（注） b／a

7,478
47,886
10,392

18.8
71.3
54.4

資料　農林水産省資料
（注）　直近実績年は，日本，EUは1999年，米国は1998年。

価格支持対象品目についての市場価格支持相当額



       

　このような農業保護主義的な傾向は，

2002年農業法に至り一層鮮明となる。ここ

では，不足払いによる価格支持政策が復活

するとともに（第２図），６年間で約520億ド

ル（６兆円余）にのぼる追加予算を支出する

こととされた。これは，対外的には先鋭的な

自由化要求を突きつけている米国の主張と

著しく矛盾するものとして， 交渉の

なかで各国から厳しい批判を受けている
（注6）
。

　（ｃ）　日本

　わが国では，2000年度から「中山間地域

等直接支払制度」が開始された。これは，

中山間地域等条件不利地域の農業活動への

補助を通し，耕作放棄を防止して農業衰退

に歯止めをかけることを目的とするもの

で，緑の政策への国際的な流れを受けた画

期的な政策といえる。しかし，本来の政策

目的を達成するためには，集落協定等の制

度内容や支払単価等の面で課題が多いとす

る意見も少なくない
（注7）
。

　また，すでに触れたとおり，コメの価格

変動が稲作経営に及ぼす影響を緩和するた

め，98年度から稲作経営安定対策が実施さ

れている。これは，生産調整を伴う直接支

払いとして，青の政策に位置づけられてい

る。これにより，ウルグアイ・ラウンド合

意による 削減への対応は可能な形で

の農政転換が図られたといえる。しかし，

後述するとおり， 交渉では，米国，ケ

アンズ諸国，発展途上国は，青の政策を廃

止・削減対象とすることを主張している。

や米国で顕著にすすんでいる緑の政策

への農政転換がごく一部にとどまっている

わが国にとって，今後の農政のあり方は，

依然として大きな課題であるといえよう。

　ｃ．中国のWTO加盟

　 設立後の大きな出来事としては，

2001年12月の中国の 加盟がある。中

国という巨大な存在が の共通のルー

ルの下に入ることとなった。

　2002年１月に開催された中央農村活動会

議での報告によれば， 加盟は次のよ

うな利益をもたらすとしている。

　①中国農業の特徴発揮と農業資源の合理

的利用

　②農産物輸出拡大

　③農業構造調整をとおした中国農業の国

際競争力強化

　④海外からの資金，技術，管理分野での

経験の導入による現代化

　⑤農産物市場システムや国の農業保護シ

ステムの確立

　ただし，短期的には，農産物の国際価格

が低いため，小規模経営・土地集約型の分

農林金融2002・12
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新法による
補填

新法による
補填

直接固定支払

直接固
定支払

マーケティング
・ローン制度
での補填

市場価格

目標価格

ローン・レート

第2図　米国新農業法における価格支持

資料　筆者作成
（注）　「新法による補填」が， 新たに措置された制度。

直接固
定支払

市場
価格

市場
価格



       

野は大きな影響を受ける懸念があると指摘

している。

　このため，中国農業部は2002年２月，

「 加盟後農業はチャンスを迎えると

同時にチャレンジーにも直面している」と

して，農産物の国際競争力の向上を中心的

任務として農業構造の調整，優位性の発

揮，品質の向上，競争への奨励など４つの

発展戦略を実施する旨明らかにしている
（注8）
。

　（注4）　F.フィシュラー「日本とEU－成功のための
パートナーシップ」（2002年7月25日全中主催の講
演会記録）

　（注5）　服部信司『WTO農業交渉』p36
　（注6）　2002年農業法の制定経緯と問題点等につい
ては，大江徹男「アメリカ2002年農業法の特徴」
（本誌2002年7月号）参照。

　（注7）　須田敏彦「中山間地域等直接支払制度の実
施状況と今後の課題」（本誌2002年3月号），溝手芳
計「現段階の中山間地域農業問題と対策」（甲斐
道太郎他『新農基法と21世紀の農地・農村』所収）

　（注8）　人民日報ホームページ

　

　

　

　

　（1）　交渉のスケジュール

　今回の交渉は， 農業協定に基づい

て2000年３月に開始され，2001年11月の

ドーハ閣僚会議により， 新ラウンド

として立ち上げられた。

　第４表にみるとおり，各国から提案の提

出を行う第１フェーズ，各国提案の詳細検

討を行う第２フェーズを経て，現在は第３

フェーズを実施中である。これは，「モダリ

ティ」と称される交渉の大枠を農業分野に

ついて決定するものであり，2002年12月18日

までに農業委員会議長が「概観ペーパー」

を呈示し，2003年３月末までに 農業

委員会においてモダリティが決定される予

定である。

　その後は，各国において譲許表改定案を

作成し，2005年１月１日までに非農業分野

も含め全分野一括受託（シングル・アンダー

テイキング）をする予定となっている。

　（2）　各国の主張

　各国の主張は，第５表にみるとおり，大

きな隔たりがある。

　ａ．日本

　わが国の主張は，「多様な農業の共存」を

基本的な哲学に据えている。そして，基本

的な姿勢として，農業の多面的機能への配

慮，食料安全保障の確保，輸出入国間のルー

ル不均衡の是正等を掲げている。

　具体的な内容としては，市場アクセス・

国内支持ともに，漸進的な削減を求めてお

農林金融2002・12
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２．WTO農業交渉の現状

　　と予定　　　　　　　

2000年３月
　　　12　

・農業委特別会合（第２フェーズ開始）
・第４回閣僚会議（ドーハ）
　（新ラウンド立上げ）

01．５
　　11

第4表　WTO農業交渉の経緯とスケジュール

・農業委特別会合（第１フェーズ開始）
・日本提案提出

・農業委特別会合（第3フェーズ開始）
・農業委特別会合（輸出競争）
・農業委特別会合（市場アクセス）
・農業委特別会合（国内支持）
・農業委員会議長が「概観ペーパー」を
呈示

02. ３
　　６
　　９
　
　　12.18日
　

・農業委（農業モダリティ確立）
・第５回閣僚会議（メキシコ）
　（農業について各国譲許表改定案提出）

03．３
　　９　
　

・（各国譲許表に基づく交渉）

・WTO交渉の終結（全分野包括一括合意）

04　

05．１.１

資料　農林水産省資料から作成



       

り，また，輸出信用の削減を求めているの

が特徴である。

　ｂ．EU

　わが国と同様，食料安全保障，国土・環

境保全等の非貿易的関心事項に配慮し漸進

的な保護の削減を行うことを主張してい

る。また，わが国と同様輸出信用の削減を

求めている。

　なお，非貿易的関心事項への配慮を主張

する国は，ほかにスイス，ノルウェー，韓

国，モーリシャスがあり，わが国， とあ

わせ「フレンズ国」と呼ばれている。

　ｃ．米国

　米国の提案は，５年間で関税を全品目

25％以下に引き下げ，その後一定期間内に

ゼロに削減する，またアクセス数量を５年

間で20％拡大，青の政策の廃止， を５

年間で農業生産額の５％まで削減する等，

急激な自由化を求める内容となっている。

輸出補助金についても撤廃を主張し，

と鋭く対立している。

　このような提案は，先に触れたとおり，

米国自ら６兆円にのぼる国内補助金の積み

増しを決定し，また，輸出補助金的効果の

ある輸出信用の削減に応じないなかでの提

案であり，ケアンズ諸国の支持を得たもの

の，わが国や 等からは強い批判を受け

ている。

　ｄ．ケアンズ諸国

　ケアンズ諸国も同様に，急激な自由化を

求めている。とくにアクセス数量について

は，５年間で消費量の20％上乗せ（米国の場

合は枠の20％拡大）という急進的な主張をし

ている。

農林金融2002・12
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第5表　WTO農業交渉における各国の主張

市
場
ア
ク
セ
ス

関税

日本

・漸進的削減・品目ごとの柔軟性
　（UR方式）

EU等フレンズ国

アクセ
ス数量

・ルールの改善
　（消費基準年の見
直し，加重措置の
解消）

・運用ルールの明
確化を優先

・数量は基本的に
現行水準

・漸進的削減・品目ごとの柔軟性
　（総合AMS方式によるUR並みの削減）国内支持

（AMS）

輸
出
規
律

輸出
補助金

その他
・輸出規制の輸出
税化・漸進的削
減
・輸出信用の削減

・輸出信用の削減

・削減 ・削減

・ 5年間で全品目
25％以下に
・将来的には撤廃

・ 5年間で全品目
25％未満に

米国 ケアンズ諸国

・先進国は大幅・
一律削減

発展途上国

・一律拡大
　（5年間で枠を20％
拡大）

・一律拡大
　（5年間で消費量の
20％を上乗せ）

・大幅・一律削減
　（5年間で農業生産
額の5％まで削減）

・青の政策の廃止

・大幅削減
　（初年度50％以上
の削減）
・青の政策の廃止

・輸出信用の削減
に消極的

・輸出信用の禁止

・５年間で撤廃 ・３年間で撤廃

・途上国への特別
な配慮

・直ちに撤廃

・先進国は大幅・
一律拡大

・先進国は大幅・
一律削減

資料　農林水産省資料から作成
（注）1.　フレンズ国：非貿易的関心事項フレンズ国（日本，EU，スイス，ノルウェー，韓国，モーリシャスの6か国）
　　2.　ケアンズ諸国：非補助金農産物輸出国。オーストラリア，ニュージーランド，アルゼンチン，ブラジル，カナダ，フィリピ

ン，タイ等の18か国。



       

　ｅ．発展途上国

　発展途上国の主張は，先進国の市場開放

を求める一方で，途上国に対しては特別な

配慮を求めるものとなっている。

　

　

　

　

　（1）　交渉の特徴について

　今回の交渉の議題については，米国が農

業・サービス等特定分野に限定したいとす

る一方で，わが国および は包括的な内

容とするよう主張していた。その結果，今

回交渉は，農業，サービス，非農産品市場

アクセスに加え，アンチダンピング，知的

所有権，紛争解決了解，その他新分野（投資

等）を対象とする包括的な交渉とすること

となり，わが国等の主張が通った形になっ

た。ただし，交渉のスケジュールをみると，

非農業分野は総じて後倒しになっており，

分野によって区々ではあるが，2003年９月

に予定される第５回閣僚会議が当面の踊り

場になるとみられる。従って，農業分野のみ

先行してわが国に不利な内容での交渉が進

まないよう，留意していくことが必要である。

　また，今回のラウンドを立ち上げた2001

年11月のドーハ閣僚会議では， 農業

協定で定められた「助成および保護の実質

的かつ漸進的な削減」を確認するととも

に，交渉において，非貿易的関心事項およ

び開発途上国に対する特別かつ異なる待遇

を考慮することが確認された。このこと

は，わが国や 等の非貿易的関心事項フ

レンズ国にとって，主張のよりどころにな

るものといえよう。

　（2）　市場アクセスについて

　市場アクセスについては，①関税削減の

方式，②関税削減幅，③ミニマム・アクセ

ス数量，の３点が問題となる。

　ａ．関税削減の方式

　ウルグアイ・ラウンド合意における関税

削減の方式は，６年間で，各品目の削減率

の単純平均で36％以上とし，かつそれぞれ

最低15％削減するというものであった。こ

れは，漸進的かつ品目ごとの柔軟性が確保

されうる方式といえる。わが国および

は，今回の交渉でもこれと同様の方式とす

るよう主張している。

　ところが，米国およびケアンズ諸国は，

今回の交渉では全品目についての大幅な引

下げを求めている（次項参照）。ウルグア

イ・ラウンドですべての非関税障壁の関税

化という新しい共通の土俵を作ったばかり

の時期にこのような主張を持ち出すこと

は，輸出国側の利害をあまりにも突出させ

るものといえよう。

　ｂ．関税削減幅

　関税削減幅については，わが国は具体的

な呈示は行っていないが，米国およびケア

ンズ諸国は，全品目が５年間で25％以下に

なるような削減を提案している。これは，

「スイス・フォーミュラ」
（注9）

と呼ばれる方式

で算出した関税率とするものであるが，第
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３．農業交渉の論点と

　　問題点・課題　　



       

６表にみるとおり，現在いかに高い関税率

であっても，必ず25％以下の水準に引き下

げられるものである。

　このような急激な関税引下げは，輸入国

側にとっては，とうてい受け入れられない

ものである。農産物貿易に関する共通の

ルールを築き上げてきた各国のこれまでの

努力を無にする提案であるといわざるをえ

ない。

　ここで，参考までに，コメの生産費，国

際価格，スイス・フォーミュラによった場

合の関税込価格を第３図に示す。25％の関

税率では，最も生産費の低い10 以上農家

においても，物財費すら賄えない価格とな

り，わが国の稲作はもはや存続が不可能に

なる（なお，現在適用されている輸入米の枠外

税率341円／㎏を適用した場合の税込価格

は，25,524円／60㎏である）。もちろん，海外

における供給力には限界があるので，直ち

にこの価格で無制限に供給されるわけでは

ないが，大幅な米価下落が生じることは確

実であり，このような価格下落は，よく指

摘されるとおり，専業大規模経営から廃業

を余儀なくさせていくことになると考えら

れる。

　（注9）　スイス・フォーミュラとは，東京ラウンド
時に鉱工業品の引下げ方式としてスイスが提案
したものであり，下記の算式による。高関税ほど
引下げ幅が大きくなる。

　　　引下げ後（2010年）の関税率＝

　　　　　　　　　　　　　

　
　ｃ．ミニマム・アクセス

　わが国は，ウルグアイ・ラウンド合意に

おいてコメの関税化特例措置を選択した結

果，コメについては他品目より多いミニマ

ム・アクセスを受け入れ，現状では7.2％

（一般の品目は５％）となっている。しかし，

わが国は99年にコメの関税化を実施済みで

あることやアクセス数量算定の基礎になる

国内消費量が減少していることから，コメ

のアクセス数量見直しを求めている。

25％×現行税率（％）
25％＋現行税率（％）
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10現行関税率

第6表　「スイス・フォーミュラ」を適用した
　　　　場合の税率

（単位　％）

資料　筆者作成

7引下げ後関税率
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第3図　米の生産費と関税込価格

資料　農林水産省「平成13年産米生産費」
　　　食糧庁「輸入米に係る特別売買（SBS）の結果の概要」
（注）1.　国際価格は， 2002年5月および8月に実施されたSB
　　　Sにおける， うるち玄米短粒種買入価格（加重平均）。
　　2.　関税込価格は， 25％の関税率適用後。
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　（3）　国内支持について

　国内支持については，第３表にみたとお

り，わが国はすでに削減目標を大幅に超過

達成している。この実績は，今回交渉にお

いて今後の目標を検討する際に十分考慮さ

れる必要がある。

　今回交渉では，米国，ケアンズ諸国，発

展途上国から の大幅削減の提案が出

されている。しかし，コメ政策が黄の政策

から青の政策に移行したことを踏まえると

今後の削減は漸進的なものにならざるを得

ないため，大幅な削減提案は受け入れられ

ないものである。

　さらに，米国，ケアンズ諸国からは，青

の政策の廃止が提案されている。米国は，

先に述べたとおり，ウルグアイ・ラウンド

後に黄の政策に該当する補助金を大幅に積

み上げてきており，これがウルグアイ・ラ

ウンド合意の削減目標の範囲内にあったと

しても，このような提案は自国の政策と著

しく矛盾するものである。しかし，わが国

以外の先進諸国の農政はすでに緑の政策中

心へと転換がすすんでおり，青の政策の

ウェイトが大きいわが国と事情が異なって

いる。青の政策の取扱いについても十分留

意していく必要があるといえよう。

　（4）　輸出規律について

　わが国の提案は，輸出入国間のルール不

均衡の是正を主張しているが，これは極め

て重要な点である。

　輸出補助金については，非農業分野にお

いてはすでに50年近く前から禁止されてい

るのであるが，農産物についてのみ存続が

認められている。しかし，後でとりあげる

とおり，農業は食料安全保障をはじめとす

る多くの多面的な機能をもっており，補助

金を投入してまで他国の農業を押しのけて

売り込もうとするのは，極めて理不尽な行

動である。

　また，輸出補助金のみならず，米国で多

用されている輸出信用も大きな問題であ

る。これは，輸出国側の政府系機関等が輸

出業者や輸入業者に対して，融資・信用保

証・貿易保険の引受けを行うものであり，

輸出促進的な効果を持っている。輸出信用

については，わが国のほか， ，中東欧諸

国，ケアンズ諸国が何らかの形で規律を強

化するよう主張している。

　次に，輸出規制・輸出税の取扱いも重要

な問題である。わが国は，これらをすべて

関税化・譲許し，削減していくことを主張

しているが，輸出国側は慎重な姿勢を崩し

ていない。過去においても，1973年に実施

された米国の大豆輸出規制をはじめとして

輸出規制が実施された事例があり，食料が

戦略物資として利用されないようなルール

を織り込むことが必要である。

　（5）　非貿易的関心事項について

　今回の交渉においては，非貿易的関心事

項の取扱いが極めて重要であると考えられ

る。ここでは，米国やケアンズ諸国の提案

には，非貿易的関心事項からみてどのよう

な問題があり，交渉にどのような課題を提

起してくるのかについて考察する。
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　ａ．農産物と貿易自由化

　 農業交渉に関する米国の提案につ

いて，米国政府は次のように述べている
（注10）

。

「米国の提案が実現すれば，米国，欧州連

合，日本だけでも，輸出補助金100億ドルが

廃止され，貿易を歪めるような補助金も

1,000億ドル以上が削減されることにな

る。この米国提案は，農業貿易を自由化

し，途上国が先進国や近隣諸国の農業市場

に参入できるようにし，世界の貧しい農民

が直面している歪みを是正するものであ

る。」

　自由貿易は，米国の主張のとおり，途上

国の農業発展につながるであろうか。ま

た，農業にかかわる多くの問題の発生にで

はなく，解決につながるであろうか。

　第４図は，主要国・地域の長期にわたる

穀物純輸出量推移を表したものである。こ

れからは，米国，オーストラリアが輸出を

伸長し，また も純輸入地域から純輸出

地域に変貌する一方で，日本を含むアジ

ア・アフリカ地域が純輸入の幅を拡大して

きたことがわかる。これを，先進国と発展

途上国別にみたのが第５図である。農産物

貿易の拡大の過程は，先進国の輸出と途上

国の輸入拡大の過程であったことがわか

る。そしてこの傾向は，ウルグアイ・ラウ

ンド合意後一層顕著になっている。すなわ

ち，長期的にみた農産物貿易拡大の過程

は，農業生産力の高い先進国が，輸出補助

金等さまざまな政策も交えながら輸出を拡

大してきた過程であるといえ，その延長線

上に，今回の交渉における先鋭的な自由化

要求が出されているのである。
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第4図　主要国・地域の穀物純輸出量推移

資料　農林水産省「農林水産物貿易レポート2002」から作成
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　このような動きは，巨大な多国籍企業化

しつつあるアグリビジネスの利害・戦略と

不可分の関係にあると考えられる。中野一

新編「アグリビジネス論」はこの点につい

て多角的な検討を行っているが，91年の資

料では米国の輸出補助の71％が上位10社で

占められていたという指摘
（注11）

にみられるよう

に，先鋭な自由化要求の行く先には，自由

で公正な姿があるとは思われないのであ

る。

　さらに，極端な自由化によって，今現在

の競争力のみを基準に一部の先進輸出国の

農産物が世界市場を席巻するようになった

場合，以下に述べるような非貿易的関心事

項に関して極めて深刻な問題が生じかねな

いのである。このようなことを考慮し，各

国・地域の条件を生かした農業が持続的に

存続・発展できる道を追求することこそが

重要であると考える。

　（注10）　環境開発サミットの米国代表団「農業問題
に関するファクトシート」（2002年8月28日）

　（注11）　中野一新編『アグリビジネス論』p19

　ｂ．食料安全保障

　すでに農産物貿易交渉の経緯でみてきた

とおり，各国とも自国農業の保護について

は極めて強い意志をもって交渉にあたって

きている。他国に比して自国農業の生産性

が低いからといって，自ら自国農業を明け

渡すような国はなかったのである。そし

て，自給率が100％を超えるような国におい

ても，自国農業の縮小には極めて強い拒否

反応を示してきている。その背景には，産業

としての農業の保護，農業が果たす地域資源

の維持や農村地域の活力の維持等さまざま

なものがあろうが，食料生産の機能が直結

する食料安全保障の確保への動機が一番で

あることは間違いのないところであろう。

　このようななかで，主要先進国中わが国

のみが，食料自給率を大幅に下げてきてい

る（第６図）。このような自給率低下を不安

なしに受け入れられるとすれば，それは他

国のリスク感覚と著しく異なったものとい

わねばならない。 体制の下でも，輸出

制限や輸出税等の措置が認められている

し，さらに，わが国が必要なだけ食料を輸

入できる資金力を永遠に保持できると，保

証できるのであろうか。2000年に決定され

た食料・農業・農村基本計画では食料自給

率の向上が目標に織り込まれたが，食料自

給率の向上の必要性について国民の理解を

さらに深める努力が必要である。
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第6図　主要先進国の供給熱量自給率推移

資料　（財）農林統計協会「平成13年度図説食料・農業・
　　農村白書参考統計表」から作成
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　ｃ．世界の人口増加と飢餓

　（ａ）　世界の人口と飢餓人口

　国連が2001年に改定した世界人口予測に

よると，世界の人口は，2000年の61億人か

ら2050年には93億人へと５割以上増加する

とみられる（第７図）。これはすべて発展途

上地域における増加であり，先進地域は12

億人で横ばい，発展途上地域は49億人から

81億人へと65％の増加になる見込みであ

る。

　高い人口増加率の要因として指摘される

のは，貧困である。貧困は，働き手を多く

得ようとさせ高い出生率をもたらす。その

結果，社会全体としてはますます貧困と飢

餓にとらわれるという悪循環におちいるの

である。この悪循環から逃れるためには，

一人当たりの所得が向上し，女性の地位が

向上して雇用機会も拡大すること，これら

のすべてをささえる教育水準の向上が図ら

れる必要がある。

　しかし，現実には，このような「人口転

換」を果たすのは容易ではなく，人口増加

と貧困に苦しむ地域が多く存在する。

　国連食糧農業機関（ ）によれば，現

在発展途上国には７億９千万人の飢餓人口

がある（第８図）。その大半はアジア・太平

洋地域とサブサハラ・アフリカ（サハラ以

南アフリカ）に集中している。そして

は，とりわけサブサハラ・アフリカにおい

て飢餓の深さが深刻であり，この地域の

国々のうち46％の国において，栄養不足者

の摂取食料は，一人１日当たり300 以上

不足していると指摘している
（注12）

。同報告書

は，これらの国では，「長引く不安定と内

戦，貧弱な政治体制，異常気象，その国特

有の貧困，農業の不振，人口圧力，脆弱な

生態系が重なり合って，深刻で広範囲な根

強い飢餓を生み出している」としている。

　（注12）　FAO「世界の食料不安の現状　2000」

　（ｂ）　マラウイにみる飢餓の現状

　このようなサブサハラ・アフリカの最貧

国の一つであるマラウイの現状をみてみよ
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第7図　世界人口の見通し
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う。
（注13）

マラウイは，赤道の南に位置する内陸

国であり，ほぼ北海道と九州を合わせた面

積がある。農業が の約40％を占め，輸

出収入の90％以上を稼いでおり，その大部

分はタバコである。トウモロコシを主食と

している。

　ここでも深刻な食料危機が進行中であ

り，2002年12月から2003年３月にかけて320

万人（全人口1,130万人の28％）が緊急食料支

援を必要とすると予想されている。99年時

点で16万トンあった穀物備蓄は，2000年か

ら2001年にかけて国内向けと輸出のために

放出されてしまった。この結果，トウモロ

コシのストック不足と価格高騰が起きてい

る。また，財政制約のため，種子と肥料の

分配は大幅に減少し，不作の原因となると

ともに，不作期には蓄えられていた種子が

食べられてしまうこととなった。2002年の

初めからは食料不足が極端になり，食料を

買うための現金を手に入れるために多くの

家畜が大変な安値で売り払われている。

　この結果，慢性的な発育不全や栄養失調

の割合は非常に高く，エイズの蔓延に起因

する労働力や収入の喪失等は食料不足をさ

らに深刻にしている。餓死者の発生や食物

泥棒の蔓延がみられ，食事を抜かすこと

や，知らない物や毒性のある野生の根を食

べることが拡がっている。十分な人道援助

がない限り，こうした悲惨な状況が今後と

も拡大すると懸念されている。

　このような現状について，国際食料政策

研究所（ ）は，マラウイ政府が80年代

から90年代初めにかけて実施した改革（食

用穀物売買における国の独占的役割の廃止

と，農産物価格管理廃止をとおした民間セク

ターの活動の自由化）によってもたらされた

ものであると指摘している
（注14）

。すなわち，こ

の改革によって種子・肥料へのアクセスは

自由な市場によって行われるようになった

ものの，90％にのぼる大多数の小規模農業

者にとっては信用の制限からアクセスが不

可能であったとしている。また，市場につ

いては，取引企業が零細であること，競争

原理が働いていないこと，金融機能の弱

体，高い輸送コスト，市況情報の弱さ，等

を指摘している。

　このように深刻な飢餓に直面しているマ

ラウイの人口は，国連によれば，2050年に

は3,111万人と，2000年の2.75倍にもなると

予測されているのである
（注15）

。

　（注13）　日本マラウイ協会ホームページ「マラウイ
食糧支援募金のお願い」

　（注14）　Gabre-Madhin “Making Markets Work
 in Malawi”（IFPRIホームページ）

　（注15）　United Nations “ World Population 

Prospects The 2000 Revision “（2001.2.28）

　

　（ｃ）　人口増加に対応した食料増産は可能か

　1996年11月の世界食料サミットで採択さ

れた「ローマ宣言」は，次のように述べて

いる。

　「我々は，開発途上国を中心として世界全

体で８億を超える人々が，最低の栄養量を

満たすに足る食料を得ていないことは耐え

難いと考える。……世界の人口が増加し，

天然資源への圧力が強まると見込まれるこ

とを考えれば，飢餓と食料不安の問題は地

球規模のものとなっており，緊急に決然と
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した統一行動がとられなければ，今後も未

解決のまま残りそうであり，いくつかの地

域では劇的に増加さえする。」
（注16）

　そして，2015年までに世界の栄養不足人

口を半減するという目標がたてられたが，

最近の動向について は，「実現された

削減数と必要とされる削減数とのギャップ

は，ますます拡大している。現行の減少率

のまま推移すれば，目標達成には，60年以

上を要するであろう」としている
（注17）

。

　今後の食料需給について考えるとき，需

要サイドの問題としては，人口の増加およ

び生活水準向上に伴う畜産物消費の増加，

供給サイドの問題としては，耕地面積およ

び単収がある。また，需要地域と供給地域の

ギャップについても考慮する必要がある。

　ここで世界の食料需給見通しを詳細にと

りあげる紙幅の余裕はないが，畜産物消費

が増加するなかで飢餓人口を削減するに

は，人口増加を大きく上回る穀物増産が必

要になる。

　ここで，過去30年程度の穀物生産の推移

を第９～11図に示すと，収穫面積はおおむ

ね横ばいであり，単収の増加が生産量と貿

易量の増加を可能にしてきたことがわか

る。これは，灌漑，化学肥料・農薬の使用，

機械化等による「緑の革命」の成果である。
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第9図　穀物収穫面積と単収

資料　農林水産省「農林水産物貿易レポート2002」から作成
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しかし，第12図にみるとおり，単収の10年

移動平均値で長期的な傾向をみると，その

伸びは明らかに低下しつつある。この傾向

は，今後ますます強まることになろう。緑

の革命の一巡に加え，よく指摘される土壌

劣化・土壌流失や水の制約がその背景にあ

る。また，米コロンビア大学と米航空宇宙

局（ ）のグループは，地球温暖化によ

り米国の一部で降水量が増加し，30年後に

は豪雨による穀物減収量が倍増して穀物大

減収の恐れがあると指摘している
（注18）

。このよ

うに，既存の農地における食料増産には，今

後制約が強まってくると考える必要がある。

　したがって， も前掲書「世界食料サ

ミットとその背景」（注16）で指摘している

とおり，今後の食料増産は，発展途上国に

おける未利用地への農業の展開が主な手段

になると考えられる。しかし，これらの多

くは森林地帯である。森林の伐採は，炭酸

ガスの吸収源の喪失によって地球温暖化を

促進し，また，多用な生物資源の生息環境

の破壊につながる。また，森林以外の地域

は，農業的土地利用に適しないものも多

い。第13図は， および農林水産省によ

る穀物生産の見通しを表したものである

が，将来の食料生産見通しには予断を許さ

ないものがあるといわねばならない。

　このようなことを踏まえると，農産物を

鉱工業製品と同様の自由貿易に委ねること

は，国際価格の上昇により輸出国の利益に

こそなれ，現在食料難に苦しむ国にさらに

飢餓を輸出することになり，また，人口が

大きく増加する将来に対してもさらに深刻

な飢餓問題を残すことになる。農産物を単

なる商品と見，市場の手に委ねるのではな

く，地球のそれぞれの場所で，その条件に

合った農業が成立し，持続する姿こそ追求
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第13図　世界の穀物生産の見通し

資料1.　1970～2000年（実）は農林水産省「農産物貿易レ
　　　ポート2002」
　　2.　①はFAO予測。（社）国際食糧農業協会「世界食料
　　　　　サミットとその背景」
　　　　②，③は農林水産省「2025年における世界食料需
　　　　　給の見通し」（1998年6月8日）
　　　　②は単純趨勢シナリオ（単収の伸びおよび耕地拡
　　　　　大が継続）， ③は生産制約シナリオである。
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すべきであろう。そうだとすれば，傾斜地

における小規模農業のあり方を含め，世界

の農業発展のためにわが国がはたせる役割

も大きいのではないだろうか。

　（注16）　（社）国際食糧農業協会「世界食料サミット
とその背景」

　（注17）　FAO「世界の食料不安の現状　2001」
　（注18）　2002.10.30付「日本農業新聞」

　

　ｄ．農業の多面的機能

　わが国は高温多湿のアジア・モンスーン

圏に属し，平地が少なく傾斜の大きい土地

が多い。また，火山灰土におおわれた土地

は崩壊しやすい。このような国土条件を生

かし，それとうまく融合する形で，水田を

中心とする農業が形成されてきたのであ

る。したがって，農業は食料生産のみなら

ず，その他の多くの機能も担ってきている

ことを忘れてはならない。

　農業の多面的機能については，従来から

さまざまな評価の試みがなされてきた。最

近における注目すべき成果としては，農林

水産大臣の諮問を受け2001年11月に出され

た日本学術会議の答申がある
（注19）

。

　同会議は，農業の多面的機能として，①

持続的な食料供給（農業本来の機能），②環境

への貢献（洪水・土砂崩壊防止，地下水涵養，

水質浄化，生物多様性の保全，みどり空間の提

供等），③地域社会の形成・維持（地域アイ

デンティティーの確立，伝統文化の保存，保健

休養，教育機能等）があると整理し，貨幣評

価を行うと，８兆２千億円／年にのぼると

している。

　しかし，重要なのは，この貨幣評価はあ

くまで架空の計算に過ぎないことである。

水田や森林を荒廃にまかせ，その代わりに

全国にダムを配置するというようなこと

は，非現実的な虚構であり，そのような国

土は，いかに人知を結集して管理しても自

然から手痛い報復を受けるであろう。農業

生産の持続をとおして，この多面的機能が

将来にわたって働きつづけるようにするこ

とが重要である。

　（注19）　日本学術会議「地球環境・人間生活にかか
わる農業及び森林の多面的な機能の評価につい
て（答申）」

　

　ｅ．農山村の地域問題

　わが国の人口は，出生率の顕著な低下を

背景に今後減少に向かい，同時に高齢化が

すすむと予測されている。この傾向は，人

口の社会的流出が続く農村部でとくに顕著

となり，筆者の推計によれば，2030年の郡

部人口が2000年対比30％以上減少する県が

12にのぼると見込まれる
（注20）

。

　これは，最近の人口の社会移動率を前提

としているので，今後農業をめぐる環境が

さらに悪化するようなことがあると，農村

における人口減少はさらに加速されること

になろう。その結果，地域社会の維持面で

さまざまな障害が生まれることが予想され

るし，極度に不均衡な国土利用の姿は，さ

まざまな非効率を招来しよう。

　このような地域問題の観点からも，わが

国において，健全な農業経営が持続できる

条件を確保していくことが，国民的な課題

であるといわねばならない。
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　（注20）　拙稿「農村人口の将来見通しと地域活性化
の課題」（本誌2002年9月号）

　

　

　

　すでにみたとおり，農業に関する貿易交

渉の歴史は自国の農業を守り他国の市場を

獲得しようとする各国の利害対立の歴史で

あった。そして米国や についてみたと

おり，自由化を要求したり受け入れたりす

る場合，その前に自国農業の保護策が構築

されている場合が多かったのである。これ

に対し，わが国における農業交渉の受け止

め方は，自由化を求める米国等と自国農業

の保護に固執するわが国の対立，といった

ステレオタイプ化されたものがいまだに多

いように思われる。もちろん，わが国の農

業は大規模経営が困難な国土条件に規定さ

れて保護水準は高いし，多くの改革を要す

る課題があるのは事実であるが，農業交渉

の実態を冷徹に見つめ，必要な改革をすす

めつつわが国農業を守り育てていく方向

で，国民の理解をさらに深めていく必要が

ある。

　また，第二次世界大戦への反省から生ま

れた自由貿易の考え方は，普遍的な価値を

もつものであると思うが，大戦から60年を

経過し，われわれは当時には想像できな

かった環境問題・人口問題・食料危機等の

新たな問題に直面している。このような問

題に対処するためには，既に述べたとお

り，自由な市場に委ねるだけではまったく

不十分である。そういう意味で，今回の

交渉でわが国が「多様な農業の共

存」を基本的な哲学に据えているのは適切

であり，21世紀の世界の農業観をリードす

るものであると評価できる。また逆に，こ

のような人類の生存にとって重要な事柄

が，貿易交渉という限定された場で切って

捨てられていく事態は，どうしても避ける

必要がある。

　しかし，交渉の行方はまったく予断を許

さない状況にある。したがって，ここでは

当面必要と思われる点についていくつか私

見を述べることで稿を閉じることとする。

　まず，農業の多面的機能を重視するので

あれば，具体的な交渉のなかで，多面的機

能にかかる具体的な提案をさらに打ち出し

ていくことが必要であろう。山下一仁氏は

著書のなかで，「環境上の理由で土壌流出や

塩類集積等をもたらす農法を行っている国

からの輸入を規制できるとする貿易ルール

の提案」を行ってはどうかと述べておられ

るが，
（注21）

このような，具体的な攻めの提案を

行っていくことが効果的ではなかろうか。

　つぎに，発展途上国の支持をさらに広げ

ていくことが重要である。貿易交渉におい

ても発展途上国の発言力が強化しつつある

が，多様な農業の共存こそが，今後の食料

危機への有効な対策となり，そのなかでこ

そ各国の自立的な発展の道があるというこ

とを，さらに訴えていく必要があろう。

　また，わが国の農政を新しい状況にあわ

せてどう構築するかも大きな課題である。

すでにみたとおり，各国において農業交渉

と国内の農政改革は，一体のものとして取
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り組まれてきた。中国もまた， 加盟を

機に農政の全般的な改革・構築に乗り出し

ていることはすでに触れたとおりである。

わが国においても， 体制の下で，緑と

青の政策を柱として十全な政策体系が構築

される必要がある。その場合に重要なこと

は，対外的に「多様な農業の共存」をうち

だす以上は，わが国の農政においても，効

率性のみを基準に水準以下の経営を切り捨

てるのではなく，文字通り多様な農業の共

存を実現していくことである。

　厳しく予断を許さないといわれる今回の

交渉であるが，国民の理解と支持の

もとにそれを乗り越えることをとおして，

新しい世紀におけるわが国農業の確固たる

基盤が築かれることを期待したい。

　（注21）　山下一仁『詳解　WTOと農政改革』p209
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自由貿易協定と農林水産業
――　アジア地域の経済連携のあり方を考える　――

　

　

　

１ 近年，世界的に自由貿易協定（関税同盟を含む）の数が急増している。日本も今年（2002年）

初めてシンガポールと自由貿易協定を締結し，さらに様々な国との自由貿易協定が検討さ

れつつあるなど，WTO交渉とともに自由貿易協定の動向が重要になってきている。

２．GATT成立当初は自由貿易協定はわずかであったが，90年代以降急増した。近年の特徴

として，二国間協定が増えたこと，関税だけでなく投資，知的所有権，紛争処理等，様々

な要素を盛り込むようになったことがある。自由貿易協定増大の背景には，①冷戦体制の

終焉，②国際貿易交渉の難航，③連鎖的拡大，があり，世界経済において，欧州，米州，

アジアの三極構造が形成されつつある。

３．自由貿易協定については経済学でも様々な説明がなされてきたが，その代表的なものと

してリスト，ケインズ，ヴァイナー，バラッサの理論がある。一方で，近年の地域主義的

傾向に対する批判もあり，冷静な検討・判断が必要であろう。

４．自由貿易協定はGATT（WTO）の最恵国待遇原則と矛盾する側面があり，WTOは自由貿

易協定に関して厳しい条件を課している。しかし，その解釈については見解の相違があ

り，WTOでは合意に至っていない。一方，途上国には「授権条項」があり，協定締結にお

いて弾力的な運用ができるようになっている。

５．これまでの自由貿易協定では，農林水産物について，例外扱いにしたり経過期間を長く

とるなど特別の配慮をしている。現在検討されている韓国，ASEAN，メキシコとの自由貿

易協定においても，農産物を例外扱いにすることは可能であり，韓国，ASEANについて

は，日本の農業よりも相手国側の関税撤廃の方がネックになる可能性があろう。

６．アジア地域の経済発展に伴い日本との関係深化が進み，アジア地域の経済連携強化が課

題になっているが，環境保全，食料安全保障に配慮し，各国の農林水産業が共存するよう

な枠組みを構築する必要があろう。

．

〔要　　　旨〕
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　近年，自由貿易協定を巡る動きが活発化

している。現在，世界全体で締結されてい

る自由貿易協定の数は143（ に通報が

あったもののうち2002年６月現在発効中のも

の）あるとされており，さらに増える勢いで

ある。特に，90年代後半以降に結ばれた協

定が多く，世界の貿易体制を考える上で，

交渉とともに自由貿易協定の動向を

検討することが重要になっている。

　日本は，これまで （ ）による

多角的貿易体制を重視しており，自由貿易

協定に対しては消極的であったが，今年

（2002年）シンガポールとの間で初めて自由

貿易協定を締結し，近年では，メキシコ，

韓国， ，チリ等，様々な国（地域）

との自由貿易協定が検討されるようになっ

ている。

　自由貿易協定は 交渉による貿易自

由化以上に国内農林水産業に影響を与える

可能性もあり，本稿では，自由貿易協定に

ついて農林水産業との関係を中心に検討す

るとともに，アジア地域の経済連携のあり

方を考えてみたい。

　

　

　

　（1）　自由貿易協定とは何か

　自由貿易協定とは，二国あるいは多国間

で協定を締結することによって相互間の貿

易障壁を取り除き貿易の自由化を進めるも

のであり，経済統合の一つの形態である
（注1）
。

　経済統合の歴史は古く，かつては経済統

合は政治統合と不可分の関係にあったが，

歴史的に重要な経済統合は1834年に成立し

た「ドイツ関税同盟」である。その後，19

世紀後半から20世紀前半にかけて世界的に

保護主義の動きが広がり，その保護主義が

1930年代になって世界経済のブロック化を

もたらし，世界を対立と混乱の渦に巻き込

んでしまった。

　その反省の結果生まれたのが戦後の

であり， は経済ブロック化を

防ぐため「最恵国待遇」を基本原則にして

いる。しかし，関税同盟，自由貿易協定は

最恵国待遇と矛盾する側面があるため，

成立当時存在していた関税同盟を

どう扱うかという問題が生じ，その問題を

１．はじめに
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解決するため 協定に関税同盟・自

由貿易地域に関する規定（第24条）が盛り込

まれた
（注2）
。

　 成立時に存在していた関税同盟

は，ベネルックス関税同盟，イタリア－サ

ンマリノ関税同盟など15ほどでいずれも小

規模なものであったが，その後， や途

上国間の自由貿易協定が締結され，さらに

90年代にはいって，自由貿易協定の数が急

増し，しかも大規模化するなど， 成

立当時は想定していなかった状況になって

いる。

　自由貿易協定は，一般には地理的に近接

した国同士で締結されることが多いが，米

国とイスラエル，日本とシンガポールな

ど，政治的理由や経済的緊密度によって地

理的に離れた二国間で締結されるケースも

ある。また，近年の自由貿易協定では，関

税だけではなく，投資，知的所有権，紛争

処理，環境，労働など多様な内容が盛り込

まれるようになっている。

　（注1）　経済統合に関して包括的に理論的検討を
行ったバラッサは，経済統合を統合の進展度に
よって，①自由貿易地域，②関税同盟，③共同市
場，④経済同盟，⑤完全なる経済統合，の5つに分
類した（『経済統合の理論』）。「自由貿易地域」は
域外諸国に対する関税等について各国の独自の
貿易制度を維持するが，「関税同盟」では域外諸国
に対する関税を共通に設定するという違いがあ
る。なお，WTO協定（GATT第24条）では「関税
同盟（Customs Union）及び自由貿易地域

(FreeTrade Area)」とあり「自由貿易協定(Free 

Trade Agreement)」という用語は使っていない
が，日本ではこの３つを同義で使用しているこ
とが多く「FTA」と総称しており，本稿でも関税
同盟を含めて議論する。また，厳密には多少意味
が異なるが，「地域貿易協定（Regional Trade 

Agreement）」，「経済 連携 協定（Economic 

Partnership Agreement）」という用語もある。

　（注2）　当初，GATT（1947年10月に成立し48年1月
発効）の第24条には自由貿易地域に関する規定は
設けられていなかったが，途上国の要求を受け
て，48年3月に締結された「GATT第24条に関する
特別議定書」（発効は同年6月）によって自由貿易
地域の規定が追加された。

　

　（2）　自由貿易協定の締結状況

　自由貿易協定（関税同盟を含み現在発効中

のもの）を発効時期別にみてみると，1950年

代は1，60年代は3，70年代は15，80年代は

7であり，55年から89年までの35年間で26で

あった。しかし，90年代の10年間にその３

倍以上の91協定が締結され，2000年以降

2002年６月までの２年半で26協定が締結さ

れている（第１図）。

　自由貿易協定の内容は成立時期によって

異なっており，1989年までに締結された協

定は多国間（３か国以上）が中心であり，二

国間は，オーストラリア－パプアニューギ

ニア（77年），オーストラリア－ （83年），

米国－イスラエル（85年）の３件のみであ

る。この時期の協定としては （58年），
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第1図　自由貿易協定の発効年

資料　「2002年版ジェトロ貿易投資白書」
（注）　2002年6月30日現在発効中の自由貿易協定（WTO
　　に通報されたもので関税同盟を含む）で追加通報や重
　　複を除いたもの。
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（60年）が代表的なものであるが，そ

れ以外は， （中米，61年），

（カリブ海，73年）， （南米，73年），バ

ンコク協定（76年）など途上国間の協定が多

かった。また，この時期に締結された26の

協定のうち約４割にあたる10協定は，70年

代に締結された と欧州・中東諸国との

協定であった（第１表）。

　90年代に入ると，協定数が急増するとと

もに内容も変化した。まず特筆されるの

が， と東欧諸国との協定であり，90年以

降， は統合をにらみながら東欧諸国と

積極的に自由貿易協定を締結し，また

も同様に東欧諸国との自由貿易協定

を締結した。さらに，ソ連崩壊以降， 諸

国と東欧諸国はそれぞれ互いに二国間の自

由貿易協定を締結し，この時期に協定数は

飛躍的に増加した。90年以降締結された自

由貿易協定のうち８割が欧州・中東・

であるのはそのためである。

　米州では， （南米南部共同市

場，91年）， （北米自由貿易協定，94

年）が米州の地域統合化を進め，アジア地域

では92年に （ 自由貿易地域）

が締結された。このように，世界経済はグ

ローバル化の一方で地域主義的な動きが同

時に進行している。

　なお，近年の特徴としては，メキ

シコやシンガポールなど自由貿易

協定の締結に積極的な国がハブ的

な存在となってきていることが指

摘できる。

　（3）　日本の対応

　日本は，これまで （ ）

による多角的貿易体制を重視して

きており，自ら積極的に自由貿易協

定の当事者になることはなかっ

た。日本は90年代には，地域的な枠

組みに関しては （アジア太平

洋経済協力会議）による自由化を推

進してきたといえよう。しかし，世

界的な自由貿易協定増加の潮流の

なかで日本も重い腰をあげ，今年

（2002年）シンガポールとの間で日

本として初めて自由貿易協定（正式

農林金融2002・12
26　‐　820

1955

69年
〜

対欧州・
中東国（注2） ‐

対欧州・
中東国（注2） ‐

EU

EFTA（注3）

多国間

二国間

2

‐
欧州・中東

第1表　世界の自由貿易協定の種類 

資料　WTOホームページからジェトロが整理した資料をもとに作成
（注）1.　2002年6月30日現在発効中の自由貿易協定（WTOに通報された

もので関税同盟を含む）で追加通報や重複を除いたもの。
　　2.　地中海地域のアフリカ諸国を含む。
　　3.　欧州自由貿易連合。EECに対抗して当初7か国で結成され，その

後3か国が加盟したが，EC（EU）参加のため，英国，デンマーク，ポ
ルトガル，スウェーデン，オーストリア，フィンランドが脱退し現
在加盟国は，ノルウェー，スイス，アイスランド，リヒテンシュタイ
ンの4か国。

　　4.　「CIS」は「独立国家共同体」。ソ連崩壊以降ソ連を構成していた15
か国で結成。

70

79
〜

10

‐

‐

‐

80

89
〜

‐

‐

1

‐

90

94
〜

7

8

1

2

95

99
〜

8

6

‐

16

2000

　
〜

3

3

‐

4

計

28

17

4

22

多国間

二国間

‐

‐
東欧・ロシ
ア・CIS（注4）

多国間

二国間

1

‐
米州

‐

‐

1

‐

‐

‐

2

‐

4

3

2

‐

1

24

‐

2

‐

6

‐

1

5

33

6

3

多国間

二国間

‐

‐
アジア・太
平洋

1

1

1

1

2

1

1

‐

‐

2

5

5

多国間 ‐

多国間

二国間

1

‐

アフリカ

地域横断

4計

‐

2

‐

15

‐

1

1

7

1

‐

‐

31

1

‐

1

60

2

‐

5

26

4

4

7

143

発 効 年



       

名称は「日本・シンガポール新時代経済連携

協定（ ）」）が締結された。

　さらに，その後自由貿易協定の締結に向

けた動きが活発化しており，現在日本と自

由貿易協定が検討されている国（地域）とし

てメキシコ，韓国， ，チリ，タイ，

フィリピンがあり，ほかにも日本との協定

に関心を示している国が数か国ある
（注3）

。

　（注3）　外務省経済局は2002年10月に「日本のFTA
戦略」を発表したが，これは一つの省の一つの局
の文書であり，日本政府の方針ではない。この文
書の背後にはFTAを巡る経済産業省との主導権
争いがあり，両省の方針は多少異なっている。な
お，財務省が所管する関税・外国為替等審議会
も自由貿易協定に関する報告書を2001年12月に
発表している。

　

　

　

　近年の自由貿易協定拡大の背景を整理す

ると，以下の通りである。

　（1）　冷戦体制の終焉

　90年代における自由貿易協定増加の最大

の要因は，東欧革命，ソ連崩壊による冷戦

体制の終焉であるということができる。こ

れによってソ連を中心とする

（経済相互援助会議）が崩壊（1991年）すると

ともに，東欧諸国の への加盟（ 拡大）

が現実的になり， と東欧諸国， と

東欧諸国，東欧諸国間， 諸国間， 諸

国と東欧諸国というように，網の目のよう

に自由貿易協定が締結されることになっ

た。また，中国が改革・開放路線をとった

ため， は中国に対抗するという意

味もあって による域内の貿易自由

化を進め，またベトナム，ミャンマー，カ

ンボジアの市場経済化と 加盟が

の地域的結束をさらに強めた。

　そして，こうした欧州，アジアにおける

構造変動が， 締結や （米州自

由貿易協定）構想にも影響を与えたといえ

よう。

　（2）　国際貿易交渉の難航

　もう一つの大きな要因として，

（ ）交渉の難航がある。ウルグアイ・ラ

ウンドは1986年に開始されたが，当初目標

にしていた1990年になっても交渉は決着せ

ず，結局最終合意は1994年までずれ込ん

だ。これは，ウルグアイ・ラウンドが単に

関税率だけではなく知的所有権など幅広い

分野に及んだこと，これまで例外の多かっ

た農業に本格的に取り組んだためである。

　さらに，ウルグアイ・ラウンド後の交渉

をシアトルで立ち上げようとしたが，環境

保護団体， の反対に会い失敗した

（1999年）。シアトル会議に象徴されるよう

に， によって進められる「自由貿易」

に疑問を投げかける人・グループも多くあ

り，また， 加盟国に占める途上国の割

合が高くなったため，加盟国全体の一致で

妥結することが困難になってきている。現

在の新ラウンドも交渉の難航が予想され先

行き不透明であり，そのため交渉相手が少な

く比較的交渉期間が短くて済む自由貿易協

定への期待が高まったということができる。
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　（3）　連鎖的拡大

　近年の自由貿易協定の拡大は「ドミノ現

象」と称されるようなものになっており，

世界的な自由貿易協定締結の動きのなか

で，「仲間はずれになる不利益」を被ること

のないよう連鎖的に自由貿易協定が広がる

という構図になっている。

　そのことをメキシコの例で説明すると，

メキシコは 締結（1994年発効）後

次々と自由貿易協定を結び， とも2000

年に締結した。そうなると，メキシコと貿

易取引を行っている日本企業は，メキシコ

との貿易において米国や の企業が払わ

なくて済む関税を払わなくてはならず，競

争上不利になる。例えば，メキシコで現地

工場を有している企業が日本から部品を調

達しようとした場合，メキシコの関税分だ

け米国， から部品を輸入するよりコス

トが高くなる。こうした不利を是正するた

めに，日本企業はメキシコと日本との自由

貿易協定を早く締結して欲しいと要望して

いる。このようにして自由貿易協定が連鎖

的に拡大するようになっているのである。

　（4）　欧州・米州・アジアの三極構造

　自由貿易協定の増大にはこうした背景が

あるが，そのなかでも特に と の

インパクトが大きかった。東欧革命以降，

は東欧諸国を取り入れる方針を打ち出

して加盟交渉を進め，2004年には東欧諸国

（ポーランド，ハンガリー，チェコ，スロバキ

ア，スロベニア），バルト３国，地中海地域

（マルタ，キプロス）の計10か国が新たに

に加盟することになった。また， に

よって北米大陸の自由貿易協定が締結さ

れ，さらに2005年を目標に南北アメリカ大

陸を包含する米州自由貿易協定（ ）の

交渉が進められており，こうなると世界貿

易で大きな影響力を有する欧州と米州が地

域的に固まって二大ブロックが形成される

ことになる。

　アジア地域においても， 締結，中

国の 加盟など大きく構造変動が進ん

でおり，近年では，中国が との自由

貿易協定の交渉を開始し，日本やインドも

との自由貿易協定を検討するな

ど，世界経済は３つのブロックに分割され

つつあるといえよう。ただし，それが戦前

のような経済ブロック化に至らないのは，

少なくとも のような世界経済のあり

方を協議する場があるからであり，その点

でも の存在は重要であると考えられる。

　

　

　

　自由貿易協定，関税同盟については，こ

れまで経済学において様々な説明がなされ

てきたが，ここではその代表的なものを簡

単に紹介する。

　（1）　リストの関税同盟の理論

　19世紀初頭のドイツは多くの小主権国に

分かれており，それぞれの小国家が互いに

関税を設け，それが産業，交易の発達を妨

げていた。そのため，1834年にプロシアを

盟主として北ドイツ諸邦18か国の間でドイ
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ツ関税同盟が結成され，域内の貿易を自由化

するとともに対外的に共通関税を設定した。

　そのドイツ関税同盟の理論的裏づけを

行ったのがリストであり，リストはこの関

税同盟の形成にもかかわった。リストはス

ミスの自由貿易論を批判し，自由貿易主義

は経済の発展段階が等しい国の間では適用

できるが，イギリスの主張する自由貿易は

イギリスの覇権主義に過ぎないとし，経済

発展の初期段階における保護貿易を主張し

た。リストはその主著『経済学の国民的体

系』（1841年）において関税同盟に関する１

章を設けており，リストの主張は後に

（ ）となって結実したとも言われている。

　リストの学説は，その後，19世紀後半に

おけるドイツの保護主義の根拠にもなり，

また，後の途上国の輸入代替工業化政策，

幼稚産業保護論にもつながった。したがっ

て，リストの理論・主張を振り返ること

は，今日の途上国の貿易政策や高関税率，

あるいは自由貿易協定を考える上でも重要

であろう。

　（2）　ケインズの「自由貿易同盟」論

　リスト以降，今日の まで発展する関

税同盟に大きな影響を与えたのはケインズ

である。ケインズは，第一次大戦の戦後処

理を取り決めたパリ条約において戦勝国が

敗戦国ドイツに多額の賠償請求をしたこと

に憤慨し，1918年に『平和の経済的帰結』

を出版した。ケインズは，この本の最終章

（第７章「救済策」）のなかで，欧州の平和と

秩序をもたらすものとして「自由貿易同

盟」を提唱している
（注4）
。

　ケインズは，この自由貿易関税同盟は中

央・東・東南ヨーロッパの全域，シベリ

ア，トルコ，イギリス，エジプト，インド

から構成されるとしており，その後，ベル

ギー，オランダ，スカンジナビア諸国，ス

イス，イタリア，フランスの加盟が期待さ

れると書いている。インド，エジプト，シ

ベリアはやや遠大な構想であるが，今日の

を予言していたような構想であったこ

とは注目される。また，ケインズのこの時

の主張は，戦後の世界経済体制の形成過程

におけるケインズの構想にも引き継がれて

いると言えよう。

　（注4）　ケインズの自由貿易同盟論についての主張
を『平和の経済的帰結』より引用すると以下の通
り（早坂忠訳）。

　　　「国際連盟の賛助のもとに自由貿易同盟を設立
し，同盟加盟諸国は他の加盟国の生産物に対して
は何らの保護関税も課さない義務を負うものと
する。……自由貿易同盟によって，もしそれがな
ければ貪欲で，猜疑深く，未成熟で，経済的に不
完全な，民族主義的な諸国家のあいだに今や作り
出された無数の新しい政治的国家が生み出され
るに違いない，組織と経済的効率との損失の一部
分が埋め合わされるかもしれない。……一国の繁
栄と幸福は他国のそれをも推進するのだし，ま
た，人間の連帯性は虚構ではないのだし，また諸
国民は今なお他の諸国民を同胞として取り扱い
うるのだ。」

　

　（3）　経済統合の静態理論

　自由貿易理論はスミスに始まり，リカー

ド，ミル，オリーンと理論化が進んで，今

日の国際貿易理論が形成された。それによ

れば，自由貿易は国民の経済厚生を上昇さ

せ，保護主義は一般的には望ましくないと

されており， の自由貿易主義はこの
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貿易理論に根拠を持っている。

　 成立以降，特に の結成時に，

この自由貿易理論との関係で自由貿易協定

（関税同盟）をどう考えたらよいかについて

盛んに研究が行われた。この問題に対して

最初に理論的解明を行ったのはヴァイナー

で あ る（1950 年「    

」）。ヴァイナーは，関税同盟の効果を

「貿易創出効果」と「貿易転換効果」に二つ

に分けて分析を行った。貿易創出効果と

は，域内の関税を撤廃することにより域内

の貿易が創出されるということであり，貿

易転換効果とは，域内の関税撤廃により域

内の国のほうが域外の国より相対的に有利

になるため，域外の国から域内の国に貿易

が転換（移転）されるというものである。

ヴァイナーはこの二つの効果を検討し，関

税同盟は必ずしも経済厚生を高めるとは限

らないことを示した。

　その後，ヴァイナーの理論を受けて，自

由貿易協定，関税同盟の経済効果について

様々なケースで検討され，自由貿易協定，

関税同盟が経済厚生を高めるのは一定の条

件を満たした時のみであることが示されて

いる。

　（4）　経済統合の動態理論

　経済統合について最も体系的に理論的検

討を行ったのはバラッサであり，バラッサ

はヴァイナーの理論は静態理論に過ぎない

として，経済統合の動態理論を提示した

（1961年『経済統合の理論』）。

　それによると，経済統合によって規模の

経済，競争促進効果が生まれて効率的生産

が可能になり，経済統合は経済集積，技術

の蓄積等にもプラスに作用するとしてい

る。バラッサは立地論等の経済地理学的分

析や危険・不確実性についての検討も行っ

ており，さらに，経済統合がもたらす社会

政策，財政問題，国際収支，為替問題等に

ついても分析を行うなど，『経済統合の理

論』は当時の経済学の成果を駆使した包括

的なものであった。

　近年の自由貿易協定に関する評価も，単

に静態的効果を分析するのではなく，こう

した動態的効果を評価するものが多くなっ

ている。

　（5）　地域主義に対する批判

　しかし，近年の地域主義の隆盛に対して

は国際経済学者のなかから批判的な見解も

表明されている。その代表的なものはバグ

ワティによるものであり，地域主義は

（ ）の原則に反するとして，近年の地域

主義的傾向を批判し，世界貿易秩序の再構

築を主張している（1991年『危機に立つ世界

貿易体制』，2002年『   』）。

　また，クルーグマンは，モデルによって

様々な貿易ブロックの数で検討した結果，

３つのブロックになった場合に世界経済は

最悪になるという結果を示し（1991年），大

きな論議を呼んだ。現実に，世界経済は，

①拡大 による欧州地域，②米州自由貿

易協定（ ）による南北アメリカ大陸，

③日本，中国を主軸とするアジア経済圏の

３つのブロックになりつつあり，クルーグ
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マンのモデルが正しければ，世界経済は好

ましくない方向に進んでいることになる。

　また， の交渉時に現れたよう

に，環境保護団体，市民団体等から自由貿

易主義そのものに対する批判も根強くあ

り，「自由貿易」を金科玉条のごとく考える

のは市場原理主義信奉と本質的には変わら

ないといえよう。

　現在の地域主義の動向は，当初の

が想定していなかったほどの規模で急速に

進んでおり，現在は日本もこの潮流に乗り

遅れまいとしているようであるが，こうし

た批判にも耳を傾け，冷静に検討，判断を

行う必要があろう。自由貿易協定がこのま

まどこまでも進むと国によって適用関税率

が異なり原産地規則の確認も大変になるな

ど事務的に煩雑になり，現在のような自由

貿易協定の流行はいずれ反省が迫られる時

期が来ると考えられる。

　

　

　

　

　（1）　最恵国待遇と自由貿易協定の矛盾

　 （ ）にはいくつかの原則があ

るが，そのうち最も重要なのは，関税等に

ついて特定の国を有利（不利）に遇してはな

らないという「最恵国待遇（   

 ： ）」（第１条）である。

　自由貿易協定によって特定の国との間だ

け関税を撤廃することはこの最恵国待遇の

原則に反することになり，そのため

は自由貿易協定（関税同盟）の締結に関して

一定の条件を課している。それが 第

24条「適用地域――国境貿易――関税同盟及

び自由貿易地域」である
（注5）
。

　第24条には多くの内容が含まれている

が，自由貿易協定との整合性で重要なのは

次の３つである。

　①協定締結以前より関税等の貿易障壁を

制限的にしてはならない。（第24条５（ ））

　②実質的なすべての貿易について関税そ

の他の制限的通商規則を廃止する。（第24条

８（ ））

　③中間協定は妥当な期間内に協定を設定

するための計画・日程を含むものでなくて

はならない。（第24条５（ ））

　しかし，この規定が設けられた 成

立当時は小規模な関税同盟があるだけであ

り，今日のように世界的規模で自由貿易協

定のネットワークが形成されることは想定

しておらず，現在も様々な矛盾を抱えてい

ることは否めない。

　（注5）　GATS（サービス貿易に関する一般協定）の
第５条にも自由貿易協定に関する規定があり，①
相当な範囲の分野を対象とする，②実質的にすべ
ての差別的措置を合理的な期間内に撤廃する，③
諸外国に対する貿易障害の一般的水準の引上げ
禁止，を規定している。

　

　（2）　GATT第24条の解釈問題

　この 第24条については，その解釈

をめぐって見解の相違がある。そのため，

これまで自由貿易協定に関する

（ ）作業部会の審査で合意したのはわ

ずかであり，審査結果は「両論併記」になっ

ているものがほとんどである。パネルで争

われたものもあるが，いずれも裁決が行わ
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れていない状況である。

　日本政府は，こうした状況を受けて，ウ

ルグアイ・ラウンドの時に第24条の解釈の

明確化を提案し，その結果，1994年に「第

24条の解釈に関する了解」が採択された。

この了解の本文には15項目が盛り込まれて

おり，中間協定の妥当な期間として「例外

的な場合を除くほか10年を超えるべきでな

い」と書かれているが，「実質的なすべての

貿易」の解釈については決着がつかず，こ

の「了解」のなかには含まれていない（津久

井茂充『 とガット＜コメンタール・ガッ

ト1994＞』（1997））。

　ほとんどの解説書では，「実質的なすべ

て」とは「特定のセクターを一括除外せず，

かつ貿易額の90％以上の関税を撤廃する」

というのが一般的な解釈になっている，と

書かれている。しかし，これは「そういう

見解もある」というだけで，国際的に了解

されていることではない。それは，既に締

結されている自由貿易協定にはこの規定に

反している協定があり，この規定があいま

いになっているために協定が可能になって

いるという現実があるためである。各国が

様々なセンシティブな品目を抱えており，

この規定をあまり明確にしすぎると世界の

現存する協定自体が維持できなくなるため

合意できない状況になっている。

　なお，日本政府はシアトル会議でも，次期

交渉の日本提案として地域統合に関

する規定（ 第24条， 第５条）の

明確化，審査手続きの強化を提案した（ただ

し，ドーハ会議の提案には含まれていない）。

　（3）　途上国の「授権条項」

　自由貿易協定を理解する上でもう一つ重

要なのは，途上国の「授権条項」である。

第二次大戦後，次々と独立を果たした途上

国は，1955年のアジア・アフリカ会議（バン

ドン会議）を経て，1960年代には経済発展を

目指して共同行動をとるようになった。特

に， （国連貿易開発会議）の第１

回総会（1964年）で発表されたプレビッシュ

報告は，それまでの を中心とする世界

貿易体制を批判し，大きな影響を与えた。

こうした動きを受けて1965年には

のなかに第４部「貿易及び開発」という新

しい章が加えられ（発効は66年），最恵国待

遇の例外として途上国に一般特恵関税

（ ）が認められることになった
（注6）
。

　さらに，1970年代には，途上国は「新国

際経済秩序（ ）」を提唱し，先進国に対

して途上国への特別の配慮を求めた。その

結果，東京ラウンドにおいて「異なる一層

有利な待遇並びに相互主義及び開発途上国

のより十分な参加」という決定がなされた

（1979年）。そしてこのなかで，「開発途上締

約国の間の地域的又は世界的な取極」に関

して最恵国待遇とは異なる条件を途上国に

与えることになった。これが自由貿易協定

に関する「授権条項（  ）」と

呼ばれているものである。

　この決定により，途上国間の自由貿易協

定，関税同盟は 第24条の規定にすべ

て従わなくてもよいこととなり， ，

などでは，この条項に従って

関税を撤廃していない品目も多く，経過期
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間も長くとるなどの柔軟な取り決めを行っ

ている
（注7）
。

　（注6）　特恵関税とは特定の国に対して関税上特別
に有利な待遇を与えるものであり，GATT
（WTO）の最恵国待遇原則に反するものである。
特恵関税は重商主義のもとでの植民地政策とし
て欧州諸国で採用され，イギリスは1932年のオタ
ワ会議で英連邦特恵関税制度を確立したが，英連
邦特恵関税制度についてはGATTの成立過程に
おいて米国と英国との間で大きな論争になっ
た。結局，戦後も英連邦特恵関税制度は生き残
り，英国がECに加盟した時（1973年）に廃止され
たが，75年に締結されたロメ協定に部分的に引き
継がれた。ECはロメ協定をGATT第24条に基づ
く自由貿易地域であると主張したが，他の国はそ
れを承認していない。

　　　なお，数次にわたるGATT交渉の結果，各国
（特に先進国）の関税率は大幅に低下したため，今
日では特恵関税の効果は薄れているといえよう。

　（注7）　津久井茂充氏は，「1960年以降は開発途上国
同士あるいは先進国と開発途上国との間の地域
同盟については第24条の条件を満たしていなく
ともガット第四部あるいは東京ラウンド交渉の
結果策定されたいわゆる「授権条項」によって，
その存在をガット上正当化できるとの議論が関
係国によって行われている」と書いている（「コメ
ンタール・ガット（34）」『関税と貿易』1993年4月
号）。

　　　確かに，GATT第四部には，「先進締約国は，貿
易交渉において行った関税その他低開発締約国
の貿易に対する障害の軽減又は廃止に関する約
束について相互主義を期待しない。」（第36条8）と
書かれているが，「授権条項」では，先進国が開発
途上国に与える特恵関税待遇や，開発途上国間の
地域的取極に関する特別待遇については書かれ
ているものの，先進国と途上国の間の協定につい
ては明記していない。この問題は，今後，FTAA，
日本とASEAN，米国とASEANの自由貿易協定の
交渉過程において大きな問題になるであろう。

　

　

　

　

　 第24条の規定があるため，自由貿

易協定を締結するにあたって農林水産物

（あるいは農産物）をすべて除外するわけに

はいかないと言われている。しかし，農業

はどの国も難しい問題を抱えており，農業

は単純な自由貿易主義，市場原理主義だけ

では解決できない産業であるため，これま

での自由貿易協定では農業について特別の

配慮が行われてきた。以下で，これまでの

自由貿易協定で農業についてどのような扱

いをしてきたかを具体的にみてみたい。

　（1）　NAFTA

　 （92年合意，94年発効）は89年に

発効した米国・カナダ自由貿易協定をメキ

シコまで拡大したものであるという見方が

できる。自由貿易協定は経済の発展状況が

近い国の間で締結されるのが一般的であ

り， は米国，カナダという先進国と

メキシコという途上国の間で締結されたは

じめての本格的な自由貿易協定であった。

　 では，関税撤廃については2008

年まで４段階に分けて進めている。米国と

カナダについては，既に米国・カナダ自由

貿易協定によって関税撤廃が進みつつあ

り，また，両国とも既に関税率が低水準に

なっていたため，発効時に関税を撤廃する

割合が高いが，メキシコについては10年目

に撤廃するものが約４割を占めている。ま

た，一部の品目については15年という長期

間を設定している。

　 においても農産物の扱いは問題

になり，農産物には特別の配慮を行ってい

る（第２表）。米国－メキシコ間では，砂

糖，オレンジについて特例条項があり，ま
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たメキシコは多くの農産物について関税割

当を導入した。さらに，米国，メキシコと

も自動発動できる特別セーフガードを設け

た。米国－カナダ間では両国とも乳製品，

砂糖，ピーナツなどの農産物を例外品目と

しており，カナダ－メキシコ間ではカナダ

側78品目，メキシコ側87品目を例外にし，

メキシコはカナダに対しても一部の品目に

関税割当を設定した。

　しかも，米国もカナダも農産物価格支持

政策，収入保険制度など農業経営を安定さ

せるための国内農業対策を行っており，ま

た，メキシコも小規模であるが農業所得補

償制度を設けている。

　（2）　EU

　 の域内は，共通農業政策により農産

物は既に共通価格，統一関税になってい

る。しかし，そこに至るまでには長い経過

期間があり， はグリーンレートを設け

て為替変動等に対して各国間の調整を行っ

てきた。また， は直接所得補償，条件不

利地域対策を行っており，対外的には高関

税を維持している。

　 が近年締結した自由貿易協定におい

ても農産物に対しては特別の配慮を行って

おり，メキシコと との自由貿易協定で

は，農産物の関税撤廃率は 側が80.7％，

メキシコ側が42.6％（10年後の金額ベース）

である。また，東欧諸国等との自由貿易協

定においても，農産物の多くを関税撤廃の

例外としており，撤廃率が25％程度の国も

ある（第３表）。

　このように， は自由貿易協定の締結

において農業に対しては工業品とは異なる

扱いをしており， の農業を守り農業経

営を安定させる政策をとっている。
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第2表　NAFTAにおける農産物の扱い

即時，５年後，10
年後，15年後の
各段階に分けて
関税撤廃

米国－
メキシコ間

例外・特例措置

・砂糖，冷凍濃縮オレンジジュースの特
例条項あり

・メキシコが関税割当導入［小麦，馬鈴薯，
トウモロコシ，鶏肉等］

その他措置

・特別セーフガード
　［米国：タマネギ，トマト，ナス，スイカ等］
　［メキシコ：豚肉，リンゴ，ジャガイモ製品］
・農産物価格支持政策（米国）

即時（89年），5年
後，10年後の3段
階に分けて撤廃

米国－
カナダ間

・例外品目
　［米国：乳製品，ピーナッツ，砂糖，綿等58
品目］

　［カナダ：乳製品，家禽肉，卵等35品目］

・農産物価格支持政策（米国），収入保険（カ
ナダ）

即時，5年後，10
年後，15年後の
各段階に分けて
関税撤廃

カナダ－
メキシコ間

・例外品目
　［乳製品，家禽肉，卵製品，砂糖等，カナダ78
品目，メキシコ87品目］
・メキシコが関税割当導入［家鴨，馬鈴薯，
トウモロコシ，鶏肉等］

・特別セーフガード
　［カナダ：タマネギ，トマト，キュウリ，イチゴ等］
　［メキシコ：豚肉，ジャガイモ，リンゴ等］
・農業所得補償制度（メキシコ），
　収入保険（カナダ）

資料　ジェトロ「地域貿易協定における自由化例外問題」（2000.6）等より作成

第3表　EUが締結した自由貿易協定の
　　　　　関税撤廃率

チェコ
ハンガリー
ポーランド
イスラエル
ヨルダン
シリア
アルジェリア
モロッコ
チュニジア
南アフリカ

農産品

32
35
27
33
26
24
57
68
59
27

工業品

100
100
100
100
100
100
100
100
100
61

資料　農林水産省調べ
（注）1.　全品目に占める無税品目の割合。
　　2.　対EU輸出に対するEUの関税撤廃率。



       

　（3）　AFTA

　 （東南アジア諸国連合）は1967年

にインドネシア，マレーシア，フィリピン，

シンガポール，タイの５か国で結成され，

その後，84年にブルネイ，95年にベトナム，

97年にラオス，ミャンマー，99年にカンボ

ジアが加盟し，現在加盟国は10か国になっ

ている。当初 は東南アジア共通の

政治・経済的課題を協議する場に過ぎな

かったが，87年に「特恵貿易取極め（ ）」

により域内貿易について特恵関税制度を導

入し，92年に （ 自由貿易地

域）を締結した。

　 では，すべての工業品について93

年より15年かけて域内関税率（共通実効特

恵関税： ）を段階的に引き下げ，2008

年までに５％以下とすることを決定した。

その際，すべての品目を「 対象品目」

「一般的除外品目」「一時的除外品目」「セン

シティブ品目」「高度センシティブ品目」の

５つに区分し，それぞれ異なる扱いを行っ

ている（第４表）。「一般的除外品目」とは，

防衛や国民の健康保護に関する品目等で関

税削減の対象としないものであり，「一時的

除外品目」は引下げの準備が整っていない

ため一時的に除外するもので，マレーシア

の自動車関連品目，フィリピンの砂糖関連

品目等がある。「センシティブ品目」は農産

物が多く（第５表），引下げについて弾力的

対応を行っており，「高度センシティブ品

目」はコメ関連品目が対象になっている。

　 には，シンガポール，マレーシ

ア，タイのように既にある程度経済発展を

遂げている国がある一方で，90年代後半に

新規に加盟したミャンマー，ラオス，カン

ボジアのような農業中心の国もある。従っ

て， もその多様性に留意した内容に

なっており，自由化の進め方も品目，国に

より異なる対応を行い，自由化になじまな

い農産物は「センシティブ品目」に指定し
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適用品目

第4表　CEPTの対象品目数および除外品目数（2001年１月現在）
（単位　品目数，％）

5,859
9,104
5,610
10,021
7,190
6,276

シンガポール
タイ
フィリピン
マレーシア
インドネシア
ブルネイ

一時的除外
品目

-
-
6
218
21
-

センシティ
ブ品目

-
7
58
65
-
14

高度センシ
ティブ品目

-
-
4
8
4
-

一般的除外
品目

-
-
16
53
68
202

合計

5,859
9,111
5,694
10,365
7,283
6,492

44,060
（98.3）

ASEAN６計
　　（割合）

245
（0.5）

144
（0.3）

16
（0.0）

339
（0.8）

44,804
（100.0）

4,233
1,665
2,983
3,115

ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

758
1,724
2,420
3,523

51
88
21
50

-
-
-
-

196
74
48
134

5,238
3,551
5,472
6,822

11,996
（56.9）

新規加盟国計
　　（割合）

8,425
（40.0）

210
（1.0）

-
（0.0）

452
（2.1）

21,083
（100.0）

56,056
（85.1）

ASEAN計
　　（割合）

8,670
（13.2）

354
（0.5）

16
（0.0）

791
（1.2）

65,887
（100.0）

資料　インドネシア工業商業省資料よりジェトロ作成



       

ている。

　なお，その後， は94年に 対象

品目の関税引下げ最終期限を５年間短縮し

て2003年にすることを決め，さらに98年に

は，原加盟６か国については１年前倒しに

して2002年まで，新加盟国であるベトナム

は2003年まで，ラオス，ミャンマーは2005

年までを最終期限とすることにした。さら

に，一時的除外品目を減らし，未加工農産

物を の対象とするなど自由化の範囲

を拡大しており，99年には，原加盟６か国

については2015年，新加盟４か国について

は2018年までに域内特恵関税を撤廃する

（０％にする）ことを決めた。

　ただし，マレーシアが自動車部品の関税

引下げを延期し，一部の国について関税引

下げの遅れ・中止を認めるなど， は

計画通りには進んでいない部分もある。ま

た，域内の自由化を進めてもそれほど域内

の貿易が活発になっていないという問題も

ある。近年では，中国，日本，米国，イン

ドとの自由貿易協定の検討が進みつつあ

り，対外関税の引下げも迫られてきている。

　なお， は途上国間の自由貿易協定

であるため授権条項を使っており，経過期

間，関税率の引下げについて弾力的な運用

を行っている。

　（4）　日本・シンガポール新時代経済

　　　　連携協定（JSEPA）

　シンガポールは貿易国家であるため既に

多くの品目の関税率は０％になっており，

また日本の関税率も低率であるため，日本

とシンガポールとの自由貿易協定は比較的

スムースに締結できた。

　シンガポールと日本との間の農林水産物

貿易は少なく，農林水産物の割合は2001年

で輸入の5.0％，輸出の0.6％を占めるだけ

である（主な輸入品はマグロ，乳製品，チョコ

レート）。そのため，自由貿易協定を締結す

るにあたって農業に関する問題は比較的少

なかったが，今後の自由貿易協定の前例に

なる可能性があったため，それでも問題に

なった。結局， 協定税率が０％である

もの（428品目）， 協定税率が０％では

ないが実行税率（暫定税率）が０％であるも

の（58品目）を，シンガポールとの自由貿易

協定における協定税率（０％）にすることで

決着した
（注8）
。これは，農産物については従来

通りの関税率を維持したということにほか

ならない。また，工業品についても，石油

製品，皮革など294品目を例外扱いにしてい

る。

　なお，自由貿易協定では，協定を締結し

ている国を経由することで関税負担を免れ

る行為を防ぐため原産地規則を設けること

になっているが，シンガポールとの自由貿

易協定では「関税分類変更基準」が採用さ

れている。
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センシティブ品目

第5表　主なセンシティブ品目（2001年１月現在）

切花，ばれいしょ，コーヒー，コプラタイ

資料　ジェトロ資料より作成

豚肉，家禽肉，キャッサバ，とうもろこしフィリピン

豚肉，家禽肉，乳製品，キャベツ，バナナ，
パイナップル，コーヒーマレーシア

家禽肉，柑橘類，肉調整品，もみ，粗糖ベトナム



       

　（注8）　関税率には，基本税率，協定税率，暫定税
率，特恵税率等の種類があり，WTOの協定税率は
0％ではないが関税暫定措置法に基づく暫定税率
が0％の品目がある。

　

　

　

　

　このように，これまでのほとんどの自由

貿易協定では農産物を例外にしたり特別の

経過措置を設けているが，それは，農業に

は土地の制約，転換の困難性等，工業とは

異なる特質があり，工業と同一の扱いがで

きないからである。特に，日本は既に世界

最大の農林水産物輸入国であり，さらなる

輸入自由化は国内農林水産業の一層の衰退

を招くことになり，食料安全保障，農林業

の多面的機能維持のため慎重な対応が求め

られる。今後日本が自由貿易協定を締結す

るにしても，農産物はセンシティブ品目と

して例外扱いにするか特別な経過措置を設

けるべきであろう。

　以下では，現在自由貿易協定の検討が行

われている韓国， ，メキシコについ

て，農林水産物を中心に自由貿易協定の可

能性を検討してみたい。

　（1）　韓国

　韓国と日本との貿易に占める農林水産物

の割合は，輸入9.3％（農産物だけでは3.6

％），輸出1.2％（同0.7％）であり，輸入と

輸出の合計では4.5％（同1.9％）である（第

６表）。したがって，農林水産物のすべてを

除外しても90％はクリアできる。

　主な輸入品目（農林水産物）は，マグロ，

カキ，ピーマン，栗，ヒジキ，タラ，キム

チであり，水産物のほうが多く，農産物輸

入はそれほど多くはない。

　韓国は今年（2002年）10月に，韓国として

は初めての自由貿易協定をチリとの間で合

意した。農産物については米，リンゴ，梨

は除外したものの，80品目について関税撤

廃ないし関税割当に移行することとなり，

農業団体の反発を呼んでいる
（注9）
。韓国も国内

に日本と同様の農業問題を抱えており，中

国からの輸入農産物問題や によるミ

ニマムアクセス問題に悩んでいる。した

がって，日本と韓国との自由貿易協定のな

かで農産物を協定の例外扱いすることは比

較的容易であると考えられる。

　しかし，韓国は慢性的な対日貿易赤字の

是正を目的に，1978年から「貿易先多角化

政策」を実施し日本製品の輸入を制限して

きた。対日輸入制限は99年に解除されたも

のの，現在でも韓国の関税率は日本より高

く（日本のほうが関税率が高いのは農産物，皮

革製品のみ），日韓自由貿易協定の交渉にお

いては韓国側の関税撤廃のほうが難航する

可能性がある（第７表）。「21世紀韓日経済関

係研究会報告書」（2000年）では，自由貿易

協定によって関税を撤廃した場合，日本か

ら韓国への輸出が増える可能性が高く，日

韓自由貿易協定の韓国側のメリットとして

は静態的効果（貿易増大による効果）よりは

動態的効果（競争による効率化，人的交流，

企業提携）が大きいとしている。

　隣国として日韓の経済関係を緊密にして
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７．韓国・ASEAN・メキシコ

　　との自由貿易協定　　　　
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第6表　対日貿易に占める農林水産物の割合（2001年）
（単位　億円，％）

米国
メキシコ
チリ
豪州
韓国
中国

輸

入

農産物

15,822
490
357

3,551
759

5,384

林産物

1,742
2
416
625
35

1,158

資料　財務省「貿易統計」より作成

水産物

1,713
31
770
505
1,143
2,811

農林水産物

19,277
522
1,543
4,681
1,937
9,353

輸入（輸出）
計

76,715
2,437
2,953
17,559
20,884
70,267

農産物割合

20.6
20.1
12.1
20.2
3.6
7.7

農林水産物
割合　　　

25.1
21.4
52.2
26.7
9.3
13.3

シンガポール
タイ
フィリピン
マレーシア
インドネシア
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

250
1,587
608
277
209
0

100
0
14
0.3

4
140
144

1,306
1,526
0
70
6
5
2

74
1,301
193
105
1,108
0
577
0
51
4

329
3,028
945
1,689
2,843
0
747
7
70
6

6,537
12,605
7,789
15,613
18,056
2,061
3,167

8
124
80

3.8
12.6
7.8
1.8
1.2
0
3.1
0.3
11.0
0.4

5.0
24.0
12.1
10.8
15.7
0

23.6
77.1
56.5
7.6

ASEAN計 3,044 3,205 3,413 9,663 66,041 4.6 14.6

米国
メキシコ
チリ
豪州
韓国
中国輸

入

＋

輸

出

16,191
491
358

3,604
975

5,584

1,755
2
416
625
46

1,170

1,857
31
770
516
1,294
2,918

19,803
524
1,543
4,744
2,316
9,672

223,825
7,407
3,522
26,890
51,602
107,904

7.2
6.6
10.2
13.4
1.9
5.2

8.8
7.1
43.8
17.6
4.5
9.0

シンガポール
タイ
フィリピン
マレーシア
インドネシア
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

346
1,651
634
298
228
0

121
0
14
0

6
142
149

1,308
1,531
0
74
6
5
2

92
1,363
195
109
1,112
0
579
0
51
4

444
3,156
978
1,716
2,871
0
773
7
71
6

24,397
27,030
17,742
28,985
25,833
2,129
5,331
23
351
141

1.4
6.1
3.6
1.0
0.9
0.0
2.3
0.7
4.1
0.3

1.8
11.7
5.5
5.9
11.1
0.0
14.5
29.2
20.2
4.4

ASEAN計 3,294 3,223 3,504 10,021 131,901 2.5 7.6

第7表　日韓の関税率構造比較
（単位　％，ポイント）

韓国
（a）

農産物
畜産物
林産物
水産物
鉱業品

6.80
5.15
1.56
10.12
3.27

日本
（b）

7.82
0.16
0.01
6.57
0.01

差異
（a－b）

△1.02
4.99
1.55
3.55
3.26

食料品
飲料・タバコ
繊維
衣服
皮革製品

14.76
38.43
7.92
8.00
5.54

13.89
15.05
2.94
5.77
8.36

0.87
23.38
4.98
2.23
△2.82

木製品
紙製品
石油・石炭製品
化学製品
非金属鉱物製品

7.70
6.41
4.76
7.81
7.29

0.01
0.46
0.12
1.77
1.42

7.69
5.95
4.64
6.04
5.87

鉄鋼
非鉄金属
金属製品
自動車
輸送機械

7.52
6.74
7.99
8.42
7.78

1.59
0.00
0.13
1.20
1.20

5.93
6.74
7.86
7.22
6.58

電気・電子
機械
その他製造業

8.00
8.03
7.86

0.80
0.00
0.34

7.20
8.03
7.52

出典　韓国対外経済政策研究院「21世紀韓日経済関
係研究会報告書」

資料　GTAP1995

韓国
（a）

日本
（b）

差異
（a－b）



       

共通の経済圏を形成することは，ケインズ

の主張を引用するまでもなく望ましいこと

であるが，日韓関係には歴史問題，北朝鮮

問題があり，現実には自由貿易協定の締結

に至るまでには時間がかかるであろう。ま

た，日本，韓国ともお互い先進国扱いされ

ており，授権条項を使うことができないこ

ともネックとなろう。

　（注9）　韓国とチリとの自由貿易協定で合意された
内容（農産物に関するもの）は，①桃，豚肉，キ
ウイフルーツ等は協定発効後10年で関税撤廃，②
牛肉，鶏肉，ミカン等は関税割当を設定し，関税
撤廃問題はWTO交渉後に協議，③ブドウは季節
関税制を導入し10年間で関税率引下げ，④トウガ
ラシ・タマネギ等の野菜類，大豆・トウモロコシ
等の穀物はWTO交渉後に協議，というものである
（日本農業新聞2002年10月17日，2002年10月23日）

　

　（2）　ASEAN

　 と日本との貿易全体に占める農

産物の割合は，輸入は4.6％（農林水産物で

は14.6％），輸出は0.4％（同0.5％）で，輸出

入合わせて2.5％（同7.6％）である（前掲第

６表）。 諸国からの農林水産物輸入

は，通貨危機以降の経済混乱や中国の台頭

により，近年やや減少傾向にあり，

の工業化の進展により，既に農林水産物貿

易の割合は非常に小さくなっている。

　しかも，その品目をみると，エビ，木材，

製材品，鶏肉，マグロ，コーヒー，パーム

油などであり，既に関税率が非常に低かっ

たり（エビ，木材，コーヒー），日本農業とは

直接競合しない品目が多く，また特恵関税

の対象になっている品目もある。したがっ

て，コメなどのセンシティブな品目を除外

するなどの対応をとれば，必ずしも農林水

産業が協定締結の障害になるとはいえない

だろう。

　逆に， 諸国のなかには高い関税

率を設定している国が多くあり，2001年の

平均関税率は日本が3.8％であるのに対し

て，タイ17.3％，マレーシア9.9％，フィリ

ピン8.0％，インドネシア7.3％で，日本の

２倍以上である（第８表）。また，タイはケ

アンズグループの一員として 交渉で

は農産物貿易自由化を強く主張している

が，タイの農林水産物に対する関税率は

29％であり， ４か国のなかでも際

立って高い関税率を維持している。いずれ

の国も高関税率品目があり，自由貿易協定

では「実質的なすべての貿易」について関

税を撤廃するのが原則であるため，

側の関税撤廃のほうが日本の農産物関税よ

りは障害になる可能性がある。ただし，ア

ジア諸国の関税率は近年急速に低下してき

ており，歳入全体に占める関税収入の割合

も低下しているため，時間をかければ
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第8表　ASEAN４・日本の関税率
　　（2001年，単純平均）

（単位　％）

タイ

農林水産
加工食品

29
30

フィリ
ピン　

14
20

マレー
シア　

2
10

インド
ネシア

5
21

日本

7
16

化学製品
軽工業品
繊維衣料

11
18
21

4
7
12

6
13
17

6
7
10

0
4
6

金属製品
一般金属

15
9

6
4

10
6

8
2

0
0

電気機械
輸送機械

14
39

6
9

11
55

6
18

0
0

その他 11 5 7 5 0

全品平均 17.3 8.0 9.9 7.3 3.8

出典　日本貿易振興会「ジェトロセンサー（2002.12）」
資料　ASEAN事務局ホームページ（2001年），日本は

Zeirom2001



       

側の問題点は次第に小さくなるで

あろう（第９表）。

　中国と の自由貿易協定について

は，ともに途上国の扱いであるため授権条

項を使って弾力的な対応が可能であるが，
（注10）

日本や米国との間ではそれが不可能である

（前掲注7参照）。日本は と10年後の

自由貿易協定締結を提案しているが，これ

は の進行状況，中国と との

協定の内容をにらみながらの交渉となるで

あろう。また，個々の 加盟国との自

由貿易協定も同様の問題を有しており，日

本の農業だけが自由貿易協定の障害ではな

いことは明白であろう。

　（注10）　ただし，「中国はASEANとの協定では授権
条項を使わない方針である」との報道もある。

　（3）　メキシコ

　メキシコと日本との貿易に占める農産物

の割合は，輸入20.1％，輸出0.0％で，輸入

と輸出を合わせて6.6％（農林水産物では7.1

％）である（前掲第６表）。したがって，メキ

シコについても，韓国と同様に農産物のす

べてを除外しても90％はクリアする。

　メキシコの対日農産物輸出の主なものは

豚肉，アボガド，コーヒー，アスパラガス，

カボチャであり，対日農産物輸出の約５割

を豚肉が占めている。メキシコの対日豚肉

輸出が多いのは，台湾で口蹄疫が発生して

メキシコにシフトしたためであり，かつて

はそれほど多くなかった。豚肉については

ウルグアイ・ラウンド合意後も実質的に差

額関税制度が残っており，メキシコの豚肉

の関税を撤廃するとその分他の国からの輸

入（デンマーク，中国，米国）が減り，国内

の豚肉市場にも影響を与えることになる。

また，メキシコ産の豚肉だけ関税を撤廃す

ると制度自体を揺るがすことになりかね

ず，豚肉については例外扱いにするか特別

の対応が求められよう。なお，アボガド，

アスパラガス，カボチャの関税率は3.0％

で，コーヒーは０％である。

　一方，メキシコの関税率は比較的高いが

（単純平均10.1％，加重平均14.7％［99年］），

既に米国， との間では関税撤廃が行わ

れており（あるいは進行中），メキシコが日本

に対して米国， 並みに関税を撤廃する

ことは可能であろう。

　既に説明したように，メキシコでは日本

企業が差別的な扱いを受けており，産業界

の自由貿易協定締結への要望は強い。「農業

がネック」との報道も一部にあるが，既に

協定税率や暫定税率が0％になって
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第9表　アジア主要国の平均関税率の推移
（単位　％）

中国

単純平均

41.3 → 16.8
（1992年） （1998）

インド 79.1 → 32.2
（1990） （1999）

韓国 18.8 → 8.7
（1988） （1999）

インドネシア 21.9 → 10.9
（1989） （1999）

マレーシア 20.6 → 7.1
（1988） （1997）

フィリピン 28.0 → 10.0
（1988） （1999）

タイ 38.5 → 21.6
（1989） （1995）

日本 5.9 → 4.8
（1988） （1999）

加重平均

32.6 → 15.7
（1992） （1998）

40.8 → 29.5
（1990） （1999）

13.8 → 5.9
（1988） （1999）

13.2 → 6.2
（1989） （1999）

13.8 → 4.9
（1988） （1997）

22.5 → 6.7
（1988） （1999）

33.0 → 15.0
（1989） （1995）

3.3 → 2.3
（1988） （1999）

資料　世界銀行「2001 World Development Indicators」



       

いる品目について自由貿易協定による協定

関税に振り替えるというシンガポール方式

をとれば農業部門をすべて除外したわけで

はないと主張することも可能であり，農業

部門の関税率をそのまま維持しながら第24

条との整合性をとることができよう。

　なお，自由貿易協定締結の可能性のある

その他の国についてみると，農産物貿易の

割合は，チリ10.2％，豪州13.2％（輸出入計）

であり，この二国についてはシンガポール

方式で農産物を除外するだけで 協定

との整合性をとるのは難しいかもしれない。

　

　

　

　

　以上，自由貿易協定をめぐる最近の動向

と，自由貿易協定における農産物の扱いを

みてきたが，最後に，今後の自由貿易協定，

世界貿易体制を考えるうえで重要なアジア

地域の経済連携について考えてみたい。

　（1）　アジア主義の系譜

　アジア地域における経済統合の議論が盛

んになったのは1990年代以降のことである

が，歴史を振り返ってみればアジア主義の

主張は古くからあったことがわかる。明治

維新以降の近代日本は「脱亜入欧」という

言葉に象徴されるように，他のアジア諸国

とは異なる国家となることを志向してきた

とも言えるが，一方でアジア主義の思想は

脈々と受け継がれてきた。太平洋戦争の時

に国民が一丸となったのは，欧米の植民地

支配から脱しようという幕末の「尊皇攘

夷」の思想の延長線上にあったという見方

もできよう
（注11）

。

　しかし，戦後，日本は米国との関係が深

くなり，アジアの中の日本という視点は弱

まった。その最大の要因は，朝鮮半島情勢，

中国における革命の進展，ベトナム戦争等

の冷戦体制の進行である。さらに，戦時中

の日本のアジア侵略に対する批判も内外で

根強くあり，アジア諸国と日本との関係を

複雑なものとした。また，60年代まではア

ジア諸国との経済的関係はそれほど緊密

ではなく，日本はもっぱら米国のほうを向い

て政治経済の運営を行ってきたといえよう。

　こうしたなかにありながらも，アジアと

の連帯・連携を深めていこうという動きは

みられ， についても，それまでのアジ

ア主義と戦後の日米安保体制とを「アジア

太平洋地域」という枠組みで調和させよう

という試みであったという見方もできるだ

ろう
（注12）

。

　（注11）　不幸にもアジア主義は「大東亜共栄圏」と
して日本の帝国主義的侵略の大義名分に利用さ
れてしまったということはあるが，近代日本のア
ジア主義のなかには欧米の植民地支配からアジ
アを解放しようという理念があった。近代日本の
アジア主義の代表的人物として，岡倉天心，徳富
蘇峰，大川周明等があり，マルクス主義の影響を
受けた平野義太郎，三木清も一時期「東亜共同
体」論を唱えた。これらの思想は戦後葬り去られ
た感があるが，その功罪と今日的意義を改めて検
討してみる必要があろう。近代日本のアジア主義
の系譜については，竹内好『日本とアジア』（筑摩
書房，1993），岡本幸治編著『近代日本のアジア
観』（ミネルヴァ書房，1998）参照。

　（注12）　APEC（アジア太平洋経済協力会議）は
1989年に発足し，90年代にはアジア太平洋地域の
経済協力を協議する場として大きな役割を果た
した。現在，加盟国は21か国（台湾，香港を含む）。
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８．アジア地域の経済連携

　　と農林水産業　　　　



       

　　「開かれた地域主義」を標榜しているが，自由貿
易協定ではなく，加盟国に拘束力を有していな
い。なお，「アジア太平洋経済圏」の構想は1960年
代からあり，大来佐武郎，小島清がこの構想推進
に大きな影響を与えた（小島清『太平洋経済圏と
日本』（1969），大来佐武郎・小島清編『アジア太
平洋経済圏』（1973））。

　（2）　アジア経済圏の形成と貿易秩序

　80年代には，円高の進展に伴って日本の

アジア地域への直接投資が増大し，また

諸国の経済発展や中国の経済開放路

線への転換により，アジア地域と日本との

経済関係は深化・増大した。また，ベトナ

ム戦争やカンボジアの内戦の終結が

との関係再構築を迫られ，日本の

アジア外交は新たな段階に入ったというこ

とができる。

　そして，90年代に， 拡大， 締

結，中国の 加盟という事態を受け

て，アジア地域の経済統合に関する議論が

急速に進展した。この時期に特筆されるべ

きものとして，マハティールが90年に提唱

した東アジア経済連合（ ）構想がある

（後に「東アジア経済会議（ ）」に改称）。

これは， ，米国に対抗して東アジアに

，日本，中国，韓国による新しい経

済共同体を作ろうという提案であった。こ

の構想は米国の反対で一時挫折したが，実

質的には今日でも「 ＋３」として生

きており，アジア地域の経済統合論議の進

展のなかで改めて脚光を浴びている。
（注13）

　ところで， では，1994年のボゴール

宣言により，先進国は2010年まで，途上国

は2020年までに加盟国の投資・貿易を自由

化することを決議した。さらに，翌95年に

「大阪行動指針」を決定し，97年には「早期

自主的分野別自由化（ ）」により15分

野についての早期関税撤廃・削減を打ち出

した。しかし， は条約に基づいた正式

な国際機関，協定ではなく法的拘束力がな

いこと，米国の消極姿勢，農業問題の扱い

で暗礁に乗り上げたこと，アジア通貨危機

の発生等により は失敗した
（注14）

。

は現在もアジア太平洋地域の首脳の集まる

場として重要性を有しているものの，かつ

ての輝きはすっかり失われている
（注15）

。

　その後，日本と中国との間の農産物セー

フガード問題，北朝鮮との国交正常化交

渉，中国の 加盟，ニューヨークでの同

時多発テロの発生，中国と との自

由貿易協定締結交渉の開始等，アジア地域

を巡る情勢は激しく動いており，アジア地

域の新たな枠組みの再構築が必要な時期に

きていると言えよう。

　（注13）　最近の東アジア経済圏構想の代表的著書
として，森嶋通夫『日本にできることは何か－東
アジア共同体を提案する－』（岩波書店，2001），
原洋之介『新東亜論』（NTT出版，2002）がある。
森嶋通夫氏の主張する東アジア共同体（EAC）
は，中国，日本，南北朝鮮，台湾から構成されて
おり，ASEANは含まれていない。森嶋氏は，EAC
の首都を沖縄に置き，共通語（英語を想定），共通
通貨を定めるという遠大な構想を示している。一
方，原洋之介氏の構想では，「東アジア」に

ASEANを含んでおり，米国中心のグローバリズ
ムへの批判が色濃く出ている。また，戦前（戦中）
の京都学派（哲学）の影響を強く受けていること
も注目される。

　（注14）　EVSLの失敗の過程・要因については，岡
本次郎編『APEC早期自由化協議の政治過程』（ア
ジア経済研究所，2001）参照。

　（注15）　APECのかつての輝きについては，船橋洋
一『アジア太平洋フュージョン』（中央公論社，
1995）参照。
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　（3）　アジア地域の経済連携と

　　　　農林水産業

　こうした流れを追ってみると，アジア地

域の経済連携の重要性は一層高まっている

と言えよう。ただし，アジア地域の経済連

携が単なる自由化という枠組みだけでよい

のかという問題はある。アジア地域の経済

統合を進めるのはよいが，それが地域の環

境，食料の安定供給にどういう影響をもつ

のかを十分検討しながら進めるべきであ

り，各国の農林水産業が共存するような枠

組みを構想すべきであろう
（注16）

。

　これについても，戦後の世界経済秩序の

形成に大きな役割を果たしたケインズの考

え方が参考になる。ケインズは，一次産品

の価格の不安定性が世界経済の混乱を招い

た大きな要因であったとして，第二次大戦

後の世界経済体制を構想するなかで，農産

物を中心とする一次産品の価格安定の重要

性を主張し，「常平倉（国際緩衝在庫）」の創

設を提案した。ケインズは国際協調の重要

性を唱えながらも自由貿易主義，自由放任

主義の問題点を指摘しており，今日の市場

原理主義批判，グローバリズム批判につな

がるものをもっていた
（注17）

。

　さらに，「自由貿易」だけでは環境に配慮

した農林水産業は実現できないことを認識

することが重要である。これについては，

日本のアジア地域からの熱帯雨林やエビの

輸入に伴う環境破壊に典型的に現れてい

る。自由貿易協定における環境問題への対

応は に前例があるが，今後のアジ

ア地域の経済連携を構想するにあたって

は，アジア地域の環境保全，エネルギー安

全保障，食料安全保障，通貨安定まで含め

た地域間協力の枠組みを構想すべきであろ

う。
（注18）

　（注16）　東アジア地域における食料・農業分野の
連携のあり方については，NIRAレポート『食料・
農業分野における東アジア諸国の連携に関する
研究』（2001）参照。なお，日本は，2002年10月に
開催されたASEAN＋3農相会議で，東アジア・

ASEANの米備蓄構想を提案した。
　（注17）　ケインズの戦後世界経済構想については，
『ケインズ全集（第25～27巻）』，平井俊顕『ケイン
ズ・シュムペーター・ハイエク』（ミネルヴァ書
房，2000）参照

　（注18）　環境問題と自由貿易主義との関係につい
ては，清水徹朗「農産物貿易自由化と環境問題―
―自由貿易理論の批判的検討――」（『農林金融』
1997年8月号），また，NAFTAにおける環境問題へ
の取組みについては，金堅敏『自由貿易と環境保
護――NAFTAは調整のモデルになるか――』（風
行社，1999）参照。

　＜参考文献＞　
・日本貿易振興会『地域貿易協定における自由化例外
問題』（2000）

・日本機械輸出組合『主要な自由貿易協定の現状と法
的分析』（2000）
・ロバート．E．ヒュデック著，小森光夫編訳『ガット
と途上国』（信山社，1992）
・T．マレィ著，金山徹他訳『一般特恵制度と発展途上
国』（文真堂，1980）
・斎藤高宏『農産物貿易と国際協定』（御茶ノ水書房，
1979）

（主任研究員　清水徹朗・しみずてつろう）
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水　と　緑

　10月初旬，中東の国ヨルダンへ旅した。かの地は乾期の終わりの時節で，北海道より

やや広い国土が全て乾ききっていたという印象が強く残っている。

　旅の目的は，全農が日本企業３社，ヨルダン側企業２社と合弁事業で肥料生産をおこ

なっている現地の工場視察である。

　中東，ましてやアラブの真っ只中の国への旅は初めてである。ヨルダンの隣国イラク

にたいするアメリカの軍事的行動展開が不透明なことや，西に隣接するイスラエルでの

頻発するテロ事件などが，旅行中どのような影響を及ぼすかがよく見えない中で，家内

はもちろんだが周囲の漠たる不安感があるのを何気ない言葉の端はしに感じての旅立

ちであった。

　パリ経由で首都のアンマン空港に到着して，入国審査を受ける人込みの中で疲れのい

り混じった緊張感と日本にはないカリッとした暑さ，汗とも違う独特の匂いにつつまれ

ていた。

　日本では考えられないことだが出迎えの現地出向職員の方々は，まだ入国審査も税関

の手続きもまったく終わっていないわれわれのところまで入ってきて挨拶を交わし談

笑しているではないか。警備の姿が少しも目につかない。単なるいい加減さのものとい

えばそうかもしれないが，日本やEUの空港の何かよそよそしく取り澄ました感じのも

のとは異質の，人なつっこさを感じさせる感覚である。日本で思っていた不安感や危機

感が薄らいでいくのを覚えたし，旅行中にもそういったものを感じたことは一度もな

かった。

　国土の80％が砂漠で，その国土の60％にリン鉱石層があり推定埋蔵量は100億トンと

いう。経済的にはこれを原料とする肥料関係を除き主だった産業がなく貿易収支は恒常

的な赤字という。人口増と食料生産供給の絶対的不足による食料輸入の増加，エネル

ギー源の石油はイラクなど近隣産油国から100％輸入という形でこの国の経済を圧迫し

ているようである。

　農業振興と食料増産は重要な経済問題であるが，ヨルダン農業の宿命として常に水不

足の問題に直面しており水は国の管理下にあり貴重な資源である，との説明はバスで移

動を始めてからヨルダンを離れるまで，常に実感として強く感じていた。

談 

室 
話 話 
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　アンマンから紅海に面した肥料工場のあるアカバまでの高速道路，デザートハイウェ

イを約300㎞南下，行けども行けども茫漠たる土と石だけの砂漠ならぬ土漠が続く。見

渡す限り緑の草木は１本も見当たらず。いや正確に言うと集落のあるところで数本の木

はあった。夜に水の注入でようやく生きているが根は張らないとのことで，少しの風で

も横に倒れるのでお辞儀をしているように見える。

　ベドウイン（遊牧民）の羊が放牧されているのが散見される。枯れ草しか見えずその

羊の群れのところから土ぼこりが立っており，あの羊たちはいつ水が飲めるのかが気に

なる。

　途中にある町の近くのハイウェイの両側にポツンポツンと見える家には水道管はき

ていない。国の給水車により水の供給を受け家の上のタンクに貯水して使うという。ベ

ドウインも電気は駄目だが水だけは供給を受けることができるそうである。先ほどの羊

たちもこの水を飲むのである。命の水というがそのとおりだとつくづく思われた。

　ヨルダンの気候は大きく３つのエリアに分けられるが，一番雨量の多い北西部でも年

間500㎜前後で日本の３分の１程度，農業が比較的盛んなヨルダン渓谷地帯でも200㎜前

後で国による灌漑設備が整備されている。東部―南部は乾燥砂漠地帯で雨はほとんど降

らない。死海の近くまで来ると地下水をくみ上げて，野菜や果物の栽培が行われている

がビニールでマルチがされている。日本では地温を保つためだがヨルダンでは水の蒸発

を防ぐためである。ところ変われば同じことでも意味が違うのである。

　アンマンから南部の町アカバを，行きは砂漠の真ん中のデザートハイウェイを，帰り

はイスラエルとの国境沿いの道をバスで通りぬけたが赤茶色の土と石だけで，緑は水を

供給されたところだけにある。水の力と重要性をこれほど認識させられた旅は無い。

　王様の屋敷は塀で囲まれた緑の林の中にあった。緑は富と権力の象徴であるという。

日本は何であろうか。水と緑豊かな日本を再認識し，しっかり守っていくことが大事で

はないか，と心から思った旅であった。

（北海道　浜中町農業協同組合・代表理事組合長　石橋榮紀・いしばししげのり）



       

中国の対米輸入拡大で強まる
対日輸出拡大の圧力
――　日・米・中農産物貿易関係　――

　

　

　

１ 中国の農産物貿易は近年，穀物等土地集約的農産物の対米輸入増，野菜など労働集約的

農産物の対日輸出増という構図で拡大してきた。今後，中国が米国の農産物輸入を増やす

代わりに，労働集約的農産物の対日輸出圧力を強めるという日米中のトライアングル関係

が考えられる。これは，まさに三国間の比較優位に基づいた動きであるが，その仲介を果

たしているのはカーギルなどの穀物メジャー，日系の食品企業や総合商社である。

２．貿易拡大の効果として，中国農業においては，競争原理を農業分野に導入し，適地適作

など農業分野の効率を向上させるメリットが大きい。日本農業においても経営資源の集中

や高品質・差別化への転換，流通の効率化など高コスト体制の改善と付加価値の向上を促

している。

３．日米中の農産物貿易の拡大に伴い，相互間の貿易摩擦も増加しているが，今後も拡大と

摩擦並存の時代であろう。日中間では2001年４月に中国のネギ等３農産物に対する暫定緊

急輸入制限措置（セーフガード）の発動，米中間では2001年末からもめてきた中国の遺伝子

組換え作物の輸入手続強化などはその一例といえる。

４．貿易摩擦を緩和するために，また未然に防ぐために，2002年春に始まった日中経済協議

というような政府間・民間による定期的な話し合い・情報交換の枠組みを整備していく

必要がある。補完的な経済構造にある日中両国の農業の分業関係，さらに日中を含めた東

アジアでの分業関係をどう構築していくか，両国のリーダーシップを期待する。

．

〔要　　　旨〕
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　中国最大の農産物輸入先は米国であり，

最大の農産物輸出先は日本である。近年，

中国の対米穀物等農産物輸入拡大の圧力が

強まる傾向にあり，もしそれが続ければ，

大量の余剰労働力という中国の基本的国情

から考えると，中国の労働集約的農産物の

輸出圧力がそれ相応に強まるはずである。

同時に，貿易の拡大に伴う摩擦も増加する

はずである。では，米国の対中農産物輸出

増の可能性は一体どのくらい強いものであ

ろうか。

　2002年10月のハーベストの時期に，米国

中西部コーンベルト地帯の農家，シカゴ穀

物取引所のトレーダー，穀物生産と貿易情

報会社のエコノミスト，米国農務省

（ ）の方々などを訪問し，米国におけ

る中国の存在感が予想以上に強いという感

じを受けた。ここでいう中国の存在感は，

潜在的な巨大マーケットへの期待もあれ

ば， 加盟の約束を守っていないので

はないかという期待はずれの不満もあり，

また経済面で米中の相互依存関係を強めて

いかざるを得ないというリアリティの認識

もあれば，同時にイデオロギーの違う国へ

の不信も依然として強く残ることも含む。

　シカゴ穀物取引所のトレーダーは中国要

因で市場が揺れるから中国の売り買いに神

経をとがらせていると言い，中西部のコー

ンと大豆生産農家は「中国や日本がわれわ

れの大豆とトウモロコシをもっと買ってく

れれば市場価格はもっと上がるでしょう」

と期待し，米国農務省の担当官は，予測し

たほど中国が米国からの穀物輸入を拡大し

なかったことに強い関心を示している。戦

略的パートナーシップにしろ，戦略的競争

相手にしろ，建設的協力関係にしろ，米中

の経済貿易関係がイデオロギーを越えて強

まっているのは事実であり，農産物貿易に

おいても同様の動向が確認できた。
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　本稿では，米国の対中農産物輸出増加の

背景，日中農産物貿易拡大などの実態を検

証した後，中国の対米農産物輸入増の圧力

が対日輸出増の圧力に跳ね返っていくとい

う日米中農産物貿易のトライアングル関係

と貿易摩擦の増加を考察し，政府と一体化

して対中ビジネスに臨む米国アグリビジネ

スと日本の開発輸入の実態を調べ，貿易摩擦

の緩和への取組みを見たうえで提言を行う。

　

　

　

　

　（1）　米国は中国最大の農産物輸入先

　中国の農産物（食料品）輸入額は1992年の

41.3億ドルから2001年の97.6億ドルへと倍

近く拡大した。拡大した輸入食料品のうち

では，大豆，植物油，トウモロコシ（94～95

年）など土地集約的なものが多い。こうした

食料品は米国が比較優位を

持つこともあり，中国の対

米輸入依存は高まってき

た。中国の対米食料品の輸

入額は97年の15.1億ドルか

ら2001年の22.9億ドルへ，

全食料品輸入額に占める割

合は同20.2％から23.4％へ

とトップシェアを占めてい

る（第１図）。

　すでに中国最大の農産物

輸入先になっている米国

は，中国の 加盟とと

もにその対中農産物輸出増

の期待がますます膨張してきた気配があ

る。2000年５月に発表された「中国の

加盟は米国の農産物輸出と農家所得を押し

上げる」という米国農務省のレポートに

は，中国が に加盟すれば，巨大な中国

市場に対して，米国からの穀物，大豆，大

豆油，綿花の輸出が2005年までに16億ドル
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１．米国の対中農産物輸出

　　増への強い期待　　　

第1図　中国の食料品輸入先のシェア
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（注）　食料品貿易はHS分類の第1～4類を加算したもの。
　　具体的には畜産品，  植物産品，  動物・植物油類，  飲料・
　　タバコ・酒・加工食品が含まれる。

第1表　米国が予測する中国のWTO加盟による
　　　　　米国の農産物輸出増と農家所得増

（単位　10億ドル）

資料　ERS/USDA, Agricultural Outlook/March 2000,p16
（注）　農産物輸出のうち、家禽、豚肉、牛肉、果物、野菜、ナッツ類及び森林製品等高付加

価値品は含まれない。
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は増加すると予測している（第１表）。これ

には，輸出増が見込まれる果実や野菜，畜

産物などの品目は含まれていない。また，

2001年11月11日にカタールの首都ドーハで

開かれた 会議で中国の 加盟が

採択された後，米国農務省は，今後，米国

の対中国農産物輸出は年間約20億ドル増加

すると予測している。この場合，対中輸出

増が見込まれる農産物は牛肉，家禽肉，チー

ズ，柑橘類，リンゴ，ワイン，綿花，大豆

油，小麦，トウモロコシなどが含まれる。

　米国の中国市場への強い期待は，以下の

ような中国の 加盟条件にも由来して

いる。

　①農産物に関してすべての非関税措置を

関税化し，その平均関税率は2004年に15.8

％，穀物や綿花などのバルク農産物を除く

特殊農産物（牛肉・豚肉・柑橘類・チーズは

12％，家禽・リンゴは10％）平均は14.5％へ

と，先進国並みの低い水準に引き下げる。

ちなみに，日本の農産物平均関税率は12％，

は20％，タイは35％，韓国は62％となっ

ている（いずれも2000年）。

　②穀物や植物油などは低関税の割当制を

実行することになり，穀物の輸入割当枠合

計は97～99年の穀物生産量の３～５％だ

が，量で換算すると巨大になる。

　③輸出補助金の撤廃を中国に約束させる

一方，米国自身は輸出補助金を削減してい

るものの撤廃はしていない。

　④国内助成の上限（デミニマス〈少額であ

ることをもって削減対象外としうる助成〉に

該当する助成の農業生産額に対する割合の上

限）について，途上国の場合は農業生産額の

10％，先進国は５％と 農業協定で決

められているが，中国には途上国並みの水

準を認めず8.5％を約束させた。

　この加盟条件を一言でいうと，高い穀物

の関税割当量と低い関税率であり，いわば

中国の農産物市場は大幅に開放されること

になった。これにより，穀物など中国の競

争力の弱い農産物の輸入増，特に米国が強

い競争力を持つ穀物や大豆油などの対米輸

入増が避けられないと米国側は予測している。

　（2）　低下する直近の中国対米輸入

　しかし，上記の米国の対中農産物輸出増

の期待は，中国の 加盟とともに直近

では外れてしまった状態にある。今年１

～９月期の中国の対米食料品輸入は15.1億

ドルと前年同期17.2億ドルに比べ12.1％減

少した。その最大の要因は遺伝子組換え

（ ）作物の輸入規制の関係で，春先から

６月まで米国産などの大豆輸入を中断して

いたためである。３月20日に，中国は

大豆の輸入手続きを12月20日までに簡素化

する措置が出されてから，大豆の輸入が６

月以降急増してきた。にもかかわらず，３

か月ぐらいの輸入空白があったため，１

～９月期の大豆全輸入量は761万トンと前

年同期比31.8％の減少となった（第２表参

照）。ちなみに，中国側は 大豆輸入の手

続き簡素化の措置を2003年９月20日まで延

長すると2002年10月に公表した
（注1）

。これは

2003年９月まで大豆の輸入はこれまで通り

に行えることを意味する。
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　大豆以外に，関税割当制のトウモロコシ

や小麦も期待していたほどに輸入が増加し

なかった。これは主として，今年半ばから，

中国国内価格と国際穀物指標のシカゴ市場

価格が逆転してしまったことによる。

  .2を例にみると，シカゴ

価格は今年の５月ごろから上昇し，６月に

なると前年同期比10.3％も高まった。米国

メキシコ湾の現物価格も11.2％上昇した。

この関係で，今年６月に中国南部の港での

トウモロコシ輸入価格（税込み ）はトン

当たり1,151元で，同じ港での中国産トウモ

ロコシの価格1,120～1,140元に比べ10～30

元高くなり，米国産の価格優位性はなく

なった。シカゴ価格がもっとも安かった今

年の４月に，中国南部の港でのトウモロコ

シ 輸入価格はトンあたり1,114元で，同

港での中国産（1,130～1,160元）に比べ価格

優位性があった
（注2）
。

　６月以降，トウモロコシの国際価格は急

騰し，８～10月上旬までトン当たり114

～115ドルの高値をつけた。中国の港につい

た後の 価格がトン当たり約1,320元に

なり，同時期同港での中国産価格（約1,150

元）より約150元も高いため
（注3）
，トウモロコシ

の輸入が完全に止まってしまった。2001年

下期に中国国内のトウモロコシ価格は米国

より約６割も高かったことを考えると，穀

物相場の変化がいかに激しいものかよく分

かる。

　こうした価格の逆転は，今年，北米や豪

州を襲った異常気象によるものである。米

中西部ではトウモロコシと大豆の生育期の

７～８月に高温・乾燥が続いたほか，カナ

ダも２年連続の広範囲な干ばつに見舞われ

た。その結果，７～10月上旬まで，シカゴ

市場ではトウモロコシ，大豆は約４年ぶり

の高値圏，小麦に至っては77年来25年ぶり
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第2表　品目別の食糧輸出入動向
（単位　万トン）

資料　『中国統計年鑑』各年，中国海関統計月次
（注）　96年まで（含96年）の食糧は，穀物（米，小麦，トウモロコシ）の他に芋類と豆類が含まれる。　97年以降は穀物と穀

物粉だけ。
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食糧全体

輸入 輸出

90
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94
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98
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883 188
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339
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1,086
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834
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738
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△1,148
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6
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1
0
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17
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5
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27
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米
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1,097
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541

1,253
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1,058
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186
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6
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0
0
0
0
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0
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778
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0
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0
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5
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66
37
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761

大豆

3.5
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264.0
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という高水準を記録した。菜種もカナダ・

ウィニペッグ市場で４年ぶりの高値圏で推

移している。

　一方，中国国内価格はシカゴ相場に連動

して上昇しなかった。これは，中国がまだ

国際市場から隔離されている単独市場であ

ることを示している。また，中国の高い在

庫率も中国国内価格の上昇を抑えている。

中国は正式に国家備蓄を公表したことはな

いが，民間の在庫を含めて「2億5,000万ト

ン（生産量の半年分）の食糧在庫がある」と

朱鎔基首相は今年３月の全国人民代表大会

で明らかにした。また，中国は今年局地的

干ばつがあったものの，全体としては豊作

見込みにあることも輸入を抑えている。

　さらに，米国の２番目の鶏肉輸出市場に

なっている中国向け輸出は，後述の要因で

増加しなかった。

　総じて言うと， に加盟したら輸入

農産物の拡大による農家への打撃が甚大だ

という懸念は中国の 加盟の前から内

外で指摘されている。こうした局面になら

ないように，中国は 作物輸入の手続き

強化，検疫の強化などの措置を取ったこ

と，北米・豪州の穀物減産による国際市場

価格の高騰など，これらの要因が総合的に

作用した結果，2002年１～９月期の対米輸

入は減少した。

　（注1）　北京青年報，2002年10月13日
　（注2）　「2002年上期わが国トウモロコシ相場と展
望」中国農業部農村経済研究センター，新華ネッ
ト2002年8月15日

　（注3）　「未来国内トウモロコシの貿易情勢分析」中
国農網，2002年10月10日

　（3）　中長期的には対米輸入増の可能性

　直近では中国の対米輸入が減少したもの

の，中長期的には中国の穀物対米輸入増の

可能性が依然として大きいと言わざるを得

ない。その主な理由として，①大量の小規

模の農家や，水不足という中国農業の資源

制約，②将来の人口増加と所得増による飼

料を含む穀物需要の増加，③新品種など米

中間の農業技術開発の差，④ 加盟条

件では平均1％の低関税率での穀物割当量

が多いうえに農業の国内助成額が制限され

ていること，⑤米国からの圧力，などが挙

げられる。

　耕地面積に関しては中国の１億3,000万

に対し，米国は１億7,900万 もあり，中

国より約４割も多い。一方，米国の農業労

働力は約300万人で中国の約3億3,000万人

の100分の１にも満たない。中国農業労働力

１人当たりの耕地面積は米国の約150分の

１に過ぎない。さらに中国で大量の耕地が

ある北方地域は水資源が不足していること

も重なる。したがって，中長期的には中国

は土地集約的な穀物の輸入をある程度増や

したほうが中国経済の持続的発展に寄与す

ることになる。もちろん，現実にどれぐら

い増えるかは穀物生産をやめた農家が他の

作物生産や他の業界へのシフトをどれぐら

いできるかにもよる。

　一方，後述の近年伸び悩んでいる米国の

農産物輸出という米国側の事情からも，米

国が今後対中農産物輸出の拡大に力を入れ

ていくことが考えられる。

農林金融2002・12
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　（4）　中国農産物市場の開放を迫って

　　　　きた米国

　米国は世界の穀物輸出の４割前後を占め

る輸出大国であるが，近年農産物の輸出が

伸び悩み，世界の農産物輸出市場に占める

シェアは低下している。いかに輸出を拡大

するかは，米国の農業拡大，農家所得の向

上に欠かせないものとなっている。

　米国の穀物輸出の急速な拡大は70年代に

入ってからのことである（第２図）。世界の

農産物国際貿易は73年以降の世界食糧危機

を契機に急激に拡大したが，この食糧危機

にもっとも敏感に対応したのは，まさに穀

物部門における国際競争力で圧倒的に優位

に立つ米国であった。米国農業は，小麦，

トウモロコシ，大豆など主要輸出農産物の

作付面積拡大と単収増加によって飛躍的に

生産力を高め，これら主要輸出農産物への

特化と輸出農業的性格をさらに強めていっ

た。そして，日本，アジア地域，中近東や

アフリカおよび旧ソ連等向けの輸出比率を

高めた。しかし，このことは同時に，国際

市場の不安定性や価格の乱高下が米国の輸

出量を大変動させることにつながっている。

　80年代に入って需給逼迫が一転して需給

緩和局面に転換すると，結果として，米国

の穀物輸出，および世界農産物輸出に占め

る米国のシェアは低下してきた。その最大

の要因は， の域内優先の共通農業政策

による穀物自給率の向上と輸出国への転換

である。穀物の余剰により， は輸出補助

金をつけて海外へダンピング輸出もしてき

たため，米国のシェアは食いつぶされてき

たのである。

　そのほかの要因として，東南アジア・南

アジアの灌漑・排水などインフラ整備によ

り穀物生産力・自給率が向上し，輸入必要

量が減少したこと，旧ソ連の生産安定化に

より輸入が減少したこと，78年からの農家

請負責任制への移行により中国の農業生産

力が向上し，穀物輸出国へ転化したこと，

およびドル高などが挙げられる。これらは

世界の穀物輸入減につながっているが，集

中的に米国の穀物輸出の急減に反映した。

　 との穀物ダンピング輸出競争に苦し

む米国は，農産物の輸出伸び悩み，市場価

格の低下，農家所得の減少と財政支出の増

加を解消するために，まず，関税と貿易に

関する一般協定（ ）の農業交渉におい

て強固に自由貿易と国内農業保護の撤廃を

主張してきた。 の共通農業政策とともに

日本の農業保護政策を絶対に認めるわけには
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第2図　国・地域別穀物輸出量の推移

資料　FAO「FAOSTAT」
（注）1.　1986年以降のEUはEUの域内流通を除いた数値
　　　である。
　　2.　アジアは，  中国，  日本及び旧ソ連（アジア地域）を除
　　　く地域である。
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いかないという基本的戦略を採ってきた。

　米国はその農業戦略の一環として，先進

国のなかで唯一「安定した」穀物輸入大国

となっている日本市場の開拓に力を入れて

きた。こうした戦略の下で，日本の穀物（食

用 飼料用）自給率は60年の82％から99年の

27％へと下がった。日本の穀物輸入がこれ

以上増えるのが難しく，韓国や台湾および

東南アジア市場の拡大も限られる状況のも

とで，米国にとって残された唯一巨大な市

場である中国市場の開拓は重要な意味を持

つようになった。

　中国への攻勢は先進国並みの低い農産物

関税率と主要農産物の高い関税割当量とい

う中国の 加盟条件からよく分かる。

実は，中国のこの農業分野の加盟条件は，

99年４月に妥結した米中農業協定が基本に

なっていた。それだけではなく，植物検疫

などについて米国側の安全証明だけでよい

という条件を中国側にのませた。

　さらに，中国は小麦なまぐさ黒皮病

（   ： 病）の関

係で米国ワシントン州など西北部７州から

の小麦（ホワイト・ソフト）輸入を80年から

2000年夏まで拒否してきたが，米国は中国

の 加盟交渉を利用して，その撤廃に

成功した。これまで米国からの輸入がほと

んどなかったことから， 病にかかる輸

入制限の撤廃で米国西海岸から小麦が入っ

てくる可能性が出てきた。もちろん，この

場合，米国の小麦がカナダやオーストラリ

アなどに比べて輸出競争力があるかどうか

にもよる。

　ちなみに，中国の小麦の関税割当量は加

盟初年度の788.4万トンから2004年の936.6

万トンへとコメ，小麦，トウモロコシとい

う三大穀物のなかで割当量が最も多い。中

国はもともと高品質の小麦の供給を輸入に

頼っていた。近年高品質の作付けの増加に

より輸入が低下してきたが，中長期的には

輸入増が予測される。

　また，農産物の平均関税率より低く設定

されている特別農産物は，米国の優位にあ

るものが多い。中国は農業技術水準や農産

物加工水準などが遅れている関係で，これ

ら農産物の競争力も高くない。関税率の引

下げにより，これら農産物の対米輸入増も

考えられる。現実には，対米国の家禽肉や

柑橘類などの輸入は98年からすでに増加し

ている。中国は 病にかかる輸入制限の

撤廃と同時に，生鮮柑橘果実の地中海ミバ

エによる米国産オレンジの輸入（80年から

2000年夏まで禁止）の解禁にも応じた。

　

　（1）　日本は中国最大の農産物輸出先

　中国の農産物輸出は明らかに対日依存で

ある。対日食料品輸出のシェアは近年一貫

して食料品輸出総額の３割以上を占め，最

大の輸出先という状況を維持している（第

３図）。中国の対日食料品輸出の構造を具体

的にみると，①生鮮・冷凍の魚介類，②生

鮮野菜類，③加工した肉類・魚介類，④加

工した野菜・果物類の４種類が大半のシェ

アを占めている（第３表）。特に肉類・魚介
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類等調整品のシェアは2000年から25％以

上，2002年上期ではさらに30.7％と高く

なっている。これに野菜・果物等調整品の

シェアを加えると，1999年の33.1％から，

2001年の36.7％，2002年上期の41.7％へと

高まり，中国の対日食料品輸出の拡大は明ら

かに加工食料品が牽引している様相を示し

ている。こうした傾向は，日系食品メーカー

や商社の開発輸入と大きく関連している。

　ただし，その拡大の勢いは昨年から鈍化

の傾向が現れている。対日食料品輸出の前

年比伸び率は2000年の14 .2％に対して，

2001年に5.6％へ，今年上期ではさらに2.4

％へと下がった（第４表）。ホウレンソウの

残留農薬問題などが影響しているとみられ

ている。

　中国の対日食料品の輸出構造の変化は，

当然日本の農産物輸入構造の変化によるも

のである。日本の農産物品目別輸入数量指

数の推移をみると，穀物およびその調整品

や植物性油脂は，60年代から80年代前半に

かけて輸入が大きく増加したが，その後，

その伸びは鈍化している。一方，食肉類お

よびその調整品や野菜およびその調整品
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第3表　中国の対日農産物輸出額の構成比
（単位　％）

全輸出額

食料品合計

動物性生産品

うち肉類
　　魚介類

対日全輸出額に占めるシェア

1999年 00

100.0 100.0

14.5 12.8

4.4 3.7

1.3
2.6

1.0
2.2

4.4 3.6

2.6
0.5
0.4
0.2

2.0
0.3
0.3
0.1

0.0 0.0

5.6 5.5

3.3

0.3

1.5

3.4

0.3

1.4

01

100.0

12.6

3.4

0.8
2.1

3.6

2.0
0.3
0.4
0.2

0.0

5.6

3.2

0.3

1.4

植物性生産品

うち野菜類
　　果物類
　　コーヒー・茶・調味料
　　穀物

動物性・植物性油脂

調整食料品・飲料・アル
コール・タバコ

うち肉類・魚介類等調整
品

　　穀物・澱粉類調整品，
菓子類

　　野菜・果物等調整品

01/1-6

100.0

12.6

3.3

0.9
2.0

3.7

2.0
0.3
0.4
0.2

0.0

5.7

3.3

0.3

1.5

02/1-6

100.0

12.8

3.1

0.5
2.3

3.3

1.8
0.2
0.3
0.2

0.0

6.4

3.9

0.3

1.4

食料品輸出額の構成比

1999 00

100.0 100.0

30.2 28.9

9.0
17.9

8.1
16.9

30.7 28.1

17.7
3.1
2.4
1.5

15.9
2.4
2.4
1.0

0.3 0.2

38.8 42.8

22.6

1.8

10.4

26.1

2.1

10.7

01

100.0

26.8

6.4
17.1

28.6

15.9
2.4
2.8
1.7

0.1

44.5

25.7

2.3

11.0

01/1-6

100.0

26.0

6.9
15.5

29.0

16.1
2.0
3.1
1.7

0.1

44.9

26.1

2.2

11.9

02/1-6

100.0

23.9

3.7
17.9

25.7

14.1
1.6
2.7
1.4

0.1

50.2

30.7

2.2

11.1

資料　月刊『中国海関統計』により計算

第3図　中国の食料品輸出先のシェア

資料　第1図に同じ
（注）　食料品貿易はHS分類の第1～4類を加算したもの。
　　具体的には畜産品，  植物産品，  動物・植物油類，  飲料・
　　タバコ・酒・加工食品が含まれる。
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は，80年代後半以降，急激に増加してきた。

データで確認すると，80～99年の20年間に

野菜およびその調整品の輸入は4.16倍に，

食肉およびその調整品は4.9倍に増えた（第

４図）。それに対し，穀物およびその調整品

は1.28倍に，植物性油脂は1.4倍にとほとん

ど横ばいの状況にある。

　（2）　世界最大の農産物輸入国と高い

　　　　対米依存度

　上述の日本の穀物およびその調整品，植

物性油脂の輸入数量指数が，80～99年の20

年間，ほとんど増加していないのは，これ

らのものがすでに最大限に近く輸入されて

おり，これ以上の輸入増加が難しいためで

ある。データで確認すると，日本のカロリー

ベースの食料自給率は60年の79％から2000

年の40％へ，穀物（食用 飼料用）自給率は

60年の82％から2000年の28％へと低下し，

先進国のなかで日本の穀物自給率がもっと

も低い水準に陥った（第５表）。国連食糧農

業機関（ ）の統計によると，日本は1984

年以降，世界第１位の農産物ネット輸入国

となっており，98年には２位のドイツを約

175億ドルも上回る332億ドルとなってい

る。代表的な品目でみると，トウモロコシ，
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第4表　中国の対日農産物輸出額及び伸び率
（単位　100万ドル，％）

全輸出額

食料品合計

動物性生産品

うち肉類
　　魚介類

対日全輸出額に占めるシェア

1999年 00

32,399.0 41,654.0

4,682.9 5,346.4

1,412.6 1,544.8

419.7
839.2

431.9
906.1

1,438.7 1,500.6

829.8
145.8
113.8
68.5

850.2
130.9
129.7
55.5

15.4 10.8

1,816.2 2,290.2

1,060.3

83.4

488.4

1,396.5

112.7

571.6

01

44,957.6

5,648.0

1,512.2

362.5
964.2

1,614.0

900.1
138.0
157.7
96.6

7.7

2,514.1

1,449.3

132.7

623.6

植物性生産品

うち野菜類
　　果物類
　　コーヒー・茶・調味料
　　穀物

動物性・植物性油脂

調整食料品・飲料・アル
コール・タバコ

うち肉類・魚介類等調整
品

　　穀物・澱粉類調整品，
菓子類

　　野菜・果物等調整品

01/1-6

21,400.9

2,703.9

702.8

187.7
420.3

784.0

434.2
54.0
84.6
46.3

3.9

1,213.2

705.9

59.8

320.5

02/1-6

21,630.9

2,768.5

662.3

102.4
495.1

712.8

391.4
44.5
73.9
39.5

3.1

1,390.3

849.0

61.8

306.4

前年同期比

00

28.6

14.2

9.4

2.9
8.0

4.3

2.5
△10.2
14.0
△18.9

△29.9

26.1

31.7

35.1

17.0

01

7.9

5.6

△　2.1

△16.1
6.4

7.6

5.9
5.4
21.6
74.1

△28.7

9.8

3.8

17.7

9.1

02/1-6

1.1

2.4

△　5.8

△45.5
17.8

△　9.1

△　9.9
△17.6
△12.7
△14.6

△20.5

14.6

20.3

3.3

△4.4

資料　月刊『中国海関統計』

第4図　日本の品目別輸入数量指数の推移

資料　農林水産省「農林水産物輸出入の数量・価格指数」
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肉がそれぞれ24.4％，25.5％と世界第１

位，小麦（6.4％）はエジプトに次ぎ，第２

位となっている。

　こうした日本の穀物自給率の急速な低下

は，まさに米国の穀物戦略の結果だといえ

よう。言い換えれば，日本の農産物輸入は

圧倒的に対米依存型である。60年代から現

在まで，対米農産物輸入は日本の農産物全

輸入額の４割前後を維持してきた（第５

図）。近年，対米依存の比率はやや低下して

きているが，それでも2000年は38.5％と

なっている。対米依存が高いのは，まさに

米国が優位にあり，多くの国・地域で消費

され，世界的に需要の増加が見込まれる飼

料穀物や油糧種子である。なかでもトウモ

ロコシ，大豆の対米輸入は，それぞれ96.1

％，73.0％と圧倒的なシェアを占めている。

　ちなみに，日本にとって，中国は２番目

の農産物輸入国であるが，農産物輸入総額

の約１割で，１番目の米国とは大きくかけ

離れている。

　

　

　

　

　（1）　米国政府と一体化して中国市場を

　　　　開拓

　中国の農産物市場の開放を促しているの

は，生産量の半分近くを輸出している米国

だが，その担い手は，カーギルなど穀物メ

ジャーおよび食品多国籍企業である。これ

らのアグリビジネス多国籍企業は，議会に

太いパイプを持ち，米国の農産物貿易政策

に大きな影響を及ぼしていることはよく知

られている。

　これらアグリビジネス多国籍企業のう

ち，穀物メジャーは大きな存在で，90年代
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３．アグリビジネス多国籍
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第5表　日本の食料自給率
（単位　％）

資料　農林水産大臣官房調査課「食料需給表」
（注）1.　穀物及び主食用穀物自給率の算出は次式による。
　　　　自給率=国内生産量／国内消費仕向量×100（重量ベース）
　　2.　供給熱量総合食料自給率の算出は次式による。ただし、畜産物については飼料自給率を

考慮して算出した。
　　　　自給率=国内供給熱量／国内総供給熱量×100（熱量ベース）

第5図　日本農産物全体の輸入上位2か国の
 シェアの推移（金額ベース）　

資料　大蔵省「貿易統計」
（注）　農産物全体には， アルコール飲料， タバコを含み，
　　羊毛， 天然ゴム及び綿花を除く。
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まで世界の穀物メジャーは５社体制（米国

のカーギル＜ ＞社とコンチネンタル＜

  .＞社，フランスのドレ

フュス＜   .＞社，オラン

ダのブンゲ＜    .＞社，

スイスのガーナック＜   .＞

社）である
（注4）
。なかでも，カーギル社は圧倒的

な位置を占めている。

　この穀物メジャーの５社体制は90年代に

入って大きく再編された。特に，

（   ）社とコナグラ

（ ）社の登場と，それらによる企業

間の合併・買収（ ＆ ）による急成長が注

目される
（注5）
。これらの再編過程によって，米

国穀物輸出市場における上位５社の市場占

有率は，85年の57％から，97年の76％へと

上昇した。90年代後半における多国籍穀物

メジャーは，カーギル社と 社の「２

強」体制となり，市場の寡占的支配力を高

めている。また，多国籍穀物メジャーは経

営の多角化を進め，穀物流通からさらに

フードシステムの川中における小麦製粉，

大豆破砕，トウモロコシ加工，配合飼料，

搾油などの穀物加工部門へ意欲的に進出

し，市場の垂直的統合・調整を強め，これ

らにおいても圧倒的比重を占めるに至って

いる。さらに，一部企業はフードシステム

のより川下に近い高次加工による最終製品

加工へも展開している。

　現在世界大手200社の食品多国籍企業の

生産額は全世界食品分野の生産額の３分の

１を占めている。これらアグリビジネス多

国籍企業は，農産加工，種子，農業資材に

わたり，市場情報，販売経路，資金力，組

織力などをバックに，世界農産物の流通・

加工と貿易の大部分を握っている。

　中国の市場を開拓するに当たって，穀物

メジャーは米国政府と一体になって攻勢を

かけてきた。例えば，87年に85年からスター

トした米国政府の新しい輸出振興計画によ

る中国への小麦販売でカーギル社の得た

ボーナスは200万ドル相当，ドレフュス社と

コンチネンタル社のそれは，それぞれカー

ギル社の半額にのぼるという
（注6）

。94年１月，

中国に約100万トンの米国産小麦を販売す

るために，米国政府は650万ドルの輸出振興

計画補助金を穀物輸出業者に交付した。１

トン当たり65ドルの補助金額はアフリカ，

旧ソ連諸国への穀物輸出に交付される補助

金額よりも大きい。これにより穀物会社は

米国における国内価格のおよそ半値で中国

に穀物を販売することが可能になった
（注7）
。現

在，カーギル社と中国大陸との農産物貿易

は毎年10億ドルに達している。

　（注4）　これらの五大穀物商社は，いずれも株式非
公開の個人所有企業であって，わずか8家族が，世
界の穀物取引企業を支配した。

　（注5）　両社とも株式公開企業である。
　（注6）　ブルースター・ニーン，中野一新監訳『カー
ギル　アグリビジネスの世界戦略』，大月書店，
1997年，p186

　（注7）　ブルースター・ニーン，中野一新監訳『カー
ギル　アグリビジネスの世界戦略』，大月書店，
1997年，p191

　

　（2）　アグリビジネス多国籍企業の中国

　　　　への投資

　数十年前から世界各地での原料農産物の

調達・加工・現地販売
（注8）
など海外直接投資を
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展開してきたこれら穀物メジャーや食品加

工企業は，当然中国市場をねらっての投資

も行ってきた。この投資活動は近年，活発

化している。

　例えば，カーギルは2001年４月に，台湾

最大の食品会社統一集団と折半で１億

2,000万ドルを共同出資し，中国広東省の東

莞に飼料タンパク（油粕）と飼料添加物の生

産工場を建設することになった
（注9）

。年間100

万トンの大豆を加工して，飼料タンパク80

万トン，付属製品18万トンを生産し，主と

して中国の国内で販売する。

　また，カーギルは2002年に，欧州セレス

ター・グループのフランス・エリダニア社

が中国の重要な商品食糧基地である吉林省

の大手食糧企業（吉粮集団）と共同出資で

作った中国最大のトウモロコシ加工企業を

買収した。同企業は2001年末に正式に稼働

したばかりである。予定としては，５年間

の期間と19億元の総工費をかけてトウモロ

コシ加工処理能力は年間30万トンに達する

プロジェクトである
（注10）

。製品は主製品と副産

物の二つがあり，主製品はデンプン，モル

トデキストリン，ブドウ糖など，副産物は

繊維飼料，トウモロコシ油などで，これら

は製紙，繊維，食品，製薬，化学工業，農

業などに広く使用される。

　この場合，中国において懸念されている

のは，穀物物流インフラの整備による中国

への輸送コスト低下で，中国への穀物輸出

が大幅に増えることである。さらに，現在

は外国企業に対して輸入品の中国国内での

直接的販売を認めていないが， 加盟

の５年後に，外国企業に内国民待遇を付与

する義務などが生じるため，中国国内での

販売やサービスなどは外資企業ができるよ

うになる。ここで，もしアグリビジネス多国

籍企業が中国国内での農産物およびその加

工品の販売を大量に増やすなら，中国の農

業や食品加工業全般に大きな競争圧力をも

たらすだけではなく，中国の農産物流通・

販売システムそのものに大きな変化が生

じ，もともと厳しい国内の失業圧力を一層

強める懸念がある。中国政府がその舵取り

を誤れば，深刻な問題になりかねない。

　（注8）　現地販売について，米系食品企業子会社の
販売額のうち，進出国の国内市場での販売が8割
以上と言われている。

　（注9）　新たに設立される会社は仮称，統一カーギ
ル（東莞）飼料蛋白科技有限公司で，東莞市麻涌
鎮にある。資本金4,000万ドルで，投資総額1億
2,000万ドルは双方が折半出資する。（2000年12月
2日発新華社＝中国通信）

　（注10）　もともとの会社名は吉粮セレスター・ト
ウモロコシ工業という。セレスター側が51％の株
式を保有していた。2000年，中国のトウモロコ
シ・デンプンの生産量は520万トンで，吉林省が
その10％前後を占めている。（2001年12月2日発新
華社＝中国通信）

　

　（3）　日系企業の対中開発輸入

　中国の対日農産物輸出が肉類，魚介類，

野菜類およびその加工品という労働集約的

なものに集中していることは前述したが，

これは日系食品メーカーや商社の開発輸入

によって構築されてきた。これらのものは

その国の食文化と密接にかかわっている。

野菜や肉類などの原材料は品種によって味

が違うため，まずその国の人の口に合う品

種の野菜栽培や肉類の飼育が欠かせない。

農林金融2002・12
58　‐　852



       

特に加工食料品の場合は，原材料だけでは

なく，加工の方法，醤油や酢などの調味料

の味までこだわるのでその国の技術者や専

門家の指導がないと簡単に成功できない。

さらに，日本市場への参入に関しては，そ

の参入基準が高いだけではなく，日本特有

の商慣習などがあるといわれている。その

関係で，海外，特に中国など途上国の食品

加工メーカーは日本市場に容易に参入でき

ない。

　結局，加工食料品の輸入の歴史は日本企

業が国内要因から，日本市場向け産地や加

工企業を海外で開発してきた歴史である。

開発輸入に乗り出した日本国内の要因は主

として二つある。一つは，原材料を安定的

に確保すること。日本国産原材料の安定的

確保が難しい企業側は，原材料の安定確保

を目指して開発輸入に乗出した。二つ目

は，加工コストの引下げによる企業競争力

の向上である。

　この意味では，開発輸入は日本の食品企

業の競争力向上という需要から生まれてき

たが，日本の産業構造の高度化や消費者の

利益にもつながっている。一方，これは高

い労働コストと業務用食料品の不足など日

本農業の抱えている問題をも示している。

　

　

　

　

　（1）　強まる日米中の農産物貿易関係

　これまで述べてきたことから日米中３国

間の農産物貿易関係を考えると，第６図の

ような構図がはっきりと浮かんでくる。今

後，中国の対米穀物等農産物の輸入が増加

する一方，中国の労働集約的農産品の対日

輸出圧力が強まるというトライアングルの

関係が想像できる。また，日本や米国等の

多国籍企業の中国への投資増加により，今

後中国から米国への労働集約的農産物の輸

出増加も予想される。

　これは，比較優位の国際貿易分業論に基

づいて，中国の農産物市場開放により生じ

つつある日米中の構図だと言える。日米中

三国の農業の比較優位をおおざっぱにまと

めると，けた違いの耕地規模に豊かな国内

助成金の下で穀物や牛肉など土地集約的農

産物およびその関連品が強い競争力を持つ

米国農業，大量の低コスト余剰労働力の下

で労働集約的農産物が強い競争力を持つ中

国農業，生産性や生産技術が高いものの，

小規模や労賃の高さという高いコストの構

造にある日本農業，ということになる。

　また，対米農産物輸入増が確実視される

なかで，深刻な農業余剰労働力を抱える中

農林金融2002・12
59　‐　853

第6図　日米中農産物貿易のトライアングル関係

輸　出
（穀物等耕地集約
  的農産物・肉類等）

輸　出
（穀物等耕地集約
  的農産物・肉類等）

輸　出
（野菜や調整品等労
  働集約的農産物）

輸　出
（労働集約的
  加工食料品）

米国

中国 日本

資料　筆者作成

４．日米中のトライアングル

　　関係と貿易摩擦　　　　



       

国は，国内政治と社会の安定を保つために

も潜在的に優位性のある野菜や食肉および

これらの調整品の輸出を増やさざるを得な

いという内発的圧力が強いことを強調した

い。

　現実には日米中の農産物貿易はすでにこ

うした方向で動いているが，これは単純に

米国の競争力のあるトウモロコシや，大

豆，鶏肉などの対中輸出増，中国の競争力

のある野菜などの対日輸出増だけではな

く，アグリビジネス企業は三国間の比較優

位を利用して中国を日米中の食料品加工貿

易基地に育てつつあるプロセスでもある。

その代表例は鶏肉である。

　米国では鶏の胸肉が高く売れるが，手羽

先や，足，内蔵は消費される習慣がほとん

どない。一方，中国や日本などのアジアで

はこれらのものが消費されている。特に中

国では鶏の胸肉より手羽先や，足のほうが

好かれているため，胸肉より高く売れてい

る。そこで，アグリビジネス企業は中国の

安い胸肉を日本向けに輸出して，逆に米国

から安い手羽先や足などを中国に輸出す

る。米国から中国に入ったこれらのものの

大部分は中国国内にまわすが，手羽先の一

部などは中国で加工して日本向けに再輸出

している。

　統計で確認すると，鶏肉を主とする中国

の肉類の輸入はその半分以上は対米輸入で

あり，逆に2000年までその輸出の半分以上

は日本向けであった（第６表）。しかし，2001

年６月から2002年４月までの間，日本は家

禽病の理由で中国からの冷凍鶏肉（加工品

は ）の輸入を４回も停止した
（注11）

。これを受

けて，2001年と今年１～９月期の対日鶏肉

輸出が大幅に減少した。同時に，中国の

向けの鶏肉輸出も の禁輸措置により激

減した（狂牛病が欧州で発生したことから中

国は疫病区の国からの乳製品輸入を禁止した

が，その報復として，欧州は中国からの鶏肉の

輸入をストップした
（注12）

。これら輸出できな

かった鶏肉が全部，中国国内市場に回り，

国内市場での鶏胸肉ともも肉の価格が３割

以上も下落した。そこで，中国の対米鶏肉

輸入の増加も止まってしまった。これは日

米中三国を絡む農産物貿易が密接化してい

る証拠ともいえよう。

　この鶏肉パターンと似ているのは，魚介

類の貿易である。違うのは，日米中以外に

ロシアと が絡んでくる。つまり，中国

農林金融2002・12
60　‐　854

第6表　中国の肉類（Meat and Edible meat offal）の貿易
（単位　億ドル）

資料　月刊『中国海関統計』1998年12月号～2001年12月号

計

1998年
99　
00　
01　

1.43
4.99
6.37
5.98

米国

0.73
2.92
4.19
4.12

米国の
シェア（％）

51.0
58.5
65.8
68.9

輸入

計

8.40
6.91
7.53
8.41

日本

4.21
4.20
4.32
3.63

日本の
シェア（％）

50.1
60.8
57.4
43.2

輸出

02/1-9 4.56 3.81 83.6 4.80 1.52 31.7



       

は，ロシア，米国，日本から魚介類を輸入

して，中国で加工してから，日本と に再

輸出するパターンである（第７表）。

　（注11）　日本経済新聞2002年5月2日
　（注12）　南方週末新聞2002年7月30日

　

　（2）　貿易拡大の効果

　中国農業は近年，量より質を求めるとい

う大きな方向転換を行ってきた。穀物の完

全な自給自足というタガが緩み，適地適作

などによる競争力のある産地の形成が促進

され，消費者の需要に合った良質農産物の

供給が拡大されてきた。この政策転換は，

まさに米国など海外から入ってきた品質の

よい穀物や果物等が呼び水になったと同時

に，国内の競争を刺激したことに大きく依

存する。競争のなかで中国農業の実力を高

めるために，政府は農業技術開発やインフ

ラへの投資増，農家負担の軽減，農産物安

全性の向上，農産物流通体制の市場化，農

産物加工産業の育成などにも力を入れるよ

うになった。

　日本に関しては，近年，中国から安い農

産物の輸入拡大は日本全般の農産物市場価

格を低下させている。これは人口の８割弱

を占める都市部の消費者にメリットをもた

らしているだけではなく，日本の食品加工

業と外食産業の競争力向上にもつながって

いるし，エンゲル係数も低下させている。

このエンゲル係数の低下は日本の高賃金構

造の是正をスムーズにし，日本の競争力向

上に貢献するものと期待したい。

　また，日本農業に対しても，その貿易拡

大の効果がはっきりと現れてきている。日

本の農業分野において，経営資源の集中

や，生産規模の拡大，野菜などの新品種と

栽培技術の開発による高品質・差別化への

転換，流通の効率化などの動きが加速され

た。さらに，株式会社の農業分野への参入，

農地の流動化など，これまでタブーに近い

難題も雪解けの方向に動くようになった。

これらは日本農業の高コスト体制の改善を

促し，日本農業の全般的な競争力の向上に

つながっている。

　日中間の経済構造は補完的であり，農産

物の場合特にそれが当てはまる。これまで

約10年間，豊富な労働力を抱えている中国

が，高齢化と労働力不足に伴う日本農業の
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第7表　中国の魚介類の貿易
（単位　10億ドル，％）

金
額

輸　　入

計 米国

1998年
99　
00　
01　

シ
ェ
ア

98　
99　
00　
01　

6.66
8.83
12.12
13.31

100.0
100.0
100.0
100.0

0.55
0.55
0.80
1.00

8.3
6.2
6.6
7.5

ロシア 日本

2.77
2.57
3.46
4.88

41.6
29.1
28.5
36.7

0.85
1.81
1.35
1.06

12.8
20.5
11.1
8.0

EU

0.56
0.81
0.67
0.82

8.4
9.2
5.5
6.2

輸　　出

計 日本

17.37
19.47
22.70
25.92

100.0
100.0
100.0
100.0

7.37
8.39
9.06
9.64

42.4
43.1
39.9
37.2

EU

2.66
2.15
2.92
3.63

15.3
11.0
12.9
14.0

資料　第6表に同じ



       

供給力不足を補うという日中補完の体制が

構築されつつある。今後，両国は現実を踏

まえて中長期的な視野で，中国からの安

全・安定的な食料品およびその加工品の供

給システムをどう構築するかを考える必要

がある。

　（3）　貿易摩擦の増加

　日米中の農産物貿易の拡大に伴い，相互

間の貿易摩擦も増加している。日本の農産

物貿易問題については， 体制のもと

では牛肉やオレンジなどが象徴するように

米国への市場開放の段階，つまり先進国間

の農産物貿易摩擦であった。いまは先進国

に加え中国など途上国との摩擦にも発展し

てきた。

　日中間では，2001年４月に中国のネギ等

３農産物に対する暫定緊急輸入制限措置

（セーフガード）が発動されたことは，日中

間農産物貿易は拡大と摩擦並存の時期に

入ったことの発端といえよう。

　今年に入ってから，中国産冷凍ホウレン

ソウの残留農薬問題は日中間の農産物貿易

の最大の問題となっている。中国産冷凍ホ

ウレンソウを巡っては，今年３月以降の約４

か月で検査件数646件のうち6.5％に当たる

42件で残留農薬違反が見つかっていた
（注13）

。こ

れへの対策として，厚生労働省は７月10

日，商社や食品メーカーなど輸入業者で組

織する「日本輸入食品安全推進協会」など

の業界３団体に対して，中国産冷凍ホウレ

ンソウの輸入自粛要請を行った。また，今

年７月に食品衛生法を改正し，違反が相次

いだ場合，その国からの特定の食品の輸入

を包括的に禁止する権限を新たに加え，９

月７日に実施するようにした。

　中国産野菜の輸入はこの問題が浮上した

５月ごろから減り始め，８月に入ると輸入

件数は激減し，第一週の輸入件数は２件，

第二週は１件となった。外食店などでも中

国産の取扱いを縮小する動きが広がってい

るため，中国産野菜の輸入減少が目立って

きている。2002年９月時点で，中国産野菜

に対して，ホウレンソウやブロッコリー，

マツタケなど８品目で100％モニタリング

を行っている
（注14）

。

　こうした日本政府の動きに対して，中国

側はこれが貿易保護主義であり，中国産の

輸入を制限するのが目的だと抗議し，早急

に障壁を取り除くよう求めた。日本の検疫

体制について中国側が問題視しているの

は，①ホウレンソウの残留農薬の基準値

が，ダイコンに比べて300倍も厳しいのは不

合理，②中国産生鮮野菜の検疫に４日もか

かる場合が出ており鮮度が落ちる，③検疫

費用が大幅に上昇したため日本の商社が注

文を取り消すケースが出ている――などで

ある
（注15）

。

　こうした中国との農産物貿易摩擦はこれ

までの米国との摩擦とはやや異なる。前述

したように，日本の対中農産物輸入の９割

以上が日系アグリビジネス企業や商社の中

国での開発輸入によるものである。このた

め，日中間の農産物貿易摩擦は同時に日本

国内企業間・業界間の利益調整の問題でも

あり，日米の貿易摩擦より複雑になっている。
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　日米中を絡む摩擦について，鶏肉が一つ

の例である。2001年６月から2002年４月ま

で，日本は中国産と米国産の鶏肉を対象に

計９回の輸入停止措置を発動している
（注16）

。し

かし，2000年以前に伝染病などを理由に鶏

肉の輸入停止措置が発動されたのは97年に

香港で家禽ペストが発生した時の１回だけ

である。米通商代表部（ ）が2002年４

月２日，日本の鶏肉輸入停止措置を「科学

的根拠がない」と批判し，日本政府がこれ

に反論するなど，通商問題にも発展してい

る。また，前にも述べたが，近年中国が対

米鶏肉の輸入が増加しているが，これは中

国の対日鶏肉輸出増という前提にたってい

る。日本の対中鶏肉輸入が制限された分，

中国も何らかの方法で対米輸入を減らし，

米国の不満をもたらした。10月14日の

誌には，中国が 加盟したの

に，米国からの鶏肉が逆に減ったことを強

調する記事が載っている。

　米中間の農産物貿易摩擦は上述した大豆

など 作物の貿易摩擦が代表例であ

る。2002年に中国の大豆輸入は約1,400万

トンにも上り，中国は紛れなく世界最大の

輸入国である。そのうち，対米輸入は半分

以上を占め，米国にとって10億ドルにも及

ぶ最大の輸出先になっている。一方，大豆

輸入の急増は中国国内の大豆農家に大きな

打撃をもたらしており，また輸入大豆は

のものが多いという問題もある。そこ

で，中国は遺伝子組換え作物の輸入手続き

を強化する方針を2001年６月に出した。

　これに対して，米国側は強い不満を表

し， の会合でも数回にわたって強く

抗議した。2002年２月のブッシュ大統領訪

中の前に，米国側は数回にわたって米国農

務省，国務院と通商代表部からなる交渉団

を北京に派遣し，中国側にその実施撤廃と

措置の改善を求めてきた。結局，ブッシュ

大統領が北京訪問したときの首脳間交渉を

経て，３月20日に実施が予定されていた輸

入手続きの強化は2002年12月20日までに簡

素化する方針
（注17）

でとりあえず決着した。しか

し，この問題は再び米中間の通商問題にな

らないとは限らない。

　中国のトウモロコシ輸出についても米中

間は摩擦の火花が飛び散っている。韓国

や，マレーシア，インドネシアなど東アジ

ア市場で米国産と中国産のトウモロコシは

競合している。中国は99年から 加盟

の2001年末までトン当たり386元（約46米ド

ル）の補助金をつけて輸出した。99年に431

万トン，2000年に1,047万トン（前年比142.9

％増），2001年に600万トン（前年比42.7％

減）のトウモロコシが上述の市場に対して

輸出された（前掲第３表参照）。

　2001年末，中国は 加盟にあたって

その条件の一つとして輸出補助金の撤廃を

約束した。これで中国のトウモロコシは東

アジア市場から消えるであろうと米国側は

予測していた。しかし，中国は輸出補助金

の代わりに鉄道輸送建設基金（輸送費用の

一種）と輸出増値税（付加価値税）の減免と

いう奨励措置を実施した
（注18）

。それに，今年米

国トウモロコシの減産によりシカゴ相場は

４年ぶりの高値を記録したことを加え，１
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～９月まで中国は約720万トンのトウモロ

コシを輸出し，前年同期比54.7％の大幅増

となった。

　米国はこれを米国産トウモロコシの輸出

への脅威と見ており，「中国は 加盟の

約束を守っていないのではないか」という

不満を，米国農務省外国農業サービス局

（   ， と略

す）を訪問時に聞いた。同じこの は

2002年10月２日に「   

   」というレポートを出

し，東アジア市場で米国産トウモロコシの

シェアは中国産に席巻されていると指摘

し，強い関心を示した。 パネルに提訴

するかどうか不明だが，米中間の摩擦の一

つになっているのは事実である。

　（注13）　日本経済新聞2002年10月18日
　（注14）　「資料日中経済02年8・9月」29巻4号，日中
経済協会，2002年10月31日

　（注15）　日本経済新聞2002年9月6日
　（注16）　ニワトリの伝染病には「ニューカッスル
病」「鳥インフルエンザ」などのほか，鳥インフル
エンザのなかでも病原性が高い「家禽（かきん）
ペスト」などがある。農水省は外国でニワトリの
伝染病感染が確認された場合，発生地から半径50
㎞圏内の鶏肉を輸入禁止とし，禁止は最終発生か
ら90日間という原則をとっている。（日本経済新
聞2002年5月2日）

　（注17）　簡素化措置というのは，中国農業部が2002
年3月11日に出した「遺伝子農産物安全管理臨時
措置公告」であり，もともと3月20日に実施が予定
されている「農業遺伝子生物安全管理条例」は
2002年12月20日に延期するという措置である。そ
のポイントは，遺伝子組換え作物の輸入は，米国
側の安全証書だけで中国農業部に登録すればよ
いということである。もともとの遺伝子組換え生
物安全管理措置によれば，遺伝子組換え植物の輸
入は，中国側の検査を受け，中国農業部の安全許
可を取る必要があり，中国側は安全証書を許可す
るには最大270日かかるということである。

　（注18）　「未来国内トウモロコシ輸出入貿易情勢分
析」中国農網，2002年10月10日

　（4）　摩擦緩和への取組み

　全世界の貿易額に占める農業の割合が１

割も満たないのに， 貿易紛争に占め

る農産物紛争は約４割にもなっていること

が示すように，農業は政治および社会安定

と密接にかかわっており，利害調整が難し

く，もともと紛争が起こりやすい。

　今後，日中間，米中間の農産物貿易が拡

大することが予想されるなか，摩擦も確実

に増加することとなろう。こうした摩擦を

緩和するために，また未然に防ぐために，

日米中では政府間・民間による定期的な話

し合い・情報交換の枠組みを整備していく

必要がある。

　日中間では，定期的に農産物など個別通

商問題を話し合う日中経済協議が2002年春

に始まり，これは積極的な動きだと言え

る。この意味で，ネギなど中国の農産物３

品目に対するセーフガードの本発動回避の

ために，日中間は粘り強く交渉し，本発動

決定期限の2001年12月21日のどたん場で協

議が決着し，双方が に提訴する最悪

の事態が避けられたことは，評価されるべ

きである。

　また，今回のホウレンソウ農薬残留問題

についても，日本の厚労省と中国の検疫当

局との間で７月末に局長級の協議が開かれ

た後，８月に課長級会議が開かれ，初の実

務者同士の本格的な顔合わせが実現した。

また，双方の努力の下で，すべての中国産

ホウレンソウの輸入禁止を検討していた厚

生労働省は10月17日，中国側が示した改善

措置を評価して，輸入禁止措置の発動を見
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送る方針を決めた
（注19）

。中国側の改善措置とい

うのは，①６月に違反が相次いだクロルピ

リホスの使用を禁止した，②日本向け輸出

野菜の農場や加工工場を登録制とした――

などが含まれる。また，中国に対して，輸

出の際に厳格な残留農薬検査に合格した食

品だけを輸出するという改善措置を提案し

た。さらに，ほかの中国産食品でも安全性

が問題視されているため，厚労省は年内に

技術者を中国に派遣，安全管理体制を強化

することにした。

　ただ，安全性の基準や検査方法など，日

中間の隔たりはなお大きく，同様の摩擦が

増えるのは必至だと思われる。この隔たり

の縮小に向けて，双方は粘り強く交渉して

いくことに加え，双方の情報提供が欠かせ

ない。検査項目の増減や検査手法の変化な

どの情報は双方の関係者に迅速に知らせる

ことも重要であろう。また，農家への農薬・

化学肥料の使用など栽培の指導を強化し，

栽培と加工の管理を徹底することも不可欠

であるが，現在こうした措置がすでに広く

実施されている。

　もちろん，もっともベースになるのは中

国農産物の安全性の向上である。中国政府

は対日輸出野菜の農薬残留問題において相

次いで対策を打ち出している。農業部は８

月１日から，輸出用野菜の生産基地である

地方で，地方政府が実情に応じて農薬の使

用を制限できる「農薬使用制限管理規定」

をスタートさせた。この規定では，リスト

アップされた農薬以外でも，地方政府が「問

題がある」と判断した場合にはその農薬を

規制対象とすることができる。これにより

輸出用野菜の生産基地である地方では，輸

出先の国の事情に応じて特定の農薬使用を

制限することが可能となる
（注20）

。

　現実に，中国国内でも食料品安全性の意

識は昨年辺りから急速に高まってきた。そ

れへの対応として中国政府は今後５年間で

農産物の無公害生産を実現する方針を打ち

出した。その中身の一部として，「海外の先

進的な農産物安全基準の採用を奨励し，積

極的に進め，農産物加工の基準を国際的な

ものと一致させる。農産物の安全保証体系

として，農産物加工業品質基準体系，動植

物検疫，農産物，家畜，魚類に使用した薬

物の残留検査，環境検査，製品品質規制の

体系，農産物加工品，特に食品などの品質

認証体系の３つを早期に整備する」
（注21）

。これ

は，中国の農産物について国際基準に沿っ

た品質確保に本格的に取り組む意思表明で

あり，また，国際基準との整合性を強調す

ることで，安全性向上に力点をおいて輸出

増を図っていく戦略でもある。

　日中両国を問わず，低価格より薬物残留

や遺伝子組換えなど食品安全性に対する世

界各国の消費者の意識が高まってきてい

る。食品安全性を求めることは，今後の世

界農産物貿易の永久の課題といえる。ただ

し，科学的根拠のない基準の設定などは非

関税障壁と疑われかねないため，各国間の

話し合いの下でそれがないように心がけて

いくことが必要であろう。

　また，中国からの野菜等農産物の輸入を

安定的に行うために，日本の野菜作付面積
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や過不足の種類と数量などの情報をなるべ

く早い段階で中国側に知らせ，中国側はや

みくもに増産体制に入らないようにする枠

組みの構築も重要であろう。

　（注19）　日本経済新聞2002年10月18日
　（注20）　また，これに先立ち，中国は6月には既に使
用が全面禁止されているDDTなど毒性の強い農
薬18種類と，野菜や果物などへの使用が禁止され
ている21種類の農薬リストを改めて公表し，違法
な農薬製造の取り締まりや農民教育の徹底を決
めている。

　（注21）　北京2002年8月18日発新華社＝中国通信

　

　

　

　世界最大の穀物輸入国である日本。世界

最大の農産物輸出国である米国。世界最大

の農産物消費国である中国。この巨大な中

国市場を虎視眈々と見ている米国は，中国

の 加盟を利用して中国の農産物市場

の扉を大きく開くようにした。

　この中国の農産物市場の開放は，競争力

の弱い穀物等農産物の対米輸入が拡大する

一方，中国の潜在的優位性のある労働集約

的農産物の対日・対外輸出圧力が強まるこ

とを示唆する。言いかえれば，米国の対中

農産物輸出の圧力が間接的に中国の対日輸

出増の圧力に跳ね返ってくる可能性もある。

　また，今後，日本の食品加工メーカーは

原料コストと加工コストの引下げによる競

争力向上のために，中国への進出および開

発輸入をより活発化する可能性もあり，日

本の農産物市場の更なる開放を迫るのは必

至だと言えるかもしれない。さらに，今後

の地域貿易の流れである地域自由貿易圏

（東アジア自由貿易圏などと予想される）の形

成のためにも，日本は農産物市場の開放で

対応していかざるを得ない。そうでなけれ

ば，日本は地域経済の統合に取り残される

懸念がある。

　こうした農産物市場の開放圧力がいずれ

強まるなかで，日本は農業生産コストの引

下げと付加価値の向上を図りながら，食料

安全保障と農業の持つ多面的機能の発揮を

視野に入れて，中国など東アジアとの分業

関係を積極的に模索していくことが欠かせ

ない。さらに，日中を含めた東アジア間で

食料安全供給システムの構築を考える必要

もあるのではないか。それに向けて，日中

両国がリーダーシップを発揮していくこと

を期待したい。

　ただし，農産物，特に基礎食料である穀

物の供給は，社会安定に欠かせないうえ

に，自然環境に左右されやすいという特徴

を持つ。また，世界の農産物生産のなかで

外国貿易へ仕向けられる割合は，約1割程度

と低い。こうした不安定な・規模の小さい

国際市場に依拠して食料を確保していく政

治的経済的なリスクが大きいと言わざるを

得ない。

　この意味では，巨大な需要のある中国は

あらゆる措置を通じて，中国国内社会・政

治および国際市場に莫大な影響をもたらさ

ない，いわば食料安全保障に支障のない範

囲内で穀物の生産を維持していくことが不

可欠である。言い換えれば，長期的にみて

現在100％の穀物自給率が90％ぐらいへ下

がっていく可能性があるとしても，約90％
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の自給率は決して低い水準ではないし，ま

たそれを維持していく必要もある。これ

は，中国だけではなく，世界最大の穀物輸

入国である日本にもいえることであろう。

今後，先進国のなかでもっとも低い日本の

穀物自給率の問題が改めてクローズアップ

される可能性がないとは言い切れない。

　

（副主任研究員　阮　蔚（Ruan Wei）・

リャンウェイ）
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　市場経済のもとで競争を促進し，経済効

率を高め，経済的充足を図ること。これを最

も望ましいこととする時代が続いた。結果

として，人々のやすらぎと心の豊かさが失

われ，精神の病が広がり，同時に地域社会の

崩壊が進み，閉塞感・不安感が強まってい

る。自立した個人の協同で，地域と暮らしを

再生しなければならない時がきた。では，再

生の道をどう進むか。

　その問題意識で研究に取り組んだ農林中

金総研のチームが，成果をまとめ，広く読ま

れる期待を込めて市販した本である。総研

の専任４人，外部の研究者３人が執筆。総論

的な序章・第１－２章・終章と，各論の

テーマ別事例検討（第３－６章）及びイギリ

ス等・イタリアの事例検討（第７－８章，セ

クションのタイトル「…との事例比較」だが

「比較」の議論はない）という構成。各論の

テーマを簡略表記してみると「女性と高齢

者の起業」「行政と新住民組織の対応」「農協

視点」「地域通貨」。

　その問題意識に私は共鳴する。しかし私

の日常の実生活は地域社会と無縁であり，

また問題意識はあってもそれによる研究を

日常のものとしていない素人である。だか

ら，積極的に発言する資格がない。だが求め

られて感想を述べることは許されよう。問

題意識に共鳴するとき，それは義務かもし

れない。ということで，感想を記す。

＊

　この本にあげられている参考文献の数か

らうかがえることだが，その問題意識での

研究の蓄積は，相当なものである。そうした

なかでのこの本の独自性は何か。

　この本の「帯」に「…桎梏の共から…奔放

な協をめざして！」とある。それを切り口と

する独自性。だが率直に言って，この本の中

身は，それを切り口としていると言えそう

にない。

　独自性について，ほかには，この本は何も

語っていない。そこで私にとっての，この本

の独自性は何かを考えてみる。この問題意

識での研究の蓄積は相当なものだが，いく

つかのテーマを含んだ，包括的な本はそれ

ほど多くない。この本はその一つである。そ

して，素人にとって，考えを深める手掛かり

として有益である。そこに独自性がある。私

はそう思う。つまり，広く読まれることを望

みたい本である。

＊

　気になったことを少し記す。

　〈１〉　序章に「市場経済化の本質と地域

社会の崩壊」という見出しの，「近代資本主

義」「現代資本主義」をキーワードにした議

論がある。その議論に異論はない。しかし，

歩を進めての時期区分の議論は欠けてお

り，この本全体としてその視点は弱い。素

人の読者として大いに不満である。

　高度経済成長期を始点とするのが普通で

あろう。その後，地域社会の崩壊の現実と，

関係する政策とは，いくつかの時期に区分

できる展開をしている，と素人は，いや，素

中川雄一郎　　監修

農林中金総合研究所　　編

協同で再生する地域と暮らし
――豊かな仕事と人間復興――

棚 本 
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人でも思う。それを問題にしなくてよいの

か。なぜ，問題にしないのか。

　〈２〉　地域社会の崩壊には，それをもた

らす力の作用がある。社会・経済の仕組み

と政策の力。とするとき，地域社会の再生に

は，その力とくに，具体的に目にみえる政策

の力の作用から「守る」努力を欠かせない。

ところが，この本には「守る」という表現は

一度も出てこない。

　第２章に，実質それを思わせる表現＝視

点がある。――地域社会崩壊の「切羽詰まっ

た」必要に迫られて自治体が動く（54ペー

ジ）。――「守る」動きである。

　しかし「切羽詰まった」という状況認識

は，他の章ではほとんど見受けられない。だ

から「守る」という表現が出てこない。

　「守る」一色であるべきだ，と言おうとし

ているわけではない。「ゆとり，やすらぎ」

を求めることなど地域社会再生の努力は多

様であって当然である。その一つとして「守

る」がある。この本でその視点がほとんど欠

けているのは，なぜなのか。

＊

　農林中金総研のチームの作品だから，当

然に「農協」視点が示されている。第５章が

その議論であり，ほかにも随所で，農協（及

びより一般的に協同組合）への言及がみられ

る。しかし，この本は「農協」視点を軸にし

たものではない。第５章の内容は「農協」視

点の議論の一端にとどまる。それを軸とし

た研究は，このチームにとって次の課題と

されている。

　その課題に取り組むうえでの勘所につい

て，簡単にでも感想を記す必要を感じる。し

かし，それを取り止めにして，次のことを記す。

　農林水産省が４月に「『食』と『農』の再

生プラン」を公表し，そのなかで「農協改革

の促進」を唱えた。９月下旬に「農協のあり

方についての研究会」を発足させ，農協を指

導しようとしている。今，なぜ，役所が？　

まことに問題のある事態，と私は思うが，立

ち入らず，次のことを指摘する。

　役所は，促進すべき農協改革の内容とし

て何を考えているのか。これまで散発的に

伝えられてきたものをみると，市場原理・

経済効率を基本視点とするものばかりであ

る。例えば，激化する競争のなかで生き残る

ために，企業界の先進手法を学べ，と。しか

し競争相手の手法をいくら学んでも勝てな

い。これが常識であろう。

　生き残るためには，競争相手にない農協

が独自に持っているものを拠り所にしなけ

ればならない。それは何か。組合員さらには

より広い地域住民による「地域再生」の活動

である。農協は，生き残るために，というよ

り組合員（地域住民）の人間としてのニーズ

に応えるために，その活動に関わり，それを

拠り所にすることを強めなければならな

い。その方向での農協改革。

　「地域再生」を主題とするこの本は，その

ような農協改革に取り組むうえで重要な参

考になる。改めて関係者に，この本を読むこ

とを勧めたい。

農林金融2002・12
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銘柄牛のブランドの維持・管理
――　松阪牛を対象として　――

　

　

　

　2001年に日本で初めてBSEに汚染した牛が発見され，これによって，牛肉市場は縮小し生

産者と消費者ともに大きなダメージを受けることとなった。また，雪印食品に端を発した食

肉偽装ラベル問題は，食肉流通を根幹から揺るがす大事件に発展した。

　この２つの事例が示していることは，商品の信頼性が持つ重要性である。牛肉のような食

料品は，売り手と買い手との間に情報の非対称性が発生しやすい。消費者が外観だけで判断

することはきわめて困難である。消費者が不利益を被らないようにするためには，商品に関

する情報を示すラベルが重要であり，その情報が正しくないとなると，消費者は商品に関す

る重要な情報源を失うことになる。

　本稿で取り上げる銘柄牛は，この点において参考になる。銘柄牛は，すぐれた育種や肥育

技術によって生産される高い品質の商品だけでは成立するわけではない。偽物を排除するよ

うな仕組みを構築して，消費者に納得してもらえなければブランドは確立しない。

　まず，生産者は卸売業者との間では，生産条件（子牛や肥育の条件）と格付けの２つの点に

おいてブランドの定義に合致していることを保証することが重要である。単純に格付けだけ

でブランド化が決まるわけではなく，生産条件の確認も必要である。たとえば，東京市場に

出荷する際には，肉牛の産地を確実に証明する必要がある。

　その後，枝肉は部分肉や精肉となるが，このような形態の変化によって商品の確認は困難

となる。そのため，枝肉に押印しかつ証明書を発行している。同時に，可能な限り閉鎖的な

流通網を構築し，その範囲で品質を保証する。

　さらに，今回の制度変更によって生産や出荷においてこれまで曖昧であった点が解消さ

れ，出荷は一元管理される。また，格付けによる格差を是正し，独自の家畜個体識別システ

ムの導入で他の生産地よりも多くの情報を公開して消費者の不安を解消し，ブランド力を一

段と高めることが可能になるであろう。

　しかしながら，松阪牛の事例は圧倒的なブランド力に支えられたものであり，ほかに適用

可能かという問題については今後の検討課題である。

〔要　　　旨〕
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　2001年９月10日に日本で初めて に

汚染した牛が発見され，これによって，牛

肉市場は縮小し生産者と消費者ともに大き

なダメージを受けることとなった。これに

ついては，すでに農林水産大臣と厚生労働

大臣の諮問機関として設置された「 問

題に関する調査検討委員会」が農政に対す

る厳しい批判を行っており，行政の責任は

重い。

　また，雪印食品に端を発した食肉偽装ラ

ベル問題は，食肉流通を根幹から揺るがす

大事件に発展した。流通されている牛肉と

その標示が異なるという前代未聞の不祥事

に消費者の不信は高まり， の影響と相

まって牛肉需要は減少するようになった。

　この２つの事例が示していることは，商

品の信頼性が持つ重要性である。牛肉のよ

うな食料品は，売り手と買い手との間に情

報の非対称性が発生しやすい。消費者が外

観だけで判断することはきわめて困難であ

る。したがって，情報という面で有利な立

場に立つ売り手が不法な利益を得ることは

容易である。消費者が不利益を被らないよ

うにするためには，商品に関する情報を示

すラベルが重要であり，その情報が正しく

ないとなると，消費者は商品に関する重要

な情報源を失うことになる。

　本稿で取り上げる銘柄牛は，この点にお

いて参考になる。銘柄牛は，すぐれた育種

や肥育技術によって生産される高い品質の

商品だけで成立するわけではない。偽物を

排除するような仕組みを構築して，消費者

に納得してもらえなければブランドは確立

しない。そのため，様々な工夫がなされて

おり，そのような手法は低迷している現在

の牛肉市場を活性化させるためには参考に

なるシステムである。そこで，本稿では，

松阪牛を対象にして，そのブランド確立の

仕組みについて最近の制度変更も含め可能

な限り分析をしてみたい。

　

　

　

　（1）　全般的な生産及び市況の状況

　最初に全国の生産及び流通の現状につい

１．はじめに

目　次

１．はじめに

２．牛肉の需給関係と生産状況

　（1）　全般的な生産及び市況の状況

　（2）　流通の現状

３．松阪牛の事例

　（1）　松阪牛の定義と生産の現況

　（2）　出荷体制と流通経路

　（3）　格付けと小売

　（4）　品質保証のシステム

４．まとめ

　　――松阪新システムの意義――

２．牛肉の需給関係と生産状況
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て整理する。

　第１図に示されているように，飼養戸数

は，引き続き減少傾向を示しており，2001

年には11万戸と最近の10年間だけで半減し

ている。特に小規模層における飼養戸数の

減少が著しい。他方，2000年の肉牛の総飼

養頭数（肉用種と乳用種の合計）は280万頭で

減少傾向にあるものの，飼養戸数ほど減少

幅が大きくないために，2001年の１戸当た

りの飼養頭数は25.4頭と91年（12.7頭）の倍

になっている。

　容易に想像できることであるが，飼養頭

数における大規模層のシェアは拡大してお

り，200頭以上層のシェアは96年の39％から

2001年には45％まで増加している。飼養頭

数を県別に見ると，最も多いのが北海道で

全体の約15％を占め，鹿児島（約12％）や宮

崎（約９％），熊本（５％）といった南九州地

域がその後に続いている。

　現在，肉用に仕向けられている牛は，和

牛，乳用牛及び 1（乳牛を母に，和牛を父と

した交雑種）に分けられる。2000年のと

畜頭数は約130万頭で，そのうち和牛

が57万頭で乳用牛（ 1を含む）が約69万

頭と，実際には乳用牛の方が多くなっ

ている。 1が乳用牛のと畜頭数を押し

上げている。

　和牛の内訳を見ると，めす和牛（約

28万頭）で去勢和牛（約29万頭）とほぼ

同じ頭数である。ちなみに，期首在庫

と期末在庫との差を考慮した推定出

回り量を見ると，2000年の推定出回り

量が約109万トンで，そのうち輸入品

が72万トンであるから，国産は出回り量全

体の約３分の１の規模である。

　ところが，2001年９月に発生した に

よって，牛肉生産は甚大な影響を受けるこ

ととなった。 発生の翌月の2001年10月

には，と畜頭数，牛肉生産は半分にまで減

少した。枝肉の卸売価格も急落した。と畜

頭数はその後回復し2002年になると前年並

みの水準にまで戻っているが，流通出回り

農林金融2002・12
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第1図　飼養戸数と総飼養頭数の推移
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第2図　牛肉の生産量・輸入量・流通出回り量と
期末在庫量の推移　　　　　
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量や輸入量が低水準で推移する一方で，期

末在庫量は高水準である。輸入数量の低迷

に助けられ国内産肉牛のと畜頭数こそ回復

しているが，在庫の積み上げに依存してい

る（第２図）。事実，「家計調査」によると牛

肉の家計消費量はまだ完全には回復してい

ない。

　卸売価格は依然として低迷しているが，

格付けによって価格の動きが異なっている

（第３図）。乳用牛は，交雑種を含めて依然と

して対前年同月比で大幅な下落を記録して

いるのに対して，和牛の価格低下には歯止

めがかかりつつある。特に，和牛めす 5の

価格は，元々下落率が低いこともあり，2002

年に入ると対前年同月比と同じ水準までに

回復している。和牛の 4や 3について

も， 5ほどではないが，回復傾向をみせて

いる。このように，格付けのランクによっ

て価格が大きく異なるという現象がますま

す強まっている。

　（2）　流通の現状

　農家で肥育された肉牛は，様々なルート

を通じて消費者まで流通される。最初に，

生産者からと畜場までは，農

協や家畜商経由で出荷する

か，または生産者自ら持ち込

む。83年から94年までのシェ

アを見ると，農協系が31％か

ら49％へ，生産者自身が持ち

込む場合も５％から18％まで

に増えているのに対して，い

わゆる家畜商のシェアが63％

から33％まで減少しているのが特徴的であ

る（第４図）。

　と畜場は，大きく食肉卸売市場に併設さ

れていると畜場と農林水産省が推進してき

たいわゆる食肉センター，その他の一般と

農林金融2002・12
73　‐　867

第3図　枝肉の規格別卸売価格の推移（対前年同月比）
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資料　農林水産省「食肉流通統計」「食肉市況情報」

①A5めす牛
②A3めす牛
③A5去勢牛
④A3去勢和牛
⑤C2乳用種めす牛
⑥B2乳用種去勢牛
⑦B3交雑種めす牛
⑧B3k交雑種去勢牛
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⑦
⑤
⑥

第4図　流通主体間取扱シェアの推移

資　料　（財）農村金融研究会（2001）「牛肉流通の現状」
原資料　「肉用牛流通構造調査」（83年， 88年），「畜産物流
　　　通構造調査」（94年）
（ 注 ）　（　）の数値はと畜数に対する流通量の割合を83年，
　　　88年， 94年ごとにプロットした数値。
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家畜市場

食肉センター 一般と畜場卸売市場

搬　　　出　　　先

食肉問屋 その他農協連 食肉加工
業者

量販
店

小　　売　　店　　等

専門
店 加工 外食産業量販店

（5.2→7.0→18.2） （31.4→37.2→49.1） （63.4→55.8→32.8）

（36.7→33.9→34.1） （28.6→34.3→40.5） （34.8→31.8→25.3）

（41.0→40.5→50.4） （15.2→17.6→21.9）（12.7→14.1→12.6）



       

畜場に分けられる。やはり83年から94年ま

でのシェアの推移を見ると，食肉センター

のシェアが29％から41％まで大きく増えて

いるのに対して，卸売市場併設と畜場が

37％から34％へ，一般と畜場も35％から

25％まで減少している。とりわけ，一般と

畜場の減少が際立っている。品種別では，

卸売併設と畜場では，和牛の比率が高く

なっているのに対して，その他のと畜場，

特に一般と畜場では乳用牛の比率が高く

なっている。

　牛肉の消費形態を見ると，近年それまで

大半を占めていた家計消費の比率が低下し

ている。75年に70％を占めていたが，その

後次第に低下して95年以降は40％前後で推

移している。これに対して増えているのが

業務用，外食向けで，75年には20％に満た

なかったが，90年代後半には50％を超え，

2000年には54％に達している。

　以上が肉牛の生産・流通の概況である。

次に，松阪牛を取り上げて，そのブランド

管理について紹介する。

　

　

　（1）　松阪牛の定義と生産の現況

　銘柄牛の代表格が松阪牛である。松阪牛

とは生後７～８か月の主に但馬地方の子牛

を松阪市を中心とした地域で肥育した牛の

ことで，出荷する６～８か月前になると，

ビールを飲ませて食い止まりを防止するな

どの独特の肥育方法を用いていることで有

名である。

　これまで松阪牛と認定されるためには，

おおよそ次の４点を満たさなければならな

い。①肥育地域の限定。三重県の中央部を

流れる雲出川と宮川に囲まれた中山間地帯

を中心とした地域で育てられた牛，②和牛

の限定。全国和牛登録協会に登録された黒

毛和種で，兵庫県系（但馬系統）のメスの処

女牛，③限定地域内の生産農家で500日以上

飼育された牛，④日本食肉格付協会の基準

に従う等級のうち， 5と 5の上位２位ま

での牛，という基準がある。ただし，これま

では松阪肉牛協会と松阪肉牛共進会，松阪

肉牛生産者の会によって若干異なっていた。

　松阪牛は，但馬牛の雌処女牛を対象とす

るが，但馬牛にとっても出荷先として松阪

はきわめて重要な地位を占めている。2000

年度には，兵庫県産の雌子牛の販売総頭数

5,222頭のうち三重県に販売されたのは

1,535頭で，総販売頭数の29％を占めた（第

１表）。1998年度には雌子牛の販売総頭数

5,655頭のうち三重県への販売頭数は1,940

頭（34％）であったから，三重県向けの販売

はやや減少しているともいえる。

　また，これまでは松阪牛の子牛は但馬牛
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３．松阪牛の事例

第1表　兵庫県の相手先別子牛の出荷（2000年度）
（単位　頭数）

雌子牛

2,377
1,535
770
191
117
44

兵庫県内
三重
滋賀
徳島
京都
鳥取

頭数

販売総
頭数　 5,222

45.5
29.4
14.7
3.7
2.2
0.8

比率

100.0

去勢子牛

4,030
719
436
268
168
88

兵庫県内
滋賀
香川
徳島
京都
三重

頭数

販売総
頭数　 5,964

67.6
12.1
7.3
4.5
2.8
1.5

比率

100.0

資料　全農兵庫「平成12年度家畜市場成績」



       

というイメージが強いが，宮崎や岐阜から

も兵庫産系の子牛を一定数調達している。

たとえば，宮崎県の場合，2000年に販売さ

れた雌子牛36,219頭のうち，三重県向けに

1,753頭が販売されており，兵庫県の三重県

向け雌子牛販売頭数を上回っている。松阪

牛にとって，宮崎県は兵庫県と並ぶ極めて

重要な子牛供給地域となっている。

　松阪牛の場合，肥育期間が長いだけに，

売上を増やすには肉質だけではなく重量も

必要となってくる。したがって，但馬と比

べても肉質的に遜色なくかつ増体力に優れ

た宮崎産子牛も一定数導入されている。

　（2）　出荷体制と流通経路

　2000年の相手先別出荷頭数を見ると，総

出荷頭数2,858頭のうち東京向けが1,529頭

で近畿や中京，地元などその他の地域向けが

1,329頭となっている。そのうち， 5や 5

の格付けを受けたいわゆる上物は東京食肉

市場で848頭，その他の地域が737頭で，全

体の60％弱を占める。以前は80～90％を

記録していただけに，近年低下傾向にある
（注1）
。

　松阪牛の流通は，共進会を除けば，東京

向けと地元及び関西，中京圏に大別でき

る。東京への出荷は，生体で東京食肉卸売

市場に出荷される場合が多い。地元や関西

方面への出荷は，三重県松阪食肉公社に運

び込まれて枝肉にされた後に，大手スー

パーや小売店に送られる。なお，近年の傾

向としては，東京向けの生体出荷が多く

なっている。

　東京への出荷は，定時・定量出荷するた

めの調整が必要である。また，生体で東京

市場に運搬する黒毛和牛の場合には，東京

食肉卸売市場に併設していると畜場の処理

能力や の検査能力に限界があるた

め，出荷枠が決められている。したがっ

て，事前の調整が不可欠である。その割り

当ては実質的に出荷業者ごとに決まってお

り，業者はその枠内で出荷量を調整してい

る。スポットで生体を出荷して枝肉をセリ

にかけることは不可能である。枝肉で搬入

した場合，傷が出てしまい格付けが下がる

可能性があり，東京出荷の場合には生体出

荷が中心となる。

　（注1）　松阪肉牛協会におけるヒアリングより。

　

　（3）　格付けと小売

　と畜された肉牛は，格付けされた後に卸

や小売へと販売される。そこで，まず格付

けの仕組みについてまとめておく。

　日本における食肉規格格付事業は，1961

年に公布された畜産物の価格安定等に関す

る法律の施行とともに実施された。当時

は，社団法人日本食肉協議会が事業を担当

していたが，食肉に対する需要が拡大し，

流通形態も広域になってきたために，1975

年に当時の畜産振興事業団（現,農畜産業振

興事業団）や都道府県等を会員として，日本

食肉協議会の格付事業部門を分離継承する

形で社団法人日本食肉格付協会が設立され

た。

　牛肉格付けでは，「歩留等級」と「肉質等

級」の分離評価方式が用いられ，表示は歩留

等級と肉質等級の連記表示となっている
（注2）

。
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歩留は，第６～７肋骨間の胸最長筋（ロース

芯）面積，「ばら」の厚さ，左半丸冷と体重

及び皮下脂肪の厚さの４項目の数値を，決

められた計算式に入れて歩留基準値を決め

る。そのうえで，この基準値より良いもの

が ，標準が ，標準より劣るものが と区

分されている。

　肉質等級は，「脂肪交雑」「肉の色沢」「肉

の締まり及びきめ」，「脂肪の色沢と質」の

４項目について，やはり第６～７肋骨間切

開面で判定されている。たとえば，脂肪交

雑はいわゆる「サシ」のことで，胸最長筋

（ロース芯）面積及び周囲筋の状態でビー

フ・マーブリング・スタンダード（ ・ ・

）で12段階の基準により１～５の５等級

に区分されている。肉質等級の決定は，こ

れら４項目について判定し，１～５等級に

区分され，最も低い格付けによって全体の

格付けが規定される。最終的には，歩留等

級と肉質等級が連記表示される。

　現在，東京食肉市場では，松阪牛（和牛・

生体）は近江牛とともに毎週月曜日に上場

される。セリにかけられる枝肉の識別は，

セリ場にある掲示板に，産地や属性が示さ

れる。また，セリの前に，上場する牛を示

す表が，食肉市場の担当職員によって作成

され，配布される。

　この情報に加え，松阪肉牛協会から肉牛

別の生産者や子牛に関する情報が提供され

る。松阪牛のブランド管理の中心が松阪肉

牛協会である。同協会の事務所は，松阪市

役所の中にあり，実質的に松阪市の農林水

産課の職員が兼任している。このほかに，

東京事務所を設置して，職員１名が食肉市

場や業者との折衝を担当している。協会の

会員は，現在450ほどで，一定の入会費，年

会費，看板代を支払って入会している。現

在入会待機者が多数おり，協会加入への需

要は 以降も衰えないという
（注3）
。

　松阪肉牛協会は，家畜商から問屋，小売

店，料理店まで肥育から販売までの一連の

業種を含む団体であるが，実際には卸売業

者や小売店がほとんどで，生産者も若干含

まれるが名目的な会員である。松阪牛を取

り扱う小売店には，けやき板の松阪肉牛協

会会員証と「松阪肉販売店指定証」が渡さ

れる。都内の小売店や料理店だけで会員の

半数を占め，都内の比重が高い。なお，米

沢牛を松阪牛と偽って販売した東急百貨店

系の食肉販売会社「セントラルフーズ」な

ど，昨年までなかった除名処分措置が2002

年だけで３回発動されている。

　協会の東京事務所には子牛登記証明書

（血統書）が置かれており，肉牛の属性に関

する詳しい情報を入手することが可能であ

る。買参人は，このような情報を利用しな

がら，セリ前に自ら枝肉をチェックする。

そうすることで，小売の要求に応えられる

枝肉を購入することができるのである。

　先述した条件をクリアして， 5あるいは

5の格付けになると，松阪牛として販売す

ることができる。購入した業者に対して，

「松阪肉牛証」と記された証明書が渡され

る。これは松阪肉牛協会が， 5や 5を買い

入れた業者に対して，１頭につき１枚発行

している紙札で，松阪牛を買い入れた証拠
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となる。

　また， 5もしくは 5の格付けを取得し

て松阪牛と認められる枝肉には協会の判が

押される。具体的には松阪牛の枝肉に６か

所押印がされ，肉牛証も６分割される。こ

れは，「こて」がついた鉄製の判で，協会か

ら委託された東京食肉市場と松阪食肉公社

だけに置かれている。格付協会の職員が格

付けをした後に，食肉市場の職員が格付け

を確認して刻印を押している。

　近年，上位の格付けの比率が低下する傾

向にある（第２表）。日本格付協会のデータ

によると，2001年のと畜頭数86万頭（格付率

78.6％で対前年比2.4ポイント増加）のうち 5

の比率は5.1％と低迷しており，肉質の低下

傾向は明らかである。松阪牛の場合も， 5

もしくは 5の格付けを獲得する牛の比率

はやや減少している。ただし，東京出荷分

の平均単価を見ると最近は昨年を上回って

いる（第３表）。

　なお，協会に所属している小売業者は年

間最低２頭購入することを義務付けられて

いる。先述したように，松阪牛１頭に対し

て肉証１枚が発行されるが，現在の取引は

部分肉が中心で，枝肉や半丸で購入するこ

とはほとんどなくなってきている。そのた

め，最終的には，協会が12枚のチケットを

回収すれば販売店としての要件を満たすこ

とになる。もし回収されない場合には，除

名されるが，通常は回収に支障はないとい

う。

　（注2）　日本食肉協議会（1998）「新編食肉の知識」
を参照。

　（注3）　松阪肉牛協会東京事務所でのヒアリングよ
り。
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第2表　等級別格付比率の推移
（単位　％）
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資料　日本食肉格付協会の資料より作成
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第3表　松阪牛（東京出荷分）の平均単価

2001年８月
９　
10　
11　
12　

上
場
年
月

42
44
10
58
77

頭数
（A5，B5）

資料　松阪市農林水産課資料
（注）　「…」は不明

2,791
2,786
2,721
3,602
2,913

平均単価
（円）

‐
99
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97

前年度対比
（％）
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９　
10　
11　
12　

上
場
年
月

…
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63
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84

頭数
（A5，B5）

…
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2,946
3,258
2,997

平均単価
（円）

2002．１　
２　
３　

35
55
78

2,812
3,762
4,535

94
133
166

2002．１　
２　
３　

38
55
60

2,970
2,829
2,722



       

　（4）　品質保証のシステム

　しかしながら，松阪牛の定義の中に格付

けが入っているために，小売の段階におい

て松阪牛とそれ以外の松阪産和牛，あるい

は松阪牛の品質に近い他産地和牛を区別す

ることは難しいという問題があった。同じ

松阪産和牛でも，いわゆる上物と他の等級

の肉牛との品質的格差はそれほどないにも

かかわらず，厳格な区別がなされその結果

としての価格差が生じる。また，同じ等級

でも松阪牛と他産地和牛の間にも価格差が

発生する。

　したがって，偽装することで収益を得る

ことが可能になる。松阪牛というブランド

にただ乗りすることで，収益を高めること

ができるのである。そこで，特定の格付け

の肉牛を区別できるような流通網を構築・

維持管理しなければならないが，管理が機

能しない場合にはブランドの信用失墜とい

う問題に直面することになる。

　そこで，新たに幾つかの対応策が取られ

ている。まず，４等級以下の松阪産和牛に

ついても表示の対象に含めることとした。

肉質等級５のみを松阪牛と定義してブラン

ド管理を行ってきた従来の手法を大きく変

えるもので，松阪産和牛全体のブランド維

持を図ろうとする目的がある。先述したよ

うに， の発生による牛肉市場の縮小の

中で，格付けの高い銘柄牛の価格は逆に高

くなっている。松阪牛の場合，その傾向が

顕著であり，その威力を背景に格付けによ

る区別を緩和することが可能になったと考

えられる。

　次に，生産の定義の厳格化と松阪牛独自

の個体識別システムの導入があげられる。

先述したように，松阪牛の定義はこれまで

統一されていたわけでなく，曖昧な部分が

残っていた。そこで，新たに松阪牛の生産

地を「雲出川と宮川を挟む地域とその流域

の22市町村」と限定し，曖昧な部分を排除

した。また，国の家畜個体識別システムを

拡充した松阪独特の個体識別システムを導

入し，より多くの情報を公開して消費者の

不安に応えようとする狙いがある。この点

について，さらに詳しく検討したい。

　まず基礎となるのが国の家畜個体識別シ

ステムである。家畜個体識別システムと

は，互いに重複することのない唯一の個体

識別番号をすべての家畜（牛）に付け，各家

畜にそれぞれの番号を印字した耳標を装着

することにより，家畜を識別・管理する一

連の仕組みをさす。農家は，あらかじめ配

布された耳標を装着し，全国データベース

を管理している家畜改良センターに売却・

導入等，家畜の移動について報告を行う，

という仕組みである。　　

　家畜個体識別システムがあれば，伝染病

等が発生した場合にも患畜牛や同居牛を即

座に追跡，所在を特定することができ，迅

速に対策を講じることが可能になる。当初

は，乳用牛のモデル事業を経て，2004年度

までに「個体管理情報新技術実用化促進事

業」として全国的に展開する予定であった

が， の発生を受けて，「家畜識別システ

ム緊急整備事業」として2002年３月末まで

に全国で飼養されている約450万頭の牛（乳
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用牛と肉用牛）すべてに耳標の装着を完了

し，補助事業によって個体識別システムを

緊急に構築することとなった
（注4）
。

　このような緊急性があるために，各都道

府県に関係する行政部局や関係団体を含む

地方推進協議会を設置し，装着体制や生産

者への説明を行っている。なお，基本的に

は生産者が自ら装着することになっている

が，期間が短いために「一斉装着チーム」

を編成している。耳標購入費や装着経費は

全額国の助成金で対応している。予定では

2002年３月末までにすべての装着が終了す

るはずであったが，４月15日時点で85％ま

で終了しているものと推定されている
（注5）
。

　全国データベースの管理は家畜改良セン

ターが担当する。全国データベースに蓄積

されている基礎情報は，個体識別を必要と

する団体が活用することになるが，情報の

保護に対する懸念もあり，十分なルール作

りが必要となる。このため，現時点では利

用者を限定した暫定的な利用を想定してい

るという。

　また，家畜の移動について農家等からの

報告が適切に行われることが，データベー

スが機能するための前提条件となる。その

ため，報告状況をチェックし，問題のある

農家等については改善を促すとともに，行

政機関等の関係機関の支援が必要不可欠で

ある。

　問題は，家畜個体識別システムが対象と

するのがと畜場までであり，それ以降の流

通段階については今後の課題となっている

点である。現在，と畜場等ごとに場内の受

付番号等を使用しており，個体識別番号を
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第5図　松阪牛個体識別管理システムの流れ図

資料　第3表に同じ

肥育農家
・導入報告
・出荷報告
・登記証の提出

管理内容
・導入牛の確認
・鼻紋の採取
・面容の撮影
・肥育確認（年数回）
・登記証の保管
・登記証預かり書
　の発行

コンピュータ管理
［インターネット］
・松阪牛の個体情報
・農家情報
・と畜・出荷情報
［証明発行］
・産地証明シールの発行
・産地証明書の発行

個体確認
・耳標番号の確認
・面容の確認
・子牛登記書の添付
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東京都食肉市場
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証明書
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証明書

シール

シール

シール
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活用できるようにするためには今後検討が

必要である。すでに，と畜場独自の判断で，

由来を証明できない牛を受け付けないとの

方針を示しているケースもあるが，まだ例

外的である。

　もし，各地の卸売市場や食肉センターに

おいても個体識別番号が活用され，枝肉，

部分肉にも個体識別番号が付けられれば，

食肉事業者や小売店等が牛の履歴情報を消

費者に提供することが可能となる。 や

偽装ラベルによって失墜した消費者の信用

を取り戻すにはこうした取組みが必要不可

欠である。　

　このような家畜個体識別システムを契機

に，松阪では新個体識別システムが導入さ

れた（第５図）。このシステムの目的は，個

体識別情報，肥育農家情報，と畜・出荷情

報を一元管理し，情報を提供することであ

る。国の個体識別システムとは別に構築さ

れており，重複する情報があるとはいえ，

生産者にとっては国への報告に追加される

わけであり負担となるが，登録しなければ

松阪牛の認証から除外されてしまう。

　管理主体は県の松阪食肉公社で，公社が

一元的に出荷を管理することにな

る。東京向けに生体で出荷される

肉牛についても公社を通すことに

なるため，出荷は完全に把握され

ることになる。この点は，物流とい

う点から見ると重要である。これ

までは必ずしも出荷頭数が厳密に

把握されておらず，それがただ乗

りを許す一つの原因となってい

た。それだけに，今回の出荷の一元化は大

きな意義を持っているものと考えられる。

　このシステムで提供する情報であるが，

国のシステムでは生年月日，性別，品種，

出生地，移動歴，死亡年月日の６項目につ

いて個体識別を行っているが，松阪方式で

はさらに牛の名号，３代祖，と畜日，格付

けといった情報についても入手可能である

（第４表）。

　また，と畜した枝肉に対して１頭当たり

１枚の産地証明書を，さらに小売段階の

パック商品向けには産地証明シールを発行

し，生産から流通，消費の各段階でインター

ネットを使って確認できる体制を構築する

予定である。なお，産地証明シールは，肉

質等級が５の牛肉とそれ以外の等級の牛肉

で色を変えてあり，格付けによる区別が分

かりやすいように工夫されてある（第６

図）。

　さらに，産地証明書と産地証明シールの

双方に個体識別番号が記載されているの

で，公社が管理している個体情報や農家情

報，と畜情報にアクセスすることが可能で

ある。これによって，末端の消費者は，購
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第4表　松阪家畜識別システムの管理情報

個体情報 農家情報 と畜・出荷情報

個体識別番号
性別
生年月日
出身地
肥育場所
移動履歴
と畜日
生体確認日
画像
牛名号
牛名号（父母，母の父，母の祖父）

肥育農家
導入日
肥育日数
農家名
住所
関係農協
給餌飼料

歩留
肉質
EMS
と畜場所
出荷日
出荷先
購買者（社名，住所，Tel，Fax）
産地証明発行日

資料　第3表に同じ



       

入した牛肉の産地証明シールの個体識別番

号を使って，個体情報をはじめとする各種

情報にアクセスすることが可能になる。た

だし，産地証明シールの発行枚数について

はこれから検討されるので，発行数の管理

方法によっては問題が発生することも予想

されるが，最終的には， で鑑定ができ

るという体制を構築して，流通業者にルー

ルを遵守するプレッシャーを与えるという。

　（注4）　食肉通信2002年4月23日付
　（注5）　（注4）に同じ

　

　

　

　

　市場や流通過程においてブランドを確立

するには，品質を保証する仕組みが必要と

なる。ブランド化の定義や規定に合致した

商品であることを買い手に証明する必要が

ある。

　まず，生産者は卸売業者との間では，生

産条件（子牛や肥育の条件）と格付けの２つ

の点においてブランドの定義に合致してい

ることを保証することが重要である。単純

に格付けだけでブランド化が決まるわけで

はなく，生産条件の確認も必要である。た

とえば，東京市場に出荷する際には，肉牛

の産地を確実に証明する必要がある。さら

に，ブランドの確立のためには，肉質だけ

でなく毎月一定数を市場に出荷することが

求められるため，安定的な供給体制を確立

することが前提条件となる。

　そのうえで，東京の場合であれば，東京

食肉市場での格付けと卸売業者との取引と

なる。その際には，出荷業者と市場，買参

人とのコミュニケーションが必要不可欠で

あり，松阪牛の場合，東京市場に職員を駐

在させて，市場との間で出荷数量の調整や

流通業者と情報交換を行っている。

　その後，枝肉は部分肉や精肉となるが，

このような形態の変化によって商品の確認

は困難となる。そのため，枝肉に押印しか

つ証明書を発行している。同時に，可能な

限り閉鎖的な流通網を構築し，その範囲で
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４．まとめ

――松阪新システムの意義――

第6図　松阪牛産地証明シール



       

品質を保証する。

　しかしながら，閉鎖的な生産・流通網の

構築は，出荷頭数を拡大するには不向きで

ある。出荷頭数を増やすためには，不特定

多数の流通業者の参画がどうしても不可欠

である。そうなると，品質を保証してただ

乗りを防止するコストが増大する。

　コストの面はともかくも，今回の制度変

更によって松阪牛の品質保証制度はさらに

強化された。生産や出荷においてこれまで

曖昧であった点が解消され，一元管理され

る。これらの措置によって偽称問題に対し

ては効果的な対応が可能になるものと考え

られる。また，独自の家畜個体識別システ

ムの導入で他の生産地よりも多くの情報を

公開して消費者の不安を解消し，ブランド

力を一段と高めることが可能になるであろう。

　しかしながら，格付けによる区別を緩和

するというのは，すでに確固たるブランド

となっている松阪牛だから可能になったと

いう面も否定できない。上物で確立した強

固なブランド力でそれ以外の等級の牛肉に

対しても利益を与えることが可能であるか

ら導入できる措置であり，松阪牛以外の銘柄

牛にも適用できるかどうか断定はできない。

　また，たしかに松阪独自の家畜個体識別

システムは，国のシステムに比べ提供する

データが多く，また消費者が識別番号を

使って履歴を確認できるなど画期的であ

る。しかしながら，提供される情報からど

の程度安全であるかは判断できない。その

ためには，安全性の検査を含めさらなる情

報の公開が求められる。また，流通におけ

る厳格なモニタリングも無視できない問題

である。いずれにしても，これらの問題に

ついては今後の課題としたい。

（副主任研究員　大江徹男・おおえてつお）
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　農協信用事業動向調査（以下「動向調査」）

は，全国の資金観測農協の協力を得て，年

２回実施しているアンケート調査である。

　このほど，平成14年度第１回調査結果（６

月実施）のとりまとめを行ったので，その概

要を紹介する。今回の調査では，管内の他

金融機関との競合状況，農協と他金融機関

等との間での資金流出入，住宅ローンの推

進のために実施している項目，農協の設備

投資の状況等についてとりあげた。

　

　

　動向調査の対象となった農協は，全国の

信用事業を営む農協から地域別組合数等を

勘案して選ばれた405農協である（14年６月

現在）。今回の調査では，そのうちの369農協

（集計農協）から回答が得られ，集計率は91.1

％であった。

　集計農協の１組合当たり平均の貯金残

高，貸出金残高は，ともに全農協平均の1.7

倍となっており，集計農協は，やや規模の

大きな農協が多い（第１表）。そのため，集

計農協が全農協に占める割合は，農協数で

は32.9％であるが，貯金残高では52.6％と

半分を占めている。

　また，貯金，貸出金の残高伸び率を比較

すると，全国農協の13年９月と14年３月の

前年比伸び率は，貯金が3.0％，2.0％，貸

出金が△0.9％，△1.2％であるのに対し，

集計農協は貯金が3.3％，2.3％，貸出金が

△0.1％，△0.7％であった。水準に差はあ

るが，伸び率の動きは同様の傾向を示して

おり，おおまかな資金動向をみる際の代表

性はあるものと考えられる。

　

　　

　

　農協と他業態との資金流出入を把握する

前提として，そもそも農協の管内にはどの

勢 
情
 

はじめに

平成14年度第１回農協

信用事業動向調査結果

２．管内の他金融機関との
　　競合状況　　　　　　

１．対象農協の概要
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第1表　集計農協と全農協との比較
――14年３月末――

（単位　百万円，％）

集計農協
（A）

全農協
（B）

（A）　　
　　（B）

（倍）

１農協当たり残高

貯金
貸出金

114,542
32,519

65,658
19,407

1.7
1.7

3.3
△ 0.1

貯貸率 28.4 29.6

3.0
△ 0.9

2.3
△ 0.7

集計農協 全農協

年度間増加率

13年９月末

集計農協 全農協

14．３

2.0
△ 1.2



      

ような金融機関が存在し，それら金融機関と

の競合関係がどのようであるのかを調べた。

　管内に存在する金融機関については，「郵

便局」の選択割合が99.5％，「信金」91.8％，

「地銀」90.8％といずれも９割を超えた。「第

二地銀」は77.2％，「労金」63.9％，「信組」

60.6％であった。「都銀」は純農村部で選択

する組合が皆無に近かったため30.7％と低

かったが，都市部に立地する農協では約８

割であった。

　管内に上記の金融機関があると回答した

農協について，それぞれの平均店舗数を集

計すると，「郵便局」が最も多く28.3店舗，

次いで多かったのは「農協」の21.6店舗で

あった（第２表）。最も少ないのは「労金」

の1.5店舗である。都市部に集中的に店舗を

構えている「都銀」の平均店舗数は7.4店舗

と，「第二地銀」（7.2店舗）や「信組」（4.6

店舗）よりも多い。

　これらの管内に存在する金融機関のなか

で，どの金融機関と競合しているかを質問

したところ（貯金，貸出金それぞれについて

回答は２つまで可能），貯金については約７割

の農協が「地銀」（68.9％），「郵便局」（67.5

％）を選択した。貸出金については，「地

銀」（83.5％）が最も多く，「信金」（60.1％）

がそれに次いだ。

　郵便局，地銀，信金については，それぞ

れ９割の農協が管内に存在していると回答

し，店舗数も比較的多く，農協と立地状況

が重複していると考えられる。特に地銀に

ついては，貯金，貸出金の両面で，多くの

農協で最大の競合相手とみなされているこ

とが分かる。

　　

　

　

　

　14年４月に定期性預貯金のペイオフが凍

結解除され，金融機関の間での資金流出入

に注目が集まった。

　動向調査では，７年度以来数回にわた

り，農協貯金と他業態等貯蓄商品との資金

流出入の状況に関して調査を行っている。

今回の調査では，「流入の方が流出よりも多

い」と回答した農協の割合が40.8％を占

め，「流出の方が流入よりも多い」（28.8％），

「流出・流入の動きは同程度ある」（23.1％）

の割合を上回った（第３表）。13年度は満期

到来した郵貯の定額貯金の一部が農協へ流

入したため，「流入の方が流出より

も多い」の選択割合が47.5％とか

つてない高水準となった。今回は

それを6.7ポイント下回ったが，過

去の調査と比較すると昨年に次ぐ

高水準であった。

　農協と資金の流出入があるのは

どの金融機関かをみるため，資金

農林金融2002・12
85　‐　879

第2表　管内に存在する金融機関の平均店舗数と競合状況
（単位　店舗，％）

　 郵
便
局

農協管内の平均店舗数 28.3

貯金について競合 67.5

貸出金について競合 4.9

信
金

10.6

41.1

60.1

地
銀

11.4

68.9

83.5

第
二
地
銀

7.2

20.8

40.5

労
金

1.5

1.3

8.1

信
組

4.6

6.3

16.1

都
銀

7.4

27.4

34.5

農
協

21.6

-

-

（注）　計算方法は、例えば管内に地銀があると回答した農協のみを対象に地銀
の店舗数、都銀があると回答した農協のみを対象に都銀の店舗数の平均値
を算出。

３．農協と他業態等との間の
　　資金流出入　　　　　　



      

流出入の有無を回答した全368組合に対し

て流出入先の金融機関の選択割合を算出し

た（回答は流出あるいは流入のある金融機関

を２つまで選択可能。第１図）。

　回答結果をみると，郵便局からの資金流

入があると回答した農協が全体の23.4％を

占め，最も多かった。ただし13年６月の調

査ではこの割合は40.5％であり，13年度は

高金利時に預入された定額貯金の満期金が

流入した農協が多かったが，14年度はその

要因が薄れたことが裏付けられる。

　郵便局に続いて，地銀（16.6

％），信金（13.3％），第二地銀

（11.4％）からの資金流入があ

ると回答した農協の割合が

高かった。

　一方，資金流出先は，郵便

局（18.8％），地銀（16.8％），

農協共済（9.8％）の選択割合

が高い。

　先にみたように，貯金につ

いては地銀，郵便局と競合し

ているという農協が多く，これらの競合す

る金融機関と農協の間で資金が出たり入っ

たりしている様子がうかがわれる。

　ただし，この調査結果は，流出入の状況

について示すものであり，具体的にどの程

度の金額が農協に流入し，貯金の増勢に影

響を与えたかをみることができない。そこ

で，動向調査では，毎年，１年間の貯金増

加額の財源別の内訳を質問している。今回

の調査結果では，13年度の貯金増加額の財

源として，最も大きな割合を占めたのは，

「他金融機関との預け替え」であり，増

加額の32.7％を占めた。次いで「年金」（27.6

％），「土地代金」 16.3％ の割合が高い。

「他金融機関との預け替え」は，昨年の32.2

％から0.5ポイント上昇し，調査開始以来最

も高い水準となった。資金流出入の調査結

果とあわせると，他金融機関から資金が流

入している農協の方が他金融機関に流出し

ている農協よりも多い。また金額的にも，

農協への流入額が流出額よりも多く，他金

融機関から流入してきた資金は農協貯金の
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第3表　農協と他業態との資金流出入の動き
（単位　組合，％）

（調査時点） 回答
組合数

14年６月調査 （368）

13．６ （396）

流入の方が
流出よりも
多い

40.8

47.5

流出・流入
の動きは同
程度ある

23.1

20.7

流出の方が
流入よりも
多い

28.8

21.0

流出・流入
の動きはほ
とんどない

7.3

10.9

12．11 （405） 38.5 23.0 27.4 11.1

12．６ （409） 36.5 39.3 24.2

11．６ （423） 16.6 59.8 23.6

９．６ （438） 8.6 70.5 20.8

８．６ （431） 0.7 92.6 6.7

７．10 （431） 5.1 64.3 30.4

（注）1.　「流出・流入の動きは同程度である」の選択肢は、12年11月調査より設定。
　　2.　各調査時点における直前半年間の動き。

（注）　流出入のある金融機関（選択は1位と2位の2つま
　　で）の数の調査回答全368組合に対する割合。

第1図　農協貯金との資金流出入のある金融機関
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増加財源となっていることが分かる。資金

流入の理由としては９割を超える農協が

「ペイオフを意識した預け替え」を挙げてお

り，４月の定期性預貯金のペイオフ凍結解除

が資金流入の主要な要因として考えられる。

　

　

　

　

　住宅金融公庫の段階的な業務縮小をう

け，民間金融機関では住宅ローンのシェア

拡大に向けた取組みに一層力を入れてい

る。農協では，貸出金全体の伸び率が△0.7

％（集計農協の14年３月末の伸び率）と前年比

減少しているなかで，住宅ローンの伸び率

は2.4％（同）と増加が続いている。

　それでは，住宅ローンを推進するため

に，農協ではどのような方策を行っている

のだろうか。具体的に実施している項目に

ついては，半数以上の農協が「広告，チラ

シ，ダイレクトメール」（56.9％），「金利優

遇」（51.7％）を選択した（第２図）。次い

で，「渉外体制の拡充」（44.2％），「農協内の

他事業との連携」（36.5％），「対象先を絞り

込んでのアプローチ」（32.9％），「ローン相

談会の実施」（31.2％）が多かった。

　調査票には第２図に示すとおり「その

他」を含めて14の選択肢を挙げたが，各農

協がこのうちいくつの項目を選択したかを

数えてみると，３項目という農協が23.6％

を占め最も多かった。次いで，２項目（22.2

％），4項目（14.6％），1項目（13.8％），5項

目（11.9％）の順に多かった。

　大まかな傾向としては，より多くの項目

を実施していると回答した農協において，

住宅ローン残高の伸び率が高い農協が多

い。住宅ローン推進のために様々な取組み

を行っていることが残高の増加に寄与して

いるとみられる。特に，選択肢として挙げ

た項目のなかで，「住宅ローン相談会の実

施」を選択した農協の伸び率は相対的に高

いという結果が得られた。

　ここで，半数以上の農協が

選択した「金利優遇」につい

て，その内容を詳しくみてみ

たい。金利の優遇方法は，

「キャンペーン等期間限定で

すべての利用者を一律優

遇」を選択する農協が35 .7

％と最も多かったが，「恒常

的に農協の利用度に応じて

優遇」（32.6％），「期間限定で

農協の利用度に応じて優

遇」（22.6％）も多く，回答が
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４．住宅ローンの推進のため
　　に実施している項目　　

第2図　住宅ローン推進のために実施している項目（複数回答）
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分かれた。「期間を限定せずすべての利用者

を一律優遇」は7.4％，「その他」が1.7％を

占めた。

　「期間限定」と「恒常的に」の回答をあわ

せると55.2％の農協では，優遇は農協の利

用度に応じて行っていると回答した。具体

的にどのような項目を条件としているかに

ついては，「給与振込」（86.8％）を挙げる割

合が最も高かった。その他「公共料金等の

引き落とし」（66.9％），「年金振込」（57.0％）

も多く選択された（第３図）。こうした条件

は，他の金融機関でも住宅ローン金利の優

遇に挙げられることが多い項目である。

　これらの項目に加えて，「共済の加入」

（67.8％），「経済事業での物品の購入」（23.1

％），「宅地供給事業の利用」（18.2％），「ガ

ス供給」（12.4％）という項目を選択する割

合も高く，総合事業を行っている農協なら

ではの回答結果となった。

　実際の金利の優遇状況は回答が分散した

が，最も多かったのは，変動金利で優遇期

間３年というケースであり，金利優遇を

行っている農協の15.8％を占めた。この

ケースの場合，基準金利の平均値は2.66％，

金利の最大優遇幅は平均0.73％であった。

　

　

　

　農協の設備投資の状況については資料が

なく，その実情を把握しにくいため，今回

の調査では各農協がどのような投資を行っ

ているのかを調査した。具体的には，12年

度から13年度に取得した固定資産のなかで

取得額の大きいもの順に２つまで挙げても

らった。

　まず，取得した固定資産がどの事業部門

に関するものかをみると（複数回答），販売

事業が30.0％，購買事業24.7％，信用事業

22.1％，利用事業22.0％，管理部門17.7％，

共済事業12.4％，加工事業4.1％という結果

となった。販売事業，購買事業の回答割合

は地域差が小さいのに対し，信用事業，共

済事業については都市部で，利用事業に関

しては純農村部で回答割合が高く，地域差

が比較的大きかった。

　こうした設備投資を行うにあたってはど

のような要因が影響したのかについては，

「老朽化による設備更新」（31.9％），「組合員

からの要望」（29.4％），「効率性向上」（19.2

％）を挙げる割合が高かった。「組合員から

の要望」の割合が特に高い投資対象は，「介

護関連施設」と「冠婚葬祭式場」であった。

　具体的な投資内容としては，事務所・セ

ンター（32.4％），農産物集出荷施設（13.9％），

農産物貯蔵施設（9.2％），購買店舗（8.8％），

情報関連（7.5％）， ・ （5.6％）等の

占める割合が高かった（第４表）。
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５．農協の設備投資の状況

第3図　金利優遇の条件
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　取得のためにかかる資金の調達方法（複

数回答）については，８割以上の農協が「自

己資金」を挙げ，「補助金」（23.6％），「リー

ス」（8.3％）を大きく上回った。

　

　

　

　最後に，今回の調査によって明らかに

なった点と，それが示唆するところについ

てまとめてみたい。

　先にも述べたとおり，14年４月に定期性

預貯金についてペイオフの凍結解除が行わ

れ，３月から４月にかけては金融機関の間

で相当の資金移動があったとみられる。農

協の場合は，他金融機関等との資金の流出

入の状況について，「流入の方が流出よりも

多い」と回答した割合が「流出の方が流入

よりも多い」を上回った。

　しかも，14年３月末と前年同月の貯金増

加の内訳として「他金融機関との預け替

え」の占める割合は他の財源と比べて最も

多かった。昨年度は郵貯の定額貯金の満期

到来という要因があったが，今回はペイオ

フの凍結解除を背景として農協に他業態か

らの資金流入があり，それが貯金の増加に

つながったと考えられる。

　９割以上の農協では，郵便局，地銀，信

金が管内に存在していると回答している

が，これらの金融機関は店舗数も比較的多

く，農協と立地状況が重複しているとみら

れる。特に，多くの農協が郵便局と地銀を

貯金における競合先としてみなしている

が，資金の流出入も，やはりこれらの業態

との間でなされる割合が高い。

　一方，貸出金のなかで，残高の増加が続

いている住宅ローンについては，その推進

のために各農協で様々な取組みを行ってい

る。特に，全体の約４分の１の農協では，

農協の利用度に応じて金利の優遇を行って

いると回答したが，その利用条件は，信用

事業だけでなく，経済事業や共済事業等の

利用も含めたものであることが分かった。

　また，これまであまり詳細を把握してい

なかった農協の設備投資については，都市

部では信用事業，共済事業に関するものが

比較的多く，純農村部では利用事業に関す

るものが多い等地域差が大きいことが分

かった。

（副主任研究員　重頭ユカリ・しげとうゆかり）
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６．まとめ

第4表　固定資産の投資内容（構成比）
（単位　組合，％）

（延べ回答組合数） （683）

事務所・センター
農産物集出荷施設
農産物貯蔵施設
購買店舗
情報関連（パソコン等）
CD・ATM
加工施設
冠婚葬祭式場
駐車場
農業用機械
ガソリンスタンド
情報関連（ソフトウェア）
農産物直売所
車両・運搬具
育苗施設
ガス関連施設・設備

32.4
13.9
9.2
8.8
7.5
5.6
5.3
5.1
4.5
4.4
2.9
1.8
1.8
1.5
1.0
1.0

（注）1.　延べ回答組合数に対する構成比。
　　2.　その他回答のうち具体的な記述があったもの

は，表に加えた。
　　3.　選択割合が１%未満のものは省略。



       

　2001年の農家経済

　2001年の販売農家１戸当たり（以下同

じ）農家総所得は，前年比△3.1％の802万

２千円となり，1997年以降５年連続して減

少した（第１表）。

　農業所得は，2001年後半から野菜，果樹，

畜産物（なかでも肥育牛）の価格が低下した

ため，前年比△4.6％と減少した。農外所得

は，雇用情勢の悪化を受けて労賃・俸給収

入が減少したため，△4.5％と減少幅が拡大

した。年金・被贈等の収入については，年

金・救護扶助等の給付金が2.1％増となっ

　はじめに

　農家総所得は，デフレが進行するなか，

農業所得の減少と景気悪化等による農外所

得の減退により，前年を下回る状況が続い

ている。

　本稿では，農林水産省「農業経営動向統

計」
（注）
をもとに2001年の農家経済を振り返る

とともに2002年8月までの動きについて見

ていきたい。
　（注）　農業経営動向統計は，全国約4,400戸の販売
農家を対象とした標本調査。販売農家とは，経営
耕地面積が30a以上，または農産物販売金額が50
万円以上の農家をいう。
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第1表　農家経済の動向（販売農家１戸当たり）
（単位　千円，％）

農業所得

農業粗収入

うち稲作
　　野菜
　　果樹
　　畜産

前 年 比 増 減 率

98年 99 00 01 02
（1‐4月）

資料　農林水産省「農業経営動向統計」
（注）1.　2002年は前年同期比。
　　2.　前年同期比の「－」は前年，当年ともに負数の場合を示す。

2001年
（実数）

1,034

3,474

895
781
336
661

うち生乳
　　肥育牛
　　豚
　　鶏卵

281
85
114
49

農業経営費

農外所得

うち労賃・俸給収入
　　地代・利子等収入

年金・被贈等収入

うち年金・救護扶助等

農家総所得

可処分所得

家計費

農家経済余剰

2,440

4,751

4,010
296

2,237

1,589

8,022

6,651

5,274

1,377

02
（5‐8）

3.6

1.7

1.0
8.5
9.0

△　3.3

0.7
△　5.4
△　5.1
△15.3

0.8

△　3.0

△　0.4
△19.1

0.1

0.6

△　1.3

△　0.8

△　1.9

3.6

△8.4

△3.3

△3.5
△7.1
△3.8
0.0

△2.7
3.9
△3.2
15.0

△0.7

△3.4

△3.3
△0.9

3.0

2.0

△2.5

△3.0

△1.5

△8.3

△　5.0

△　2.1

0.1
△　7.3
△　0.5
△　2.2

△　1.3
△11.0
△　0.6
△12.1

△　0.7

△　3.0

△　4.1
△　0.3

1.5

3.6

△　2.1

△　1.9

△　2.6

0.9

△　4.6

△　1.0

1.0
0.2

△　3.1
△0.4

△　1.2
△　5.0
9.0

△11.1

0.7

△　4.5

△　4.8
△　8.2

0.7

2.1

△　3.1

△　3.3

△　2.3

△　7.2

△76.8

△　7.2

3.8
△12.9
△　9.7
△　3.9

△　1.2
△18.5
15.8
△　1.0

△　0.9

△　4.6

△　3.9
△20.6

△　5.2

4.0

△　6.8

△　8.3

△　2.8

‐

△5.5

△1.7

△2.6
△0.9
2.0
0.8

1.7
△1.0
5.6
1.6

△0.5

△4.1

△5.6
△6.9

5.4

1.3

△2.1

△1.2

△2.2

6.3



       

たため，全体で0.7 の増加となった。

　この結果，可処分所得が△3.3％となり，

家計費を△2.3％と切りつめたものの，農家

経済余剰は前年比△7.2％の大幅な減少と

なった。

　2001年農家総所得の減少額25万８千円に

対する寄与率は，農業所得19％，農外所得

87％，年金・被贈等収入△６％であり，農

家総所得の減少は農外所得が大きく減少

（△22万４千円）したことが主因である。

　農外所得は98年以降前年比減少が続いて

おり，2001年は過去４年間のなかで最大の

減少額となった（第１図）。

　2002年８月までの農家経済

　2002年８月までの農家経済の動向を１

～４月と５～８月に分けて見てみたい。

　まず１～４月の農家総所得は，前年比△

6.8％と減少幅が拡大した。前年末から野

菜・果樹価格が下落したことや の影

響により牛肉価格および購買量がともに減

少したため，農業所得は△76.8％と減少幅

が拡大した。農外所得は，労賃・俸給収入

が△3.9％となったことに加えて，地代・利

子等収入が前年の郵貯定額大量満期の影響

が剥げ落ちたことにより△20.6％と大きく

減少したことから，△4.6％となった。この

結果，可処分所得は△8.3％と減少幅が拡大

し，家計費は△2.8％となったが，農家経済

余剰は赤字となった。

　つぎに５～８月をみると，農家総所得は

前年比△2.1％と減少幅が縮小した。野菜，

果樹ともに徐々に価格が回復する傾向にあ

るものの粗収入は前年比減少の状況にあ

り，農業所得は△5.5％となった。農外所得

は，労賃・俸給収入の減少幅が拡大したも

のの，地代・利子等収入の減少幅が縮小し

たため，１～４月に比べると減少幅が△4.1

％とわずかながら縮小した。年金・被贈等

収入は5.4％増加した。可処分所得は△1.2

％と減少幅が縮小し，家計費は引き続き

２％台の減少となったため，農家経済余剰

は6.3％増と回復した。

　おわりに

　2002年に入ってからの農業所得は，１

～４月では の影響や野菜・果樹価格

の低迷が色濃く表れたのち，５～８月では

依然として前年比マイナスであるものの回

復傾向を示した。また，長引く景気低迷と

雇用情勢の悪化を背景に，農家総所得のお

よそ５割を占める労賃・俸給収入の減少幅

は拡大している。このため農家総所得は，

2001年７月以来前年比マイナスが続いてい

る。

　2002年末に向かって，農業所得は回復す

るのか，また労賃・俸給収入はさらに減少

するのか，今後の動向に注目したい。

（研究員　木村俊文・きむらとしぶみ）
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第1図　農家総所得の前年比増減額
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年 月 日

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。

団　　　体　　　別

3.　農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高
2002　年　９　月　末　現　在　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

団　　　体　　　別 証 書 貸 付 手 形 貸 付 当 座 貸 越 割 引 手 形 計

系

統

団

体

等

　関 連 産 業　

　そ の 他　

合 計

　農 業 団 体

　開 拓 団 体

　水 産 団 体

　森 林 団 体

　そ の 他 会 員

会 員 小 計

その他系統団体等小計

計

72,058

3,600

82,723

13,881

‐

172,261

351,463

523,724

2,655,870

11,855,678

15,035,272

652,690

524

35,753

14,098

411

703,475

35,387

738,862

220,877

3,211,322

4,171,061

15,385

‐

39,472

2,903

160

57,921

151,947

209,868

2,694,961

164,441

3,069,270

7

‐

‐

59

‐

66

914

980

61,205

232

62,417

740,140

4,124

157,946

30,941

571

933,723

539,710

1,473,433

5,632,914

15,231,673

22,338,020

2.　農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高
2002　年　９　月　末　現　在　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

1.　農　林　中　央　金　庫　資　金　概　況
（単位　百万円）

預 金 発行債券 そ の 他 現 金
預 け 金 有価証券 貸 出 金 そ の 他 貸借共通

合 計

1997. 9
1998. 9
1999. 9
2000. 9
2001. 9

29,714,454
26,455,075
31,415,164
32,710,622
37,260,470

8,533,715
7,558,726
7,154,846
6,681,118
6,252,839

6,919,576
14,313,703
11,229,552
10,469,972
10,672,336

5,828,672
3,584,532
4,124,762
900,268
2,184,560

11,321,080
9,740,393
15,777,227
19,125,774
21,878,804

15,867,729
14,444,389
18,804,689
21,933,178
24,943,234

12,150,264
20,558,190
11,092,884
7,902,492
5,179,047

45,167,740
48,327,504
49,799,562
49,861,712
54,185,645

定期預金 通知預金 普通預金 当座預金 別段預金 公金預金 計

　農 業 団 体

　水 産 団 体

　森 林 団 体

　そ の 他 会 員

会 員 計

会 員 以 外 の 者 計

　合　　　　　計　

32,635,441

1,199,092

2,359

6,511

33,843,403

757,563

34,600,967

7,886

1

1

‐

7,888

145,825

153,713

776,511

63,475

3,121

3,924

847,030

491,596

1,338,626

25

1

9

‐

35

109,311

109,346

222,648

14,746

384

250

238,027

1,783,678

2,021,705

-

-

-

-

-

53,586

53,586

33,642,512

1,277,314

5,873

10,685

34,936,384

3,341,558

38,277,942

2002. 4
5
6
7
8
9

5,890,482
6,533,650
7,576,498
6,579,469
7,475,123
6,948,704

22,138,189
21,211,038
21,333,891
21,494,685
21,333,063
22,338,020

23,134,126
22,740,546
21,813,889
22,316,505
22,418,001
23,520,480

1,589,759
1,387,413
1,559,697
1,153,429
1,230,105
1,143,684

9,025,731
8,259,830
8,465,290
7,864,108
8,622,167
9,874,640

5,908,988
5,858,480
5,849,048
5,837,017
5,797,412
5,798,306

37,817,837
37,754,337
37,969,637
37,842,963
38,036,713
38,277,942

52,752,556
51,872,647
52,283,975
51,544,088
52,456,292
53,950,888
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4．　農 林 中 央 金

年 月 末

5．　信 用 農 業 協 同 組

6．　農 業 協 同 組

（注）　１．貯金のうち「定期性」は定期貯金・定期積金の計。　　　　２．出資金には回転出資金を含む。

（注）　１．貯金のうち当座性は当座・普通・購買・貯蓄・通知・出資予約・別段。　２．貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。
　　　３．借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。

預 金
譲 渡 性 預 金 発 行 債 券

2001.　　　　　9

年 月 末

2001.　　　　　9

3,363,858

現 金

196,509

33,896,612 37,260,470 186,370 6,252,839

定 期 性 計当 座 性

預 け 金
有　　価　　証　　券

商品有価証券 買 入 手 形 手 形 貸 付計 う ち 国 債

年 月 末

貸 方

借 入 金 出 資 金

2002.　　　　　4
　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　9

2001.　　　　　9

50,886,956
50,797,200
51,755,343
51,522,486
51,545,564
51,270,241

50,270,622

49,110,453
49,008,083
49,630,921
49,663,713
49,713,779
49,561,368

48,689,950

155,980
170,570
170,740
168,250
157,810
158,290

244,570

35,132
35,122
35,102
35,101
35,098
44,274

19,595

1,025,827
1,025,826
1,020,457
1,041,137
1,054,512
1,058,118

1,012,388

う ち 定 期 性 譲 渡 性 貯 金計

貯　　　　　　金

年 月 末

貸 方

計 うち信用借入金

2002.　　　　　3
　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　8

2001.　　　　　8

19,233,932
19,842,570
19,775,310
20,373,101
19,881,398
20,081,827

16,651,647

54,303,455
53,896,696
53,868,408
54,146,261
54,293,551
54,227,432

56,876,774

73,537,387
73,739,266
73,643,718
74,519,362
74,174,949
74,309,259

73,528,421

772,350
744,666
752,167
735,908
756,611
754,310

871,526

595,927
571,669
579,084
563,487
584,952
580,624

676,213

定 期 性 計当 座 性

貯 金 借 入 金

1,988,050 21,878,804 8,014,497 253,074 ‐ 10,712,046

（貸 方）

（借 方）

2002.　　　　　4
　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　9

2002.　　　　　4
　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　9

4,327,089
3,963,322
4,159,301
3,924,974
3,787,548
3,630,841

117,780
129,826
156,262
89,460
162,032
88,537

33,490,748
33,791,015
33,810,336
33,917,989
34,249,165
34,647,101

37,817,837
37,754,337
37,969,637
37,842,963
38,036,713
38,277,942

141,030
162,200
162,800
195,040
371,090
279,810

5,908,988
5,858,480
5,849,048
5,837,017
5,797,412
5,798,306

1,471,978
1,257,585
1,403,435
1,063,969
1,068,073
1,055,147

23,134,126
22,740,546
21,813,889
22,316,505
22,418,001
23,520,480

8,536,229
8,509,719
7,918,055
8,134,392
8,024,362
8,470,512

34,834
61,553
115,298
112,330
113,853
29,092

261,900
349,500
720,500
198,700
1,000,100
101,900

7,949,880
6,237,690
5,596,079
5,356,648
5,064,494
4,171,061
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（注）　１．単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　２．預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。
　　　３．預金のうち定期性は定期預金。　　４．借用金は借入金・再割引手形。
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　　　４．有価証券の内訳は電算機処理の関係上，明示されない県があるので「うち国債」の金額には，この県分が含まれない。

合 連 合 会 主 要 勘 定

合 主 要 勘 定

現 金

借 方

57,439
51,552
54,334
56,061
47,949
53,572

47,315

預　け　金

33,742,360
33,600,638
34,712,411
34,310,653
34,454,163
33,911,932

33,637,205
33,500,707
34,619,358
34,233,408
34,378,291
33,789,054

‐
‐
‐
‐

10,000
30,000

329,268
330,841
352,840
354,540
361,841
364,141

12,924,579
12,899,988
12,799,183
12,821,965
12,812,869
12,748,456

5,288,871
5,303,728
5,358,774
5,416,122
5,370,836
5,666,306

505,328
507,628
509,940
511,675
513,827
697,034

33,461,100 33,265,351 ‐ 394,658 12,494,847 5,477,929 488,688

計 う ち 系 統 コールローン 金銭の信託 有 価 証 券 計 うち金融機
関 貸 付 金

貸　出　金

現 金

借 方

349,520
385,533
351,282
355,825
358,261
339,030

333,009

預 け 金

49,072,485
49,531,468
49,531,340
50,468,568
50,223,349
50,384,543

48,788,592
49,287,915
49,285,119
50,220,100
49,985,391
50,137,907

4,067,085
4,031,643
3,952,788
3,878,672
3,934,466
3,846,245

1,370,802
1,318,211
1,252,811
1,189,128
1,221,314
1,143,383

21,735,745
21,545,770
21,557,775
21,511,926
21,537,185
21,556,677

402,965
403,223
404,315
404,402
403,861
402,506

1,120
1,064
1,063
1,048
1,048
1,047

49,076,179 48,750,787 3,977,581 1,164,737 21,961,616 444,076 1,166

計 う ち 系 統 計 う ち 国 債 計 うち農林公
庫 貸 付 金

報 告
組 合 数

貸 出 金有価証券・金銭の信託

（単位　百万円）

（単位　百万円）

庫 主 要 勘 定

コ ー ル マ ネ ー

895,980

証 書 貸 付

10,970,522

貸 出 金

3,165,626 95,038 24,943,234 423,691 ‐ 4,502,282 54,185,645

当 座 貸 越 割 引 手 形 計
コ ー ル
ロ ー ン

食 糧 代 金
概 算 払 金 そ の 他 借 方 合 計

食糧代金受託金・
受 託 金 資 本 金 そ の 他 貸 方 合 計

2,136,379 1,124,999 6,328,608 54,185,645

（単位　百万円）

646,814
625,330
578,278
620,997
712,084
611,624

10,926,678
11,672,909
12,485,394
12,809,149
13,047,270
15,035,272

3,194,813
3,236,920
3,184,269
3,269,410
3,157,173
3,069,269

66,816
63,518
68,147
59,476
64,124
62,416

22,138,189
21,211,038
21,333,891
21,494,685
21,333,063
22,338,020

366,951
462,769
1,051,518
460,958
463,909
517,437

‐
‐
‐
44
92
‐

5,226,798
5,659,830
5,689,182
5,807,437
5,897,169
6,300,275

52,752,556
51,872,647
52,283,975
51,544,088
52,456,292
53,950,888

1,660,942
1,727,123
2,361,822
2,294,747
2,245,311
1,667,752

1,124,999
1,124,999
1,124,999
1,124,999
1,124,999
1,124,999

5,451,946
4,620,178
4,237,391
3,628,325
4,168,683
6,190,455

52,752,556
51,872,647
52,283,975
51,544,088
52,456,292
53,950,888



   

7．信用漁業協同組合連合会主要勘定
（単位　百万円）

年　月　末

2002.　　　6
　　　　　　　　7
　　　　　　　　8
　　　　　　　　9

2001.　　　9

（注）　貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。

8．漁　業　協　同　組　合　主　要　勘　定
（単位　百万円）

年　月　末

2002.　　　4
　　　　　　　　5
　　　　　　　　6
　　　　　　　　7

2001.　　　7

（注）　1.　水加工協を含む。　2.　貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。　
　　　3.　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。

貸 方

貯　金

2,297,217
2,275,692
2,276,366
2,275,532

2,367,442

貸 方

貯 金

1,229,194
1,216,596
1,222,693
1,217,496

1,377,982

1,791,776
1,783,828
1,774,290
1,771,455

1,948,240

借　用　金

39,683
39,705
31,647
60,806

44,939

出　資　金

58,577
58,705
58,658
59,885

52,808

借 方

現　　金

11,136
11,128
11,608
11,567

9,015

借 方

現　金

8,314
7,441
7,610
8,605

8,049

預　け　金

1,381,172
1,357,507
1,363,565
1,353,514

1,406,895

1,348,569
1,323,355
1,331,754
1,317,140

1,374,888

有　　価
証　　券

206,914
206,682
198,967
201,365

226,163

貸　出　金

795,681
795,294
796,623
801,367

819,438

計 うち系統計 うち定期性

776,879
770,736
772,151
769,718

借　入　金

342,998
342,506
345,222
348,367

922,312 429,826

払込済
出資金

264,915
263,474
265,767
267,956

147,561
147,110
146,582
146,988

313,133 161,866

うち信用
借 入 金計うち定期性計

558
556
556
553

741

報　告

組合数
預　け　金

1,099,638
1,079,047
1,082,168
1,073,347

1,237,038 1,175,846

1,057,568
1,039,420
1,040,776
996,454

計 うち系統

有　価
証　券

19,678
19,878
20,083
19,941

21,469

438,450
439,040
441,347
443,447

計

貸　出　金

511,759 23,413

20,528
20,547
20,448
20,317

うち農林
公庫資金

農林金融2002・12
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9．金　融　機　関　別　預　貯　金　残　高
（単位　億円，％）

農 協

残

高

前

年

同

月

比

増

減

率

（注）　１．都市銀行，地方銀行，第二地方銀行は全銀協資料（ホームページ等）による。
　　　２．全銀および信金には，オフショア勘定を含む。

1999.　　3

2000.　　3

2001.　　3

2001.　　9

　　　　　　10

　　　　　　11

　　　　　　12

2002.　　1

　　　　　　　2

　　　　　　　3

　　　　　　　4

　　　　　　　5

　　　　　　　6

　　　　　　　7

　　　　　　　8

　　　　　　　9

1999.　　3

2000.　　3

2001.　　3

2001.　　9

　　　　　　10

　　　　　　11

　　　　　　12

2002.　　1

　　　　　　　2

　　　　　　　3

　　　　　　　4

　　　　　　　5

　　　　　　　6

　　　　　　　7

　　　　　　　8

　　　　　　　9

689,963

702,556

720,945

732,472

734,919

734,240

745,880

738,892

740,538

735,374

737,393

736,437

745,194

741,749

743,093

P 738,720

0.8

1.8

2.6

3.0

3.0

3.0

2.6

2.7

2.6

2.0

1.6

1.6

1.2

1.0

1.1

0.9

502,706

505,148

504,048

513,113

506,103

507,232

503,220

508,870

507,972

517,553

515,225

515,456

512,702

2,127,844

2,122,678

2,168,775

2,164,499

2,191,177

2,229,301

2,308,919

2,536,660

2,385,365

2,333,015

2,324,741

2,298,403

P 2,243,153

1,787,442

1,756,302

1,773,214

1,795,647

1,762,850

1,766,788

1,813,848

1,807,259

1,801,789

1,829,055

1,793,201

1,794,202

P 1,785,806

570,717

562,442

563,620

573,354

558,264

557,739

559,895

556,826

553,710

561,744

554,918

558,252

P 563,781

1,053,562

1,047,977

1,045,148

1,060,555

1,042,036

1,040,017

1,028,196

1,030,509

1,024,451

1,035,281

1,027,822

1,032,210

1,031,141

175,536

172,548

169,824

168,160

162,893

160,020

153,541

153,147

151,942

151,983

149,622

149,571

P 148,845

2,419,976

2,416,928

2,394,828

2,404,964

2,399,035

2,403,183

2,394,797

2,395,314

2,382,927

2,392,298

2,381,018

2,379,550

2,364,776

469,363

480,740

491,580

2,082,600

2,090,975

2,102,820

1,715,548

1,742,961

1,785,742

631,398

598,696

567,976

1,005,730

1,020,359

1,037,919

202,043

191,966

180,588

2,525,867

2,599,702

2,499,336

信 農 連 都 市 銀 行 地 方 銀 行 第二地方銀行 信 用 金 庫 信 用 組 合 郵 便 局

0.2

2.4

2.3

△2.7

0.4

0.6

1.5

1.6

2.5

4.1

△5.2

△5.1

2.2

1.5

1.7

△5.4

△5.0

△5.9

5.0

2.9

△3.9

4.8

4.8

4.5

4.2

3.7

3.4

2.4

3.0

2.6

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

2.9

2.8

2.1

3.8

6.0

9.8

16.8

9.1

10.0

10.1

8.9

P 5.4

0.5

0.4

0.2

0.6

0.3

△0.0

1.6

0.0

0.6

1.1

0.6

1.0

P △0.1

△1.2

△1.1

△1.6

△1.6

△2.8

△1.5

△1.4

△2.7

△2.1

△1.8

△2.3

△1.3

P △1.2

1.7

1.7

1.4

1.0

0.6

0.1

△0.9

△2.0

△1.9

△2.1

△2.3

△1.8

△2.1

△8.8

△9.5

△10.6

△10.7

△11.6

△12.7

△15.0

△15.6

△15.2

△15.6

△16.1

△15.5

P △15.2

△6.2

△6.1

△6.0

△5.5

△5.2

△4.7

△4.2

△4.0

△3.6

△3.3

△2.3

△2.2

△2.3

農林金融2002・12
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10．金　融　機　関　別　貸　出　金　残　高
（単位　億円，％）

（注）　１．表９（注）に同じ。ただし郵便局の確定値は，郵政省ホームページによる。
　　　２．貸出金には金融機関貸付金，コールローンは含まない。

1999.　　3

2000.　　3

2001.　　3

2001.　　9

　　　　　　10

　　　　　　11

　　　　　　12

2002.　　1

　　　　　　　2

　　　　　　　3

　　　　　　　4

　　　　　　　5

　　　　　　　6

　　　　　　　7

　　　　　　　8

　　　　　　　9

1999.　　3

2000.　　3

2001.　　3

2001.　　9

　　　　　　10

　　　　　　11

　　　　　　12

2002.　　1

　　　　　　　2

　　　　　　　3

　　　　　　　4

　　　　　　　5

　　　　　　　6

　　　　　　　7

　　　　　　　8

　　　　　　　9

214,613

215,586

214,983

214,548

213,782

213,629

212,356

211,172

211,372

212,565

210,670

210,774

210,316

210,575

210,781

P 210,759

3.0

0.5

△0.3

△0.7

△0.7

△0.9

△1.2

△1.1

△1.3

△1.1

△1.7

△1.5

△1.6

△1.7

△1.7

△1.8

49,892

49,132

49,068

49,057

49,043

49,082

48,514

47,836

47,961

48,489

49,044

48,570

49,693

2,072,199

2,035,623

2,034,403

2,050,688

2,031,125

2,026,174

2,011,581

2,149,402

2,131,216

2,135,807

2,128,694

2,134,574

P 2,115,029

1,349,653

1,335,792

1,337,879

1,361,665

1,345,543

1,349,733

1,359,479

1,334,544

1,328,483

1,332,366

1,327,451

1,332,191

P 1,336,344

448,318

443,580

443,734

451,248

444,302

443,729

444,432

437,513

434,842

435,840

435,002

436,320

P 436,381

653,108

645,988

646,571

655,294

644,820

641,370

639,808

629,184

625,897

627,347

625,338

628,292

629,549

128,275

127,062

123,719

123,780

122,177

121,510

119,082

115,775

113,598

104,857

102,713

98,406

P 96,509

P 7,543

P 7,527

P 7,668

P 6,818

P 6,821

P 6,863

P 7,009

P 6,922

P 7,054

P 6,723

P 6,621

P 6,570

P 6,866

60,420

54,850

48,879

2,093,507

2,128,088

2,114,602

1,382,200

1,340,546

1,357,090

527,146

505,678

465,931

712,060

687,292

662,124

154,204

142,433

133,612

9,775

9,781

8,192

△2.4

△9.2

△10.9

△1.4

1.7

△0.6

0.1

△3.0

1.2

0.4

△4.1

△7.9

1.1

△3.5

△3.7

△8.3

△7.6

△6.2

△2.3

0.1

△16.2

△9.2

△7.9

△7.7

△7.5

△7.0

△4.0

△0.7

△0.9

△1.0

△0.0

0.1

△0.7

△0.4

△2.5

△2.5

△3.0

△3.7

△3.8

△4.0

△4.9

3.9

4.2

3.8

4.2

4.6

P 2.1

0.2

△0.0

△0.1

△0.4

0.0

△0.1

0.2

△0.8

△0.2

△0.5

△0.7

△0.1

P △1.0

△6.8

△6.7

△6.9

△7.2

△7.3

△4.2

△4.6

△5.0

△3.3

△2.1

△2.2

△1.4

P △2.7

△4.2

△4.3

△4.2

△3.7

△3.2

△3.3

△3.4

△4.1

△3.4

△3.6

△3.5

△2.9

△3.6

△8.0

△8.0

△10.3

△10.4

△10.4

△10.4

△10.9

△12.5

△12.2

△18.8

△20.1

△23.3

P △24.8

P △20.0

P △19.5

P △17.9

P △15.6

P △14.6

P △14.2

P △14.4

P △12.9

P △13.2

P △13.0

P △9.0

P △9.8

P △9.0

農 協

残

高

前

年

同

月

比

増

減

率

信 農 連 都 市 銀 行 地 方 銀 行 第二地方銀行 信 用 金 庫 信 用 組 合 郵 便 局
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